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エグゼクティブサマリー 

インドネシアは東南アジア最大の外食市場を擁しており、世界的にも極めて活力ある市場の一つで

ある。2 億 8,000 万人を超える人口の半数が 35 歳以下 1という若年層主導の人口動態は、外食や利

便性、そして新たな食体験に対する旺盛な需要を牽引している。また、ジャワ、スマトラ、スラウ

ェシ各地での都市化2 と可処分所得の向上は、グローバルチェーンと国内の革新的な事業者の双方に

有望な投資環境をもたらしている。 

飲食サービス市場の成長軌道は、いずれの統計指標に照らしても極めて堅調である。2023 年の市場

規模について、米国農務省は 263億米ドル3と推計し、カナダ農務・農産物省は 300億米ドル4、グロ

ーバルデータ社は 399 億米ドルに近いと評価している5。より広範な観点から分析しているモードー

ル・インテリジェンス社のレポートによれば、2025 年の市場価値は 624 億米ドルに達し、2030 年に

は 1,150 億米ドルまで拡大すると予測され、これは年平均成長率 13%を示唆している6。主要な情報

源を総合すると、年率 9〜11%の安定成長が見込まれており、同市場の底堅さと投資先としての魅力

が改めて浮き彫りとなっている。 

一方、需要構造は急速に変容している。複数の新聞記事などを総合すると、伝統的な屋台や非公式

な食事形態は依然として日常消費の根幹を成しているが、都市部では近代的なファストフード、フ

ルサービス・レストラン、そして特にカフェがシェアを拡大させている。オンライン・フードデリ

バリーもこうした変化を主導しており、Grab が運営する GrabFood と Gojek が運営する GoFood の 2

強が市場の約 9 割を掌握する中、ショッピーフードも都市部で攻勢を強めている。2023 年の流通取

引総額は 46 億米ドルに達し7 、タイ、シンガポール、フィリピン、マレーシア、ベトナムを抑え、

東南アジアにおけるオンラインでのフードデリバリーの筆頭としての地位を確立している。 

競争環境は、外資多国籍企業と国内の有力勢力による熾烈な争いが起こっている。マクドナルド、

KFC、スターバックス等が全国的な展開を維持する一方、J.CO DONUT & COFFEE、Kopi Kenangan、

Janji Jiwa、Solariaといったインドネシアブランドも、現地に即したコンセプトの強みを背景に躍

進している。Sushi Tei、丸亀製麺、牛角などの日本食ブランドも主要都市のモールを中心に支持を

広げており、日本食を筆頭とする国際的な食文化への関心の高さが反映されている。 

もっとも、頻繁に変更がなされる法規制への対応も留意が必要である。2024年10月には、外資飲食

サービス事業者を含む中規模および大規模事業者のハラール規制への準拠が義務化された8。2025 年

6 月には、許認可をまとめて規定する新たな政府規則が施行され、従来外資企業を含む大企業につ

いて、レストランに関しては 50 席以上が必要とされており、カフェに関しては許認可の対象になっ

 
1 国立人口家族計画委員会（BKKBN）人口報告書 (2024) 
https://siperindu.online/2023/pb/unduh_file/Laporan%20Kependudukan%20Indonesia%20-%20IND.pdf  
2 ibid. 
3 https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food+Service+-
+Hotel+Restaurant+Institutional+Annual_Jakarta_Indonesia_ID2024-0049.pdf&  
4 https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/reports-and-guides/foodservice-profile-indonesia  
5 https://www.globaldata.com/store/report/indonesia-foodservice-market-analysis/  
6 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-foodservice-market  
7 https://srhformosapublisher.org/index.php/jambak/article/download/121/179 ; https://seasia.co/infographic/online-food-delivery-
market-in-southeast-asia-2023?  
8 ハラール製品保証部門の実施に関する政府規則 2024 年 42 号 160 条 

https://siperindu.online/2023/pb/unduh_file/Laporan%20Kependudukan%20Indonesia%20-%20IND.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food+Service+-+Hotel+Restaurant+Institutional+Annual_Jakarta_Indonesia_ID2024-0049.pdf&
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food+Service+-+Hotel+Restaurant+Institutional+Annual_Jakarta_Indonesia_ID2024-0049.pdf&
https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/reports-and-guides/foodservice-profile-indonesia
https://www.globaldata.com/store/report/indonesia-foodservice-market-analysis/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-foodservice-market
https://srhformosapublisher.org/index.php/jambak/article/download/121/179
https://seasia.co/infographic/online-food-delivery-market-in-southeast-asia-2023
https://seasia.co/infographic/online-food-delivery-market-in-southeast-asia-2023
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ていなかったが事実上の外資規制が撤廃されている9 。また、同 10 月には、外資企業の最低払込資

本⾦が 100 億ルピア（約 9,500 万円）から 25 億ルピア（約 2,400 万円）に変更され、最低投資金

額についても外資企業に優位な変更が生じた10 。細細は後述するが、これにより小規模なレストラ

ンやカフェをドミナント戦略で同一の県や市に展開することが可能になったと言える。 

さらには、輸入牛肉、乳製品、ジャガイモといった原材料費の高騰や商業施設の賃料上昇は、利益

率を圧迫する要因となっている。これに対し事業者は、ドライブスルー展開、地方都市におけるク

ラウドキッチンの活用、「フードスタンド（ドリンク専門店の場合もある）」と呼ばれる基本的には

イートインスペースのない小型のブース型店舗の導入など、新形態の事業を採用することで適応を

図っている。 

総じて、インドネシアの飲食産業、人口動態、デジタル化、規制、競争が複雑に絡み合いながら大

きく成長を遂げている。投資家や事業者にとっての成功は、現地への適応性と国際基準を調和させ、

価値重視のマス市場、上昇志向を持つ中産階級、出費を惜しまない富裕層など適切なセグメントに

対して適切なアプローチができるかにかかっていると言えるのではないだろうか。 

  

 
9 政府規則 2025 年 28 号別紙 I.L32 
10 投資大臣規則 2025 年 10 号 26 条 10 項 
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1. インドネシアの外食市場の概況：マクロ環境、社会状況 

1.1 マクロ経済指標と人口動態 

インドネシアの外食産業の状況には、同国の人口動態および文化的特性が大きく反映されている。

インドネシアは、2 億 8,000 万人を超える人口を擁する世界 4 位の人口大国である11。また人口構成

として、国民の 50%以上が 35 歳以下で占められており12、この若い年齢構成が家庭外での外食需要

を強力に押し上げている。また、彼らはデジタル技術に精通し、新たな食の選択肢に積極的である

一方、伝統的な地元の味に対しても強い愛着を持つ世代である。 

 

図 1 インドネシアにおける年齢層、男女別人口分布 

 

出所：中央統計局 

 

 

図 2 インドネシアにおける人口推移 

 
11 国立人口家族計画委員会（BKKBN）人口報告書 （2024）

https://siperindu.online/2023/pb/unduh_file/Laporan%20Kependudukan%20Indonesia%20-%20IND.pdf 
12 中央統計局発行『2025 年インドネシア統計年鑑』 
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出所: 国家人口・家族計画庁 

 

市場を規定する重要な要因の一つとして都市化現象が挙げられる。全人口の半数以上が集中するジ

ャワ島には富と消費、そして近代的な小売形態が集中しており、なかでも大ジャカルタ圏はレスト

ラン売上の圧倒的なシェアを占めている。一方で、近年は成長の波はジャワ島以外にも波及してい

る。所得水準の向上や商業施設の開発に伴い、スラバヤ、メダン、マカッサル、デンパサールとい

った都市がチェーン展開の新たな拠点として台頭している。 

文化的な側面に注目すると、インドネシアにおいて外食は、日常的な習慣であると同時に、重要な

社会的行為としての側面を持つ。特に都市部では、通勤時間や労働時間の拡大が、家庭外での食事

を促す要因となっている。ワルン（道沿いの簡易レストラン）やカキリマ（手押しの屋台）と呼ば

れる小規模飲食店は依然として日常消費の根幹を成し、飲食業とホテル業を合わせると国内総生産

（GDP）の約 5%、小売等周辺事業も含めた場合は国内総生産（GDP）の約30%に寄与している13。その

一方で、利便性の高い近代的な飲食サービス形態も着実に浸透しつつある。また、世界最大のイス

ラム教徒国であるインドネシアでは、外食におけるハラール認証は、規制上の要件というよりかは、

もはや文化的に期待されるスタンダードになっている。 

 

 

 
13 中央統計局発行『2025 年インドネシア統計年鑑』 
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図 3：インドネシアにおける飲食業・ホテル業の GDP 寄与度の推移 

 

出所: 中央統計局 

  

 

図 4：インドネシアにおける飲食業界の GDP および成長率の推移 
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出所： 中央統計局 

さらに、国内のデジタル・エコシステムの発展は、外食産業の近代化を加速させている。スマート

フォン普及率の高さに加え、QR コード決済や各種モバイルウォレットの普及14 により、消費者の食

習慣はデジタルを介したものへと移行しつつある15 。現、、店舗検 から注文、支払いに至るまで、

モバイルアプリを通じたオンライン・プラットフォームが市場成長において不可欠な役割を担って

いる。 

 

1.2 市場の規模と成長予測 

インドネシアの食品サービス市場の規模に関しては、情報源によって適用される定義が異なり、値

にばらつきがあり、インドネシアの食品サービス市場の規模を推計するのは容易ではない。その理

由は、調査機関によって「外食」の定義が大きく異なるためである。例えば、学校・病院・社員食

堂などの施設給食部門（cost sector）を除き、レストランやカフェなどの営利部門（profit 

sector）のみを対象とする推計もあれば、インドネシア特有の屋台や小規模商店（非正規部門）、さ

らにはコンビニエンスストア等の小売店による調理食品の売上まで含める調査も存、する。 

例えば、米国農務省外国農業局は、2023年のホテル・レストラン・施設（HRI）部門を263億米ドル

と推定している。一方カナダ農務・農産物省は2023年の売上高を 302億米ドル、2028年には 485億

米ドルに達すると予測しており、10%の年平均成長率を見込んでいる。また、グローバルデータ社は、

2023 年の営利部門を 399 億米ドルとより高く評価しており、モードール・インテリジェンス社は、

2025 年に 624 億米ドル、2030 年には 1,150 億米ドルに達すると予測し、13%の高い成長率を示唆し

ている。 

総じて、今後の展望に関しては 3 つのパターンが考えられる。まず、保守的な想定に基づく低成長

シナリオ（年平均成長率 8%）では、2030 年までに 700 億米ドルに達すると考えられる。あるいは、

着実な拡大を予測する平均的なシナリオ（年平均成長率 9%）のもとでは、同年までに 800 億米ドル

に到達すると考えられる。さらに、積極的な予測に基づく高成長シナリオ（年平均成長率 13%）で

は、同年までに 1,150 億米ドルに達する見通しである。 

ただ、いずれの予測においても成長軌道は右肩上がりである。主な要因としては都市の拡大、可処

分所得の向上、パンデミック後の外食産業の回復が挙げられるだろう。特にファストフードのチェ

ーン店やカフェ、また、デジタル技術を基盤とする事業者には今後さらなる成長が期待できる。ま

たバリ島を中心とした観光業、ビジネス接待や会議、記念日イベント等の回復に伴うフルサービ

ス・レストランの成長も今後見込まれる。 

1.3 コロナ禍およびその後のインフレ状況 

インドネシアの外食業界は、2020年から2021年にかけてのパンデミックにより、かつてない衝撃に

見舞われた。活動制限やソーシャルディスタンスの確保、移動制限などの措置により、店内飲食の

機会は劇的に減少した。経済活動が段階的に再開されるにつれ業界は回復に向かったものの、その

時期は 2021 年以降のインフレ圧力とも重なることとなった。このインフレは、サプライチェーンの

 
14 https://timedoor.net/blogs/The-Penetration-of-Cashless-Payments-in-Indonesia/ 
15 https://paymentscmi.com/insights/indonesia-ecommerce-payments-trends-2025/ 
 

https://timedoor.net/blogs/The-Penetration-of-Cashless-Payments-in-Indonesia/
https://paymentscmi.com/insights/indonesia-ecommerce-payments-trends-2025/
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混乱、世界的な商品価格の上昇などによって引き起こされたものである。これら一連の要因は、下

記に細述する通り、業界のコスト構造やビジネスモデル、さらには将来の展望に大きく影響を与え

ている。 

 

図 5：インドネシアの飲食業における支出項目別の構成比 

 

出所： 中央統計局 

 

 

1. 原材料のインフレ 

食材のコストも急騰している。特に牛肉、乳製品、小麦、食用油、コーヒーといった輸入原材料は、

世界的な供給網の混乱やロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、2021 年から 2022 年にかけて

20～40%のインフレを記録した16 。米や鶏肉、唐辛子といった現地の主要食材についても大幅な価格

変動が見られ、メニューの価格設定の不安定要因となっている。対応として、多くの店舗では価格

の維持を優先し、メニューの絞り込みや食材の代替、ポーションコントロール（分量の調整）を行

っている。 

 

2. 水道光熱費のインフレ 

 
16 World Economic Outlook, October 2022 

72.62%

12.65%

10.57%

4.16%

飲食サービスにおける項目別支出割合（2023年）

原材料費 従業員給与 運営費用 その他



8 
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載  

 

2021 年以降、商業向けの電気、ガス、水道料金が大幅に上昇している。元来利益率の低いレストラ

ン業界において、パンデミック前と比較して水道光熱費が 10～15%増加している17影響は計り知れな

い。特に焼肉、ステーキハウス、ファストフードといった加熱調理を多用する業態では、その影響

は甚大である。 

 

3. 商業施設の賃料と稼働コスト 

パンデミック中、多くのショッピングモールや家主は賃料の減額やレベニューシェア（収益分配）

を実施していたが、現、こうした取り組みはほぼ終了しているようである。2021 年以降、特にジャ

カルタの主要モールでは賃料の適正化が進み、売上の回復が賃料上昇に追いつかない飲食テナント

を圧迫している。一方で、地方都市においては依然として柔軟な対応が見られ、新規テナント誘致

のために基本賃料を低く設定するケースも多い。 

 

4. メニュー価格の設定と消費者行動 

コストの上昇に合わせて、多くの事業者は2021年から2023年の間にメニュー価格を10～20%引き上

げた。しかし、インドネシアの飲食市場では、特に大衆層において価格感応度が極めて高い。その

ため、レストラン各社は、プレミアム、ミドルレンジ、バリューといった階層的な価格戦略を採用

したり、デリバリーアプリを通じたセット販売のプロモーションを活用したりすることで、利益率

を守りつつ手頃感を維持する工夫を凝らしている。 

 

5. 賃金の上昇 

最低賃金の改定やパンデミック後の人手不足を背景に、労働者の給与水準も上昇している。主要都

市では、2021 年から 2023 年にかけて厨房スタッフや接客担当の平均給与が年率 8～12%のペースで

上昇した。特に料理人やバリスタ、マネージャークラスといった熟練した人材については、その希

少性からさらに高い上昇率を示している。 

 

 
17 International Institute for Sustainable Development (IISD)による調査結果 
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図 6：ジャカルタ特別州における最低賃金の推移 

 

出所： 中央統計局 

 

6. 新規開店と閉店に関する傾向 

パンデミックによって、主にモールや観光地に位置する多くの独立系事業者は閉店を強いられた。

2020 年から 2021 年だけで、中小規模のレストランの 20～30%が廃業したとの推計もある。しかし、

2022 年以降は、チェーン展開を行う事業者やファストフード、デリバリーとの親和性が高いカフェ

業態を中心に、新規開店数が回復し始めている。ただし、依然として市場の入れ替わりは激しく、

体力の乏しい個人店が淘汰され、新たな参入者が現れる流れが続いている。 

2023年の統計によると、業界の約7割が創業10年未満であり、なかでも創業 5年以内の初期段階に

ある事業者が 52.1%と過半数を占めている。 
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図 7：飲食業の業態別・営業年数の割合 

 

出所：中央統計局 

 

7. クラウドキッチン 

パンデミックは、ジャカルタ、スラバヤ、バンドンといった都市を中心に、クラウドキッチン（ゴ

ーストキッチン）と呼ばれる実店舗を持たないデリバリー専門キッチンの普及を加速させた（。

GrabKitchen や GoFood Kitchen といったプラットフォームの登場により、小規模ブランドでも多額

の賃料負担なしにモバイルアプリ上で事業を拡大することが可能となった。パンデミック後もこの

モデルは成長を続けているが、競争は激化している。現、、多くの事業者が旗艦店として実店舗を

維持しつつ、デリバリー専用ブランドをクラウドキッチンで運営するハイブリッドモデルを採用し

ている。 

 

レストラン・

飲食店
ケータリング

移動販売・

仮設店舗
その他 インドネシア平均

1年未満 11.75% 5.35% 6.67% 15.73% 13.06%

1-5 年 35.97% 41.85% 30.86% 42.44% 39.14%

6-10 年 17.99% 25.24% 19.64% 16.25% 17.49%

11-20 年 20.59% 18.21% 25.03% 16.20% 18.64%

20年以上 13.70% 9.35% 17.80% 9.38% 11.67%

13.70% 9.35%
17.80%

9.38% 11.67%

20.59%
18.21%

25.03%

16.20%
18.64%

17.99%
25.24%
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8. 熟練人材の不足 

飲食業界では、料理人やバリスタといった熟練労働者の不足が深刻化している18 。パンデミック中

に業界を離れた労働者の多くが、物流や小売、デジタルセクターといった他業種へ流出し、戻って

いないためである。この人材不足は賃金の上昇圧力を生むだけでなく、品質の維持が不可欠な中価

格帯以上のレストランにとって運営上の大きな課題となっている。 

 

パンデミックとインフレの影響に関する小括 

2020年からのパンデミックと、それに続く2021年以降のインフレは、インドネシアの外食産業に多

大な変容を強いることとなった。この期間、業界内ではデジタル技術の導入が急速に進み、オンラ

インデリバリーやクラウドキッチン、モバイルアプリを通じた注文スタイルが一般的なものとして

定着した。また、市場競争の激化に伴い、革新的なビジネスモデルを持つ強力なブランドがシェア

を拡大する一方で、経営体力の乏しい独立系事業者が淘汰されるといった業界再編も加速している。 

また、現、まで続く原材料費や光熱費、さらに人件費の高騰は、各社の利益率を継続的に圧迫する

深刻な要因となっている。特に、価格感応度の高いインドネシアの大衆層をターゲットとする場合、

コスト増を安易にメニュー価格へ転嫁することは顧客離れを招く恐れがあり慎重な対応が求められ

る。加えて、パンデミック時に他業種へ流出した熟練労働者の不足も顕著であり、これが賃金上昇

を招くだけでなく、サービス品質の維持や教育コストの増大という新たな運営課題を突きつけてい

る。 

統計によればインドネシアの飲食業界では、現、の事業者の半数以上が創業 5 年以内で、また約 7

割が創業 10 年未満であるという、極めて入れ替わりの激しい市場構造が見られる。このような変化

の激しい環境下で長期的に事業を続けるためには、デジタル活用やメニュー戦略の頻繁な見直しな

どによって、変化する状況への柔軟性を高めることが重要になると考えられる。また、最終的には、

手頃な価格設定と品質の維持という二律背反の課題をいかに克服し、持続するインフレ下でも安定

した収益構造を確立できるかどうかが、各事業者の将来を左右することになるだろう。 

1.4 中小零細業者の構造的重要性 

中小零細企業はインドネシア経済の根幹を成している。特に、飲食セクターはそのうち最大の割合

を占めており、伝統的な屋台から家庭内キッチン、小規模レストラン、ケータリング、飲料スタン

ドまでその形態は多岐にわたる。パンデミックの最中およびその後において、これらの事業者の役

割はますます重要となっており、安価な食事へのアクセスを支えるだけでなく、業界のサプライチ

ェーンやイノベーションの動向にも大きな影響を及ぼしている。 

 

 

 
18 Makalah Kebijakan No. 55 Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F&B Indonesia 
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図 8：飲食業の業態別・年間売上規模別の構成比（2023 年） 

出所：中央統計局 

 

インドネシアの飲食業 の中小零細企業 の特徴 

1. 規模と非正規性：大多数が零細あるいは小規模な形態で運営されており、その多くは家族経

営である。資本調達手段や正式な事業登記が限られているのが実情である。非公式なワルン

やカキリマと呼ばれる移動式屋台が、都市部および農村部における食事アクセスの中心を担

っている。 

2. 地域に根ざした多様性： パダン、ジャワ、スンダ、バリといった各地の伝統的な郷土料理

が、それぞれの事業者の強みとなっている。各地の地元の味は、根強い固定客を獲得してお

り、景気変動や一時的なトレンドに左右されにくい。 

3. 参入障壁の低さ：初期投資が比較的少額で済むため、飲食業への参入が容易である。これは

激しい競争や高い廃業率を招く一因となっているが、同時に食のコンセプトにおける絶え間

ない革新を促す側面も持っていると言えるだろう。 

 

インドネシア飲食業の中小零細企業が直面する課題 

レストラン・

飲食店
ケータリング

移動販売・

仮設店舗
その他 インドネシア平均

>500億 0.01% 0% 0% 0% 0%

150億～500億 0.05% 0.01% 0% 0.01% 0.02%

20億～150億 1.37% 0.45% 0.04% 0.23% 0.49%

≤ 20億ルピア 98.57% 99.54% 99.96% 99.76% 99.49%

98.57%

99.54%
99.96%

99.76%
99.49%

1.37%

0.45%

0.04%
0.23%

0.49%

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

100.50%

KBLI分類および所得区分別の飲食サービス業の分布（2023年）

≤ 20億ルピア 20億～150億 150億～500億 >500億
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中小零細企業にとって最大の課題の一つは資金不足である。多くの事業者が個人の貯蓄や非公式な

借り入れに依存している。正式な融資へのアクセスが限られていることが、事業拡大や近代的な設

備の導入、品質改善の妨げとなっている。統計データによれば、飲食事業の 97.1%が個人資金で運

営されており、外資の割合はわずか 0.02%に留まっている。 

 

図 9：飲食業における業態別・資金調達源の構成比 

 

出所：中央統計局 

 

また、2021 年以降の原材料費、水道光熱費、人件費の高騰は、大手チェーンに比べて利益率の低い

中小零細企業に深刻な影響を及ぼしている。多くの事業者は、顧客の離反を防ぐために価格を引き

上げるのではなく、分量の調整などで対応せざるを得ない状況にある。 

人材面に関しては、多くの中小零細企業は家族や未熟練労働者に依存しており、これが品質の安定

や効率性の向上を難しくしている。熟練した料理人の不足や人の経験やスキルに頼る運営は、大手

チェーンとの競争においてサービス品質の維持という面で大きな課題となっている。 

また、デリバリーアプリ上では小規模店舗は不利な競争を強いられる傾向にある。モバイルアプリ

内での店舗表示の優先順位は広告費に大きく影響を受けており、予算の限られる小規模店舗は検 

結果に埋もれやすく、集客面で苦戦を強いられる。 

レストラン・

飲食店
ケータリング

移動販売・

仮設店舗
その他 インドネシア

外資 0.05% 0% 0% 0.01% 0.02%

個人 96.99% 97.76% 96.83% 97.18% 97.10%

民間 1.75% 1.32% 2.11% 1.73% 1.78%

政府 1.21% 0.92% 1.06% 1.08% 1.10%
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最後に、中小零細企業には法律や規制に関する知識が不足している場合が多い。統計によれば、業

界事業者の 97.23%が法的実体あるいは法的地位を持たず、90%が正式な営業許可を取得していない。 

 

図 10：飲食業の業態別・法人格の構成比 

 

出所： 中央統計局 
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ケータリング
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仮設店舗
その他 インドネシア

法人格なし 95.25% 94.49% 99.02% 97.72% 97.23%

一人会社 2.74% 3.75% 0.98% 1.60% 1.87%

協同組合 0.08% 0% 0% 0.04% 0.04%

財団法人 0.04% 0.06% 0% 0.01% 0.02%

合資会社（CV） 0.54% 1.54% 0% 0.15% 0.23%

有限責任会社 1.35% 0.16% 0% 0.48% 0.61%

95.25% 94.49% 99.02% 97.72% 97.23%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

KBLI番号分類・法人格に見た飲食業の分布（2023年）



15 
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載  

 

図 11：飲食業の業態別・営業許可の取得状況 

 

出所： 中央統計局 

 

こうした数々の課題を抱えつつも、飲食関連の中小零細企業は依然としてインドネシアの飲食サー

ビス産業の原動力であり、消費者の利便性、文化的アイデンティティ、そして雇用を支える存、で

ある。こうした機動力と価格の安さが、パンデミックやその後のインフレという難局において、業

界を支えていると言えよう。 

 

 

 

1.5 インドネシアにおける食習慣 
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図 12：飲食業における業態別・料理ジャンルの構成比 

 
出所：: 中央統計局 

 

インドネシアの飲食セクターは、人口動態の変化、デジタル化、および消費者嗜好の変容を背景に、

ダイナミックな進化の局面を迎えている。最も顕著な変化の一つは、食事や料理のスタイルの多様

化に見られる。消費者は、より幅広い選択肢、健康的な選択、およびより体験的な食事を求めるよ

うになっている。 

 

1. インドネシア料理 

インドネシアの郷土料理は、依然としてインドネシアの飲食セクターの根幹を担っている。ナシゴ

レン、ソト、サテ、バクソ、レンダンといった料理は、ワルン、屋台、およびカジュアルな飲食店

を通じて、日常的な消費の大部分を占め続けている。パダン料理、スンダ料理、バリ料理、マナド

料理といった地域の料理も、馴染みのある味に対する消費者の強い愛着を反映して、高い人気を維

持している。今後の展望として、これらの伝統料理は組織化された小売チャネル向けに近代化が進

んでおり、パダン料理チェーン、スンダ料理のファミリーレストラン、および現代的なワルンのコ

ンセプトが、ショッピングモールやデリバリープラットフォームへと拡大している。ジャカルタで

見られるブランドの例としては、RM Padang Sederhana、RM Padang Pagi Sore、Dapur Solo、Tekko、

Lekko、Remboelan、Seribu Rasa などが挙げられる。 

 

2. 外資のファストフード 

都市化、利便性、および手頃な価格設定を背景として、ファストフードの消費は増加し続けている。

マクドナルド、KFC、バーガーキング、A&W、ピザハットといった欧米スタイルの料理を提供する世
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界的プレーヤーが依然として支配的であるが、現、は国内ブランドとの競争も激化している。ファ

ストフードは今後さらに地方都市へ浸透すると予想されており、スパイシーな味付け、米をベース

にしたメニュー、および現地に合わせたサイドメニューといった製品革新が、消費者を引きつける

中心的な役割を担い続けるだろう。国際的ブランド以外でジャカルタに見られるブランドの例には、

Richeese Factory、California Fried Chicken、Hokben、Kebab Baba Rafi、およびその他の小規模

な現地のフライドチキンブランドが含まれる。 

 

3. アジア料理（日本料理、韓国料理、中華料理、タイ料理） 

過去 10 年間で、日本料理と韓国料理、特に寿司、ラーメン、焼肉の店舗が急増した。これらはジャ

カルタ、スラバヤ、メダン、バンドンに集中しており、若い都市部の中所得層の間で最も人気があ

る。また、韓流ブームの影響により、韓国焼肉、フライドチキン、およびデザートカフェへの需要

も高まり続けている。一方、中華料理は、伝統的な居住区と近代的なモール内の飲食店の双方で強

い存、感を維持している。タイ料理の成長は緩やかであるが、都市部のモールでの利用可能性は高

まっている。今後の展望として、アジア料理は、ライフスタイルへの憧れや SNS の影響を背景に、

特にモールやデリバリーアプリにおいて拡大し続けるだろう。ジャカルタで見られる中華料理ブラ

ンドには、Din Tai Fung、Crystal Jade、Haidilao などが含まれる。日本料理では、店舗数が多い

例として、HokBen、吉野家（Yoshinoya）、丸亀製麺（Marugame Udon）、Sushi Tei、ペッパーランチ

（Pepper Lunch）などが挙げられる。韓国料理では、Chung Gi Wa、Mapo Galmaegi、Bornga、

Kyochon、Bonchon などがあり、タイ料理では Thai Street や Greyhound Café、ベトナム料理では Do 

An、Pho 24、MonViet、Saigon Delight などが見られる。 

 

4. 西洋、その他の料理 

ハンバーガー、ステーキ、イタリアンのパスタやピザ、およびカジュアルなアメリカ料理といった

欧米の料理スタイルは、中上級層の間で非常に高い人気を維持している。バリのスミニャックやチ

ャングーといった観光客や外国人の多い地域では欧米料理が主流であり、主要都市ではモールやカ

フェ街で繁栄している。国際的なチェーン店は選択的に拡大すると予想されるが、より大きな成長

は、欧米の料理とインドネシアの風味を組み合わせたフュージョンメニューを提供する現地の起業

家からもたらされるだろう。ジャカルタで見られるブランドには、Outback Steakhouse、Tony 

Roma's、TGI Fridays、Chili's、PAUL、Eric Kayser、Pizza Marzano、Osteria Gia などがある。 

 

5. 健康志向、菜食 

新たなトレンドとして、ヴィーガン、ベジタリアン、グルテンフリー、およびオーガニックの選択

肢を提供するカフェやレストランなどの健康的な食事コンセプトが台頭している。この傾向はバリ

（ウブド、チャングー）やジャカルタの富裕層エリア（セノパティ、クマン）で最も顕著であるが、

スラバヤ、メダン、バンドンにも徐々に浸透しつつある。スムージーボウル、コールドプレスジュ

ース、および植物由来のメニューは、ミレニアル世代や Z 世代の間で支持を広げている。展望は明

るいが、成長は富裕層や健康志向の高い層に限られたニッチな分野に留まるだろう。ジャカルタで

見られる代表的なブランドには、Burgreens、SaladStop!、Madre Natura、Green Rebel Foods、

Rejuve juice bar などが含まれる。 
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6. カフェ文化、コーヒー専門店 

インドネシアのカフェ文化は爆発的に普及しており、Kopi Kenangan、Janji Jiwa、Fore Coffee、

Point Coffee といったチェーン店が、独立系の専門カフェと競合している。コーヒーメニューは、

マス市場の消費者を獲得するために現地化が進む一方で、プレミアムなシングルオリジンのカフェ

はコーヒー愛好家のニーズに応えている。カフェが若年層の交流やライフスタイルの拠点として機

能し、またコワーキングスペースやデリバリーと統合されるにつれ、このセクターは成長し続ける

だろう。ジャカルタで見られるブランドには、Ombe Coffee、% Arabica、Coffee Bean and Tea Leaf、

Fore Coffee、Tuku、Anomali Coffee、Maxx Coffee、Tanamera、Common Grounds などがある。 

 

7. フュージョン料理 

インドネシアの料理を日本、欧米、あるいは韓国の要素と融合させたフュージョン料理の分野にも

著しい成長が見られる。具体例としては、サンバル・パスタ、レンダン・ピザ、あるいはインドネ

シアのスパイスを使用した寿司などが挙げられる。こうした試みは、西洋料理をはじめとする海外

文化の受容がインドネシア国内で進んだことを背景としていると考えられ、SNS を通じて好奇心旺

盛なミレニアル世代を特に惹きつけている。こうしたフュージョン料理は、多様化するメニューの

一例というよりはむしろ、飲食業界において新たな付加価値や差別化要因を創出する上での重要な

鍵となるとも考えられる。ジャカルタで見られるブランドには、The People's Café、Kilo、Seven 

Society などがある。 

 

8. シンプルな調理済み食品の小売店 

小売店舗では、売場において温かい惣菜から電子レンジ対応食品まで、幅広い調理済み食品が提供

され始めている。その多くは、フライドチキン、おにぎり、パスタ、チャーハン、焼きそば、中華

点心、フィッシュボール、ミートボール、オムク、トッポギ、おでん、ドーナツ、パン、肉まん、

および現地のスナックといった、多様な料理スタイルの揚げ物や軽食である。AEONや Papayaといっ

た日本食に特化した小売店では、寿司、弁当、焼き鳥、丼物、さらには刺身まで提供される場合も

ある。ジャカルタで調理済み食品を提供する店舗で、店舗数が多い例として、コンビニエンススト

アブランドは、Indomaret、Alfamart・Alfamini、Circle K、Lawson、Family Mart、Grand、大型の

スーパーマーケットは Grand Lucky Supermarket、日系のスーパーマーケットは Aeon、Papaya など

がある。 

 

9. 小括 

総じて、インドネシアの飲食業界は、さらなる多様化、現地化、およびセグメント化に向かってい

ると考えられる。伝統的なインドネシア料理は販売量の面で依然として中心的であり続けるだろう

が、ファストフード、アジア料理、およびカフェ文化もまた若い層や都市部の市場を獲得していく

だろう。一方で、健康志向やフュージョンのコンセプトは、特に観光地や富裕層の多い都市部にお

いて、プレミアムなニッチ分野として成長するだろう。これらの変化は総じて、伝統に根ざしなが
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らも、グローバルな影響と現代的なライフスタイルを通じて多様化した、ハイブリッドな外食業界

の未来を示唆している。 

 

2. 多層化する日本食市場とそのセグメント別の動向 

2.1. 日本食市場の多層化の変遷 

インドネシアにおける日本食レストランの存、感は、過去 30 年間で大きな変貌を遂げた。かつては

日本人を中心とする一部の層に向けた限定的な選択肢に過ぎなかったが、今や飲食市場において最

も注目され、かつ活力あるセグメントの一つへと進化している。2000 年代までは、日本食は主に高

級店に限られていた。その多くはジャカルタやスラバヤ、バリといった主要都市の 5 つ星ホテル内

に位置していた。これらのレストランは、主に日本人駐、員や出張者、そして日本食に独占性や高

級感を求める一部の富裕層をターゲットとしていた。当時のメニューは寿司、鉄板焼き、天ぷらな

どが中心で、供給網の課題や料理自体の希少性が反映された、限定的な内容に留まっていた。 

この傾向が大きく変化し始めたのは 2010 年以降である。これはインドネシアの都市部における近代

的なショッピングモールの急速な発展と時期に一致している。中間層の拡大と外食支出の増加に伴

い、日本食はより幅広い層にとって格段に身近なものとなった。この時期には、回転寿司、ラーメ

ン店、カレー専門店、牛丼チェーン、しゃぶしゃぶのビュッフェといったカジュアルな日本食の業

態が次々と上陸し、普及した。これらのコンセプトは、家族やグループでの食事が中心となるモー

ルの環境で成功を収め、日本食のイメージを「高級な贅沢」から「都市部の日常的な選択肢」へと

徐々に塗り替えていった。 

一方、2020年から2021年にかけてのパンデミックは、この成長軌道に深刻な混乱をもたらした。特

に高級料理やビュッフェ形式など、店内飲食を主体とする業態は長期にわたる制限下で苦境に立た

され、廃業を余儀なくされた店舗も少なくなかった。しかし、デリバリーに適したコンセプトへの

転換を図ったブランドは、底堅い回復力を示した。クラウドキッチンやメニューを限定したデリバ

リー専門拠点の導入と弁当、丼物、カレー、カツ、ラーメンといった持ち運びが容易なメニューは、

オンラインのデリバリープラットフォームを通じて需要を伸ばした。 

2022 年以降は、移動制限の緩和と消費者心理の回復に伴い、日本食レストラン市場は回復、さらな

る成長を見せている。ジャカルタ首都圏やスラバヤ、バンドン、メダンの新しいモールは、再びチ

ェーン展開の拠点となり、バリでは国際観光の復活により高級日本食ダイニングが再興している。

この回復期においては、多くの事業者が「店内飲食」と「デリバリー」の双方を最適化するデュア

ルチャネル・アプローチを採用しているようである。 

現、、インドネシアにおける日本食レストランの数は着実に増加し続けている。これは、日本文化

に対する消費者の関心の高さ、アニメやJ-POP、さらにはK-POPとのクロスオーバーが若年層の食の

選択に与える影響、そしてイスラム教徒の消費者に安心感を与えるハラール認証の普及に支えられ

ていると言えるだろう。日本食は、最高級のおまかせカウンターから小さなたこ焼きスタンドに至

るまで、多様化するインドネシアの食シーンにおいて最もレジリエンス（回復力）と適応力のある

セグメントの一つとなっている。 
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2.2. 価格帯、業態別の動向 

今日のインドネシアにおける日本食レストランは、いくつかのカテゴリーに分類できる。それぞれ

のカテゴリーは、独自の成長軌道、顧客層、および運営上の特性を有しており、こうした分類によ

って、市場の多様性を把握するとともに、それぞれがいかに現地の嗜好や文化的期待に適応してき

たかを考察する。  

 

高級レストランと「おまかせ」サービスの日本食レストラン 

市場の中で最高価格帯に位置するのは、「おまかせ」のカウンタースタイルや懐石料理、割烹スタイ

ルの高級店である。これらは通常、日本人料理人、あるいは日本で技術を学んだインドネシア人料

理人によって運営されている。こうした店舗は、旬の食材や輸入食材の使用、そして少人数での親

密な食事体験を重視しており、座席数が 20 席未満となることも珍しくない。主なターゲットは、ジ

ャカルタのビジネス街やバリの観光拠点に集まる富裕層、外国人駐、員、および国際的な観光客で

ある。 

さらに、一部の高級店ではカクテルや日本酒のバーを併設しており、その運営には通常の事業許認

可に加え、アルコール度数（5％・20％・55％）に応じて区分されるグループ A、B、C の酒類販売ラ

イセンスが別途必要となる。これらの事業許可および個別ライセンスの細部については、規制編の

ライセンスのセクションを参照されたい。 

 

カジュアルな総合日本食レストラン 

現地でよく目にするのがカジュアルな総合レストランである。これらは、特定の料理に絞らず、寿

司、ラーメン、丼物などを一堂に提供する日本のファミリーレストランのような店舗である。多様

性を求める家族連れ、若手オフィスワーカー、およびグループ客に支持されている。特にモール内

での存、感が強く、週末や社交の場における定番の選択肢となっている。このカテゴリーは、イン

ドネシア人がより専門的な食事体験へと進む前のフードスタンドから一歩踏み込んだ日本食レスト

ラン体験としての役割を果たしていることが多い。 

 

日本料理専門店 

また、こうした総合店と並んで、特定の料理に特化したチェーンもトレンド形成の主要な勢力とな

っている。ラーメン、うどん、カレー、牛丼、カツ、しゃぶしゃぶの各専門店が都市部で増加して

おり、それぞれが運営の効率性、味の安定、および手頃な価格を追求している。例えば、ラーメン

の人気は、その安心感のある味わいだけでなく、スープのレシピを現地の嗜好に合わせて調整した

チェーンの適応力もその背景にあるだろう。また、カレーや牛丼のチェーンは、インドネシアの米

食文化と親和性の高い、手早く満足感のある食事を提供することで成功している。これらのチェー

ン店は、高級店や総合店に比べて高度な調理技術を必要とせず、地方都市への展開も最も迅速であ

る。 

 

日本食フードスタンドや軽食店 
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より手軽なものとして、ファストフードの店舗や日本風のフードスタンドがある。これらは、たこ

焼き、お好み焼き、唐揚げ、照り焼き丼、日本風のデザートといった持ち運びが容易な軽食に特化

している。設備投資が比較的低く抑えられる一方で、モールや映画館、交通の要所といった人流の

多い環境に依存するため、人出の変動に敏感である。またその機動力を活かして新商品を迅速に投

入できる点や、手頃な価格設定により、日本食の味わいをマス市場へ広める役割を担っている。近

年、これらの店舗はクラウドキッチンへも進出しデリバリー需要を取り込むことで存、感を維持し

ている。 

 

日本のカフェ・喫茶店ブランド 

インドネシアにおけるカフェ文化の隆盛に伴い、日本系のカフェブランドも台頭し始めている。独

自の日本式コーヒーメニューに加え、甘いものを好む消費者に合わせた現地向けのメニューも導入

されている。これらの店舗は、若い消費者の社交場やライフスタイルの拠点として機能しており、

今後のさらなる成長が期待される。 

 

2.2.1. 老舗日本食レストラン 

インドネシアにおける日本食文化の受容を語る上で、その礎を築いた老舗レストランの功績を抜き

にすることはできない。1980年代から1990年代にかけて設立されたこれらの店舗は、日本食がまだ

異国情緒あふれる高級なものとされていた時代に、寿司や鉄板焼きなどの定番料理をインドネシア

の消費者に紹介する先駆的な役割を果たした。例えばジャカルタでは、5 つ星ホテル内に伝統的な

寿司店や鉄板焼き店が複数入居し、その役割として料理だけでなく、日本人料理人による精緻な職

人技という文化体験も提供していた。長年、これらのレストランは日本人駐、員、出張者そして日

本食に威信と国際的な洗練を見出す一部の裕福なインドネシア人層に利用されてきた。 

こうした伝統的な店舗が存続している理由は、本物の味を守りつつ、インドネシアの顧客の変化す

る嗜好や期待に緩やかに適応してきた点にも見出されるだろう。また、現、もその多くが、日本か

らの新鮮なマグロや旬の食材を安定して確保するために、長年培ってきた魚介類サプライヤーとの

関係を維持しており、魅力の根幹となっている。同時に、内装を現代的に改装し、ビジネス用の個

室や日本酒、茶のペアリングを導入するなど、若い層の集客にも工夫を凝らしているケースも見ら

れる。つまり、これらの店舗が支持され続けているのは、単に料理が優れているだけでなく、数十

年にわたり築き上げてきた信頼と親しみやすさがあるからであると言える。レストランの流行が激

しく入れ替わる時代において、彼らの永続性はブランド力と深く根ざした文化的価値の証とも言え

よう。 

また、初期に設立されたこれらの日本食レストランは、インドネシアの飲食業界における人材育成

の場としての役割も担ってきた。日本人総料理長のもとで修行を積んだ若いインドネシア人料理人

やスタッフたちは、後に独立して自身のレストランや屋台、あるいはフランチャイズチェーンを立

ち上げていったと言われている。このように、老舗レストランは調理技術やプロとしての規律を次

世代に継承し、インドネシアの食文化の中に日本式の調理法を定着させる上で世代を超えた役割を

果たした。彼らの厨房は、包丁捌きや酢飯の準備、出汁の取り方を伝授する訓練の場となり、結果

として日本食の裾野を広げることに貢献した。 
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こうした老舗店舗の影響力は、スラバヤやバリといった都市でも顕著である。スラバヤでは、数十

年続く少数の日本食レストランが、現、もビジネス接待や会議、記念日イベントの場として選ばれ

続けている。バリでは、1990 年代に参入した初期の店舗が当初は日本人観光客をターゲットにして

いたが、観光客の層が多様化するにつれ、リゾート地で高品質な日本食を求める世界中の旅行客を

ターゲットにするよう舵を切り、成功を収めている。カジュアルなチェーン店が規模の面で市場を

支配する一方で、先駆的な高級店は威信、文化的アイデンティティ、そして料理の革新という側面

で重要な地位を占め続けていることを示している。 

ジャカルタで見られる有名な老舗日本食レストランの例としては以下が挙げられる。 

1. 菊川 - ジャカルタで最も古い日本食レストラン - 創業 1969 年 

1969年4月21日、元日本兵の菊池照武氏とその妻によって設立された。ジャカルタ進出前、

夫妻は東京でインドネシア料理店「ベンガワン・ソロ」を営んでいた。店名はソロ川の流れ

のような不変の繁栄を願って命名された。メンテン地区の創業地に現、も佇む店舗は、木や

竹を用いた当時の調度品や古典的な装飾、入り口の小さな橋などを残しており、郷愁を誘う

雰囲気を醸し出している。 

看板メニューには、サーモンの刺身、天ぷら、焼き鳥、すき焼き、味噌汁の「梅セット」や、

ユニークなサーモン餃子などがある。他にも、カレーライス、天ぷらそば、チキンカツカレ

ーライスなどがある。 

2. ザ・ジャパニーズ・レストラン（別名 Keyaki／旧 Furusato）-創業 1976 年 

サリ・パシフィック・ジャカルタ内に位置し、当初は「Furusato」という名称であったが、

1987年に現、の名称に変更された。炉端焼き、鉄板焼き、すき焼き、寿司、刺身、そして特

に銀だらの西京焼きなどの繊細な日本料理を提供することで知られている。 

3. キラキラ銀座 - リトル東京、ブロック Mスクエア - 創業 1985 年 

ブロック M エリアにおける最も古い居酒屋スタイルの一軒である。店内には畳の部屋、寿司

バー、並べられた酒瓶、さらには日本の漫画が置かれた棚があり、日本の居酒屋らしいアッ

トホームな雰囲気を再現している。「じゃが明太チーズ」や「ニンニク丸揚げ」といった、

地元住民や駐、員に愛される創作居酒屋料理が特徴である。 

 

2.2.2. 高級日本食レストラン 

近年、インドネシアにおける日本食の高級ダイニングは、プレミアムな食事体験を求める富裕層の

旺盛な需要や世界的な食のトレンドの影響を受けある種のブームになっているといっても差し支え

ないだろう。かつての高級日本食といえば、ホテルの鉄板焼きや寿司店というイメージが強かった

が、今日の高級店は、より料理人の個性が際立ち、小規模で体験を重視する形態へと移行している。

なかでも「おまかせ」形式が台頭しており、料理人の技量や日本から直送された旬の食材の質を最

大限に引き出した、厳選されたコース料理が提供されている。これらの店舗は通常、一回のサービ

スで 20 席未満などという限られた座席数で運営されており、カウンター越しに料理人と客が直接対

話できる形式が、食通や SNS で情報収集する富裕層を惹きつけている。 

本物志向と食材の質へのこだわりは、高級日本食の魅力の核となっている。料理人は北海道産のウ

ニ、マグロのトロ、A5 ランクの和牛といった特産品を輸入し、素材本来の風味を損なわないよう最
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小限の調理で提供する。こうした輸入食材への依存は、為替変動やサプライチェーンの混乱といっ

たリスクを伴うものの、多くの店舗では輸入された珍味と、インドネシア産の高品質な地場産品を

バランスよく組み合わせることで適応している。日本の技術を用いて地域の食材の魅力を引き出す

手法は、日本の伝統料理とインドネシアの豊かな生物多様性を結びつけ、「本物」の要素を保ちなが

ら現地との関連性も持たせた独自のフュージョンを生み出している。 

料理以外では、食事体験全体の演出によって差別化が図られている。内装は細部に至るまで細心の

注意が払われ、ミニマリズム的な日本の美学に現代的な要素を融合させることで、排他性と静寂を

演出している。接客は控えめながらも細やかであり、スタッフは食品の取り扱いだけでなく、日本

のおもてなしの所作についても訓練を受けている。飲料構成も同様に厳選されており、利き酒セッ

トや職人仕立ての茶、さらにはハラールに配慮した顧客向けのノンアルコールペアリングなども提

供されている場合もある。多くの店舗では、接待などのビジネスシーンでの利用を反映し、個室も

完備されている。 

インドネシアにおける高級日本食人気には顧客層の拡大が影響を与えている。かつては外国人駐、

員や出張者が中心であったが、現、はジャカルタやバリの富裕な地元消費者が需要を牽引している。

「おまかせ」のカウンターで食事をすることは、洗練された趣味や文化的な意識の高さを示す一種

のステータスとなっている。インスタグラムやTik TokといったSNSもこの魅力を増幅させており、

美しく盛り付けられた料理や料理人との交流が盛んに共有されている。 

これらのレストランは、カジュアル店やチェーン店に比べれば規模こそ小さいが、市場に与える影

響は大きい。高級日本食レストランは品質、本物志向、そして創造性のベンチマーク（基準）を提

示し、消費者全体の期待値を高めることで業界全体の底上げに寄与しているように思われる。また、

地元の料理人にとっての憧れのモデルでもあり、ここで修行を積んだ者が後に自らより身近な形式

の店舗を展開することもある。今後、インドネシアの高級日本食ダイニングは、排他性と革新性、

そして本物志向と現地への適応を両立させながら、ニッチながらも影響力のあるセクターとして存

続し続けるだろう。 

ジャカルタで見られる高級日本食レストランの例は以下の通りである。 

⚫ 高級ホテル内店舗: Hotel Indonesia Kempinski 内の「OKU」、JW Marriott 内の「Asuka 

Japanese Dining」、The Ritz-Carton 内の「Ebeya」、Sari Pacific 内の「Keyaki」など。 

⚫ 独立系レストラン: Muara Karang の「Sushi Masa」、Grand Indonesia の「Tatemukai」、

Dharmawangsa の「Asuka Sushi Bar」、The Plaza Tower の「Enmaru」、Plaza Indonesia の

「Senju Omakase」、Palaza Senayan の「Sushi Sei」、Senayan の「Takumi Robata and Sushi」、

Kebayoran Baru の「Yawara Private Dining」など。 

 

2.2.3. 日本食のレストランチェーン 

高級店が注目を集める一方で、インドネシアにおける日本食セクターの商業的な実態を大きく形成

しているのは、チェーン展開を行うレストランである。提供食品としては、ラーメン、回転寿司、

焼肉ビュッフェに至るまで多岐にわたり、手頃な価格、品質の安定性、そしてアクセスの良さを提

供することで、幅広い消費者層にとっての日本食の基盤となっている。チェーン店の拡大は、近年

の近代的な小売インフラ、特にショッピングモールの急速な発展と密接に結びついている。モール
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がレジャーや娯楽、社交の場として中心的な役割を果たすようになるにつれ、モール内でも人流の

多い場所に積極的に出店し、家族連れや若手オフィスワーカーへの露出が増えてきた。 

こうしたチェーン店の運営上の強みは、そのスケールメリットにある。メニュー構成は厳格に管理

されており、定番メニューを中心に、季節限定メニューや期間限定商品を投入することで顧客の関

心を維持している。例えば、ラーメンやうどんのチェーン店は、スープの味をインドネシア人の嗜

好に合わせて調整している。具体的には、味を濃くしたり、唐辛子ベースの調味料を加えたりとい

った工夫が見られる。また、回転寿司店は、伝統的な握りや巻き寿司に加え、マヨネーズやサンバ

ル（辛味調味料）、天かすなどを用いたフュージョンロールを導入し、現地の味覚との調和を図って

いる。こうした専門特化型の形式は、ブランドが特定の料理と結びつきやすいため、消費者の信頼

を得やすいという特徴もある。 

また、チェーン店はインドネシアの消費者行動への適応能力にも優れている。価格に敏感な層に向

けて、コンボメニューや少量サイズのセット、家族向けのバリューセットなどを導入し、多様な所

得層が利用しやすい環境を整えている。デリバリーも重要なチャネルとなっており、特にパンデミ

ック以降はその傾向が顕著である。各社はオンライン需要に対応するため、クラウドキッチンやデ

リバリーに特化した小規模な拠点を展開し、持ち運びに適した丼物、ラーメンキット、弁当などの

開発に注力している。この「実店舗」と「オンライン」を組み合わせたデュアルチャネル戦略によ

り、コロナ禍からの回復を果たすだけでなく、バンドン、メダン、マカッサルといった地方都市へ

の進出も加速させている。 

ブランディング戦略においても、文化的背景を巧みに利用している。日本をテーマにした内装、マ

スコットキャラクター、そして「楽しさ」と「本物感」を強調したマーケティング活動は、若い層

や家族連れの支持を集めることに重要な役割を果たしていると考えられる。多くのブランドが、SNS

でのプロモーションやインフルエンサーとの連携、期間限定メニューの投入によって競争の激しい

市場での存、感を維持している。さらに、ロイヤリティプログラムやモバイルアプリによる注文シ

ステムを早期に導入し、割引や特典を提供することでリピーターの確保に努めている。 

その裏側を支えるサプライチェーンの高度化も、成功の重要な要因である。ラーメン店では、セン

トラルキッチンで麺の製造、ソースの調合、食材の下処理を一括して行うことで、多数の店舗にわ

たり品質を均一に保ち、コストを抑制している。こうしたインフラは、ハラール要件への対応とい

う面でも有利に働いている。大規模な施設で生産プロセスを一元管理し、認証を取得することで、

効率的なコンプライアンス維持が可能となるからである。こうした標準化により、チェーン店は独

立系店舗では困難な規模の経済を実現し、モールのフードコートや飲食店街での優位性を確立して

いる。 

現、、日本食のチェーン店は市場で最も拡大していると言っても良いと考えられる。運営効率と文

化的親和性を融合させることで、インドネシアの食生活に広く浸透し、大衆が日本食に触れる入り

口としての役割を果たしている。今後は、都市化とモール開発が進む地方の都市へとさらに拡大し

ていくことが予想される。拡張性の高い運営モデル、効率的なサプライチェーン、そして現地のニ

ーズに適応したメニューを備えた日本食チェーンは、今後もインドネシアの飲食業界の最前線に立

ち続けるだろう。 

ジャカルタで見られる日本食チェーンの例は以下の通りである。日本発祥のブランドだけではな

く、インドネシアやその他のアジア発祥のブランドもある。 
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ブランド名 (イ

ンドネシア名) 

創業年/ 

ブランド発祥年 

ブランド発

祥国 

運営モデル（モ

デルの細細は

3.を参照された

い） 

主要メニュー 

インドネ

シアにお

ける店舗

数 （出

所） 

丸亀製麺 

(Marugame 

Udon) 

2000年 日本  モデルＤ 

（主に PT 

Sriboga 

Marugame 

Indonesiaが運

営 ） 

讃岐うどん 

＆ 天ぷら  

100店舗

以上 (企

業ホーム

ページ)  

Sushi Tei 1994年 シンガポー

ル  

モデルＣ 

（Sushi Tei 

Singapore 及び

Sushi Tei 

Group 

Indonesiaの直

接契約に基づく

フランチャイズ

展開）  

寿司、日本式

カジュアルダ

イニング  

100店舗

以上 (企

業

LinkedIn)  

元気寿司(Genki 

Sushi) 

1990年  日本 モデル D 

（PT MAP Boga 

Adiperkasa 

Tbk.が運営） 

回転寿司 / 

中価格帯の非

高級寿司  

28店舗 

(企業ホー

ムページ)  

吉野家 

(Yoshinoya) 

1899年 日本  不明  牛丼  200店舗

以上 

(2025年

12月時点

の最新リ

リース)  

ペッパーランチ 

(Pepper Lunch) 

1994年 日本  モデル D 

(PT Boga Inti 

Groupが運営 ) 

鉄板焼き / 

ホットプレー

ト・ペッパー

ライス ＆ ス

テーキ  

80店舗以

上 (2024

年 3月時

点の SNS)  

すき家 

(Sukiya) 

1982年  日本  モデル A 牛丼 / 丼物  11店舗 

（企業ホ
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（PT Zensho 

Indonesiaによ

る直営 ） 

ームペー

ジ） 

牛角 (Gyu-

Kaku) 

1996年 日本  モデル A 

（PT Reins 

Marindo 

Indonesiaのジ

ョイントベンチ

ャーを通じた直

営 ） 

焼肉  48店舗

（企業ホ

ームペー

ジ） 

一風堂 

(Ippudo) 

1985年  日本  モデル A 

（PT Ippudo 

Catering 

Indonesiaによ

る直営 ） 

豚骨ラーメン  8店舗

（企業ホ

ームペー

ジ） 

カレーハウス

CoCo壱番屋 

（CURRY HOUSE 

CoCo 

ICHIBANYA） 

1978年  日本  モデル C 

（Ichibanya 

Co. Ltd 及び

PT Abadi 

Tunggal 

Lestariの直接

契約に基づくフ

ランチャイズ展

開） 

日本式カレー

ライス  

12店舗 

(2025年

10月時点

の会見資

料)  

HokBen 1985年  インドネシ

ア  

- 日本式弁当 / 

ファスト・カ

ジュアル  

395店舗 

(2025年 4

月時点の

プレスリ

リース)  

Sushi Hiro & 

Sushi Go! 

2016年  インドネシ

ア  

- 寿司、ロー

ル、丼物  

Sushi 

Hiro: 50

店舗超 / 

Sushi 

Go!: 20

店舗超

（企業ソ

ーシャル
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メディ

ア）  

Ikkudo Ichi 2004年 インドネシ

ア  

- ラーメン  20店舗以

上 (2025

年 9月時

点のプレ

スリリー

ス)  

清六家 

(Seirock-ya) 

2009年  日本  不明 ハラールラー

メン  

20店舗以

上（企業

ホームペ

ージ）  

築地銀だこ 

(Gindaco) 

1993年  日本  モデル D 

(PT Foods 

Beverages 

Indonesiaが運

営 ) 

たこ焼き 19店舗 

(2025年 9

月時点の

プレスリ

リース)  

しゃぶ里 ＆ 

KINTANビュッ

フェ 

2013年  シンガポー

ル  

モデル B 

(PT Inovasi 

Kuliner 

Indonesiaによ

る直営、および

PT Boga Makmur 

Wijayaによる

フランチャイズ

運営 ) 

しゃぶしゃぶ 

/ 焼肉ビュッ

フェ  

25店舗以

上（企業

ホームペ

ージ）  

 

 

2.2.4. フードスタンド 

高級な「おまかせ」カウンターと対極に位置するのが、日本料理にインスパイアされたフードスタ

ンドである。こうした小規模な事業者は、ショッピングモール、駅、娯楽施設などの活気ある場所

で、手頃な価格で料理を提供することで、マス市場に日本食を浸透させている。フードスタンドの

魅力は、絞り込まれたメニュー、迅速な調理時間、そして学生や若い社会人、外出中の家族連れで

も気軽に利用できる価格設定というシンプルさにある。 

メニューは通常、持ち運びが容易で軽食にも適した、たこ焼き、お好み焼き、唐揚げ、餃子、照り

焼き丼といった人気商品を中心に、抹茶ラテやフルーツティーなどの日本風の飲料で構成されてい

る。多くの店舗では、インドネシア人の好みに合わせたフュージョン的なアレンジも加えられてお
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り、サンバルマヨネーズを添えたたこ焼き、甘口醤油をかけた唐揚げ丼、現地のチリソースをトッ

ピングしたお好み焼きなどが提供されている。一食分のサイズは意図的に小さく抑えられ、低価格

に設定されている。この柔軟性により、放課後に立ち寄る 10 代から、買い物の合間に手軽な食事を

求める客まで、幅広い層を惹きつけている。 

運営面では、効率性が追求されている。多くの場合、セントラルキッチンであらかじめ準備された

生地、ソース、調味料などを使用し、店舗では最終的な仕上げと調理のみを行う。スタッフは少数

で、一シフトあたり 3名から 6名程度で運営されており、設備面積も 15～30 ㎡程度の狭小なスペー

スでの営業が可能である。個々の商品の利益率は原材料コストが低いため高くなり得るが、フード

スタンドの運営にはモールなど家主側との収益分配契約が必要となることが多く、収益性は週末や

祝日の客足に大きく左右される。そのため、成功している店舗は、ピーク時の回転率を最大化する

ことで販売数量を稼ぐことに注力している。 

フードスタンドもパンデミックによる外出制限で客足が激減した際、多くの店舗が深刻な打撃を受

けたが、デリバリー需要を取り入れるモデルへの柔軟な転換を図った。たこ焼きや唐揚げ、丼物は

テイクアウトや配送に適した商品特性を持っており、クラウドキッチンを活用した効率化によって、

デリバリーアプリ上での販路を確保することに成功した。具体的には、人通りの多い場所で実店舗

を維持しつつ、デリバリー専用の拠点を併用するハイブリッドモデルを採用することが多いようで

ある。 

フードスタンドは日本食を幅広い層に届けるという点において重要な役割を担っている。高級な寿

司店や中価格帯のチェーン店に足を運ぶことのない消費者に対し、日本食の味を初めて提供する場

となっているからである。モールでのたこ焼き体験が日本食との最初の出会いとなり、そこから他

の日本料理への関心へとつながっていくインドネシア人は少なくないようである。このように、フ

ードスタンドは日本食全体への重要な入り口として機能している。 

今後もこの形態は、手頃で楽しい食事体験を求める消費者需要によって支えられるだろう。市場の

競争と飽和が進む中、味の現地化や創造的なブランディングにおける革新が、差別化のための重要

な要素となる。特に運営効率と顧客エンゲージメント（SNS マーケティング、季節商品の投入、ハ

ラール認証の取得など）を両立させるような店舗が成長を続けるのではないだろうか。 

以下はこの形態で、ジャカルタに見られる日本食フードスタンドの店舗の一例である。 

店舗ブランド名 発祥国 コンセプト 

Shigeru インドネシア 寿司 ＆ 弁当の単品販売 

吉野家（Yoshinoya） 日本 牛丼専門店 

Pepper Lunch Express 日本 ホットプレート料理 

Donburi Ichiya インドネシア 丼物専門店 

HokBen Express インドネシア ライスボックス、揚げ物メニュ

ー 

銀だこ（Gindaco） 日本 たこ焼き、お好み焼き 
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2.3. 小売やコンビニエンスストアを通じた日本食のさらなる日常化 

インドネシアにおける日本食文化の影響はレストランにとどまらず、日系ブランドが独自の存、感

を確立している小売およびコンビニエンスストア部門にも及んでいる。これらの店舗は、フォーマ

ルな外食と日常的な消費を結ぶ重要な架け橋となっており、輸入された日本製品や調理済み食品、

ライフスタイル商品へのアクセスを消費者に提供することで、日本の品質と現代性というイメージ

を強化している。日系小売店やコンビニエンスストアの成功は、プレミアムな国際ブランドを求め

るインドネシアの中間層の需要の高まりと、日々の生活における日本食製品の普及を反映している。 

この分野における先駆者の一つが、Papaya Fresh Gallery（Papaya）である。まずスラバヤで始ま

り、その後ジャカルタやその他の都市部へと進出した。同社は新鮮な農産物、輸入された日本製品、

そして寿司、弁当などを販売する日本スタイルのスーパーマーケットである。日本人駐、員と、本

物志向や目新しさを求めるインドネシア人消費者の双方をターゲットとするニッチな魅力が強みで

ある。同ブランドの役割は、消費者が家庭において日本で食べる日本食を再現することを可能にし、

国内の日本食エコシステムを広範囲に支えている点において特に重要である。 

より大規模な展開としては、イオンモールおよびイオン（イオングループ）が、日本の小売文化に

対する認識を形成する上で大きな役割を果たしてきた。インドネシア進出以来、イオングループは

単なるショッピングセンターを超え、サービス、清潔さ、陳列を重視する日本の小売哲学を体現し

たライフスタイル発祥地としての地位を築いている。スーパーマーケットでは日本式の陳列やプレ

ミアムな生鮮食品カウンター、幅広い日本の家庭用品が販売されている。イオングループの店舗拡

大は、インドネシア人消費者がショッピングと食の探 を融合させた憧れのライフスタイルとして、

日本の小売形態を受け入れていることを示唆している。 

コンビニエンスストアの部門では、ファミリーマートとローソンが最も目立つ日系プレーヤーであ

る19 。両社はインドネシアで急速に高まるコンビニエンスストア利用と持ち帰り食事の需要を取り

込み、現代的な都市型ライフスタイルの拠点として位置づけられる。おにぎり、弁当、ソフトクリ

ームが有名なファミリーマートは、ジャカルタの高密度な地区において、若手オフィスワーカーや

学生、通勤客の間で強い支持を得ている。一方、ローソンは、ハラール認証済みの鶏の唐揚げ、日

本スタイルの菓子、現地のスナックメーカーとの提携など、製品の革新を通じて差別化を図ってい

る。これらの店舗は多くが 24時間営業であり、都市生活に不可欠な存、となっている。 

これらの日系コンビニエンスストアが持つ特に大きな影響力は、日常的な日本食製品を大衆層に手

頃な価格で提供している点である。おにぎり、寿司、日本の飲料などを持ち帰り形式で提供するこ

とで、日本食を特別な外食体験としてではなく、日常のルーティーンの一部として定着させている。

こうしたアクセスの良さは、消費者の日本食に対する親しみを深め、コンビニエンスストアだけで

なく日本食レストランやスーパーマーケット、デリバリープラットフォームにまで恩恵をもたらし

ている。 

日系小売店やコンビニエンスストアの拡大は、インドネシアの小売セクターにおける広範な市場動

向も反映している。若年人口、都市化、中間層の拡大に伴い、近代的な小売形態への需要は高まり

続けている。日系ブランドは、信頼性、衛生、品質に関連する強力なブランド価値という利点を持

 
19 サークル K も存在するが、どちらかというとサークル K は Indomaret や Alfamart のような地場のコンビニエンスストアに近いよ

うに思われる。 
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っている。一方で、価格感応度、ハラール要件、あるいは Alfamart や Indomaret といった現地資本

のコンビニエンスストアチェーンとの競争という課題への適応も求められる。日系小売店は現時点

ではこれら現地の大手チェーンの規模には及ばないものの、プレミアムな利便性やライフスタイル

を重視した買い物という価値あるニッチを占めており、上昇志向の強い消費者から特に支持されて

いる。 

総じて、インドネシアにおける日本のスーパーマーケット、デパート、コンビニエンスストアの存

、は日本食レストランの成長を補完し、高級ダイニングから手軽な食事、食料品の購入から日常の

間食に至るまで、あらゆる文脈で日本食文化に触れることができる包括的なエコシステムを強化し

ている。こうした小売各態の継続的な拡大は、日系ブランドの市場における存、感を盤石にするの

みならず、現地消費者の文化的な親和性を醸成する役割を果たしている。その結果、日本食と小売

ビジネスは、変容し続けるインドネシアの消費市場において切り離すことのできない不可欠な構成

要素として定着していくと考えられる。 

 

3. 日本食市場における競争：日本資本と現地資本それぞれの状況 

3.1 外資のインドネシア進出におけるストラクチャー 

3.1.1 ストラクチャーの概要 

飲食サービス企業や飲食物小売企業がインドネシア進出をする際の形態は以下のようにまとめられ

る。主な戦略の分岐点は①大きく直接投資をするか否かという②フランチャイズを利用するか③フ

ランチャイズの中でもマスターフランチャイジーをおくかどうかというである。これらの観点から

ストラクチャーを分類すると 4の形態（モデル A〜D）となる。 

 

図 13：外資のインドネシア進出形態 
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上記のモデルにおいて日系の飲食サービス企業や飲食物小売企業がとる形態としてはこれまで、D. 

マスターフランチャイジーにインドネシア事業を任せることが多かったように思えるが最近になり

直接投資の A. 直営モデル、B. 直営+フランチャイズ併用モデルの検討、実際の進出も増えているよ

うに思われる。 

 

3.2 大手日系レストランチェーン 

3.2.1 出店状況 

インドネシアにおける日系レストランチェーンの出店と拡大は著しい。日系ブランドは、日本企業

による直接投資か、あるいはインドネシア企業とのマスターフランチャイズ契約による運営かを問

わず、まずジャカルタ首都圏を優先し、その後に地方の主要都市へと段階的に進出するという、計

画的な戦略をとっていることが多い。ジャカルタのモールネットワーク、高い人口密度、そして富

裕層の集中は、あらゆる国際的チェーンにとって理想的な参入拠点となっている。首都でブランド

の認知度と運営体制が確立されると、プレミアムモールや人流の多い商業地区を通じて、スラバヤ、

バンドン、バリ、メダン、マカッサルといった都市への拡大が続く。 

店舗の標準的な形態は、料理のカテゴリーによって異なる。ラーメンやカツのチェーン店は、通常

120〜200 ㎡程度の中規模な店舗を展開しており、これにより店内飲食の座席数と効率的な厨房レイ

アウトを両立させている。一方、グリルや鍋のための大規模なインフラとスペースを必要とする焼

肉やしゃぶしゃぶのビュッフェ形式は、一般に 250〜400 ㎡を占め、モール内の飲食店街における核
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店舗として位置づけられることが多い。それに対し、たこ焼きや抹茶飲料などの軽食に特化した小

規模な店舗は、15〜30 ㎡程度の面積で運営される、フードスタンドの形態をとる。 

経営的には、カジュアルダイニングのチェーン運営者は 2〜3 年の投資回収期間を目標とする傾向が

あり、これはグローバルなフランチャイズ基準とも一致している。小規模なフードスタンドの店舗

は、資本要件が低いため、多くの場合 18 か月以内に収益化達成を目標とする。一方、建設コストが

高く運営が複雑な大規模な焼肉やビュッフェレストランは、より長期的な回収期間を要する。こう

した財務的な規律こそが、日系チェーンがインドネシアのフランチャイズパートナーや投資家にと

って、安定的で長期的な収益をもたらす信頼できる手段として、特に魅力的な存、となっている理

由である。 

現、、多くの日系チェーンは、新規店舗が店内飲食の客足だけに依存しないようにするデュアルチ

ャネルのアプローチを追求している。店内飲食の体験とデリバリーを組み合わせることで、日系チ

ェーンはリスクに対する備えを固めると同時に、インドネシアで急速に進む食のデジタル経済を取

り込んでいる。 

フランチャイズによる提携は、こうした拡大の中心を担ってきた。多くの日本ブランドは、自ら直

接運営を行うのではなく、現地の市場知識を持つインドネシアの大手コンシューマーグループ、モ

ール開発業者、あるいは飲食関連の複合企業との協力を通じて参入している。これらの提携は、特

に外資企業による資本金や最低投資金額、各種許認可、輸入、ハラール認証、労働法などの各種要

件・規制を乗り越える手段として使われてきた。日本の本社はブランド基準、トレーニングプログ

ラム、メニューの監督を提供し、インドネシアのパートナーは現地の運営を担うという役割分担が

なされている。 

現、も、主要な日系チェーンのフランチャイズによる出店が主ではあるが、最近では日系チェーン

の外国投資の意欲が高まっていること、規制環境の変更などもあり直接投資を検討、実施する例も

多くなっているように思われる。 

3.2.2 出店形態 

日系大手外食チェーンのインドネシアにおける出店形態は、大きく「直接投資」と「フランチャイ

ズ」の二つに分類される。 

まず直接投資は、品質管理の徹底とブランドイメージの統一を目的として企業が自前でインドネシ

アに拠点を設立する形態であり、一風堂やスシローなどがこのカテゴリーに該当する。また、自前

で拠点を設立する場合には現地企業とのジョイントベンチャー形態をとる場合もある。その一つに

レインズインターナショナル PT Marindo Boga と PT Reins Marindo Indonesia が運営する牛角

（Gyu-kaku）が挙げられる20 。一方、フランチャイズ店は現地のパートナー企業と協力して店舗開

発を行う形態である。また、こうした合弁以外にも、Boga Group のペッパーランチ、Kawan Lama 

Group の銀だこといった現地の有力な企業グループに運営を委託し、展開を広げているブランドも

数多く存、する。 

 

 
20 PT Reins Marindo Indonesia の Linkedin（https://id.linkedin.com/company/reins-marindo-indonesia） 

https://id.linkedin.com/company/reins-marindo-indonesia
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日系レストランチェーンが直接投資やジョイントベンチャーを通じてインドネシアへ参入すること

は、同国の飲食業界において極めて重要な進展を意味している。日系資本を背景としたチェーンは、

運営方法やメニューに至るまで日本企業が細かく管理をする傾向にあると言える。インドネシア進

出の決定は、単なる市場規模だけでなく、インドネシア人が日本の製品、メディア、ライフスタイ

ル等に対して抱いている強い親和性も大きな要因となっている。 

直接投資を全て自前で行う場合以外は、現地パートナーの確保から始まる。パートナーには飲食、

小売やモールに関連した事業を営む企業が選ばれることが一般的である。現地パートナーとの提携

は、法規制、当局、仕入れ、ハラール対応といった、国際ブランドの成否を左右する不可欠な知識

を得るために重要である。仕入れに関しては、国内調達が重要となる。インドネシア政府の方針と

して、現地調達できるものは現地調達を促す傾向にあり、輸入規制は年々厳しくなっている。よっ

て、国内製品で代替できるものは国内製品に切り替え、質を落とさず規制対応、コストを削減する

ということが必要になる。 

マーケティング戦略においては、日本文化としての伝統を強調しつつ、現地の消費者とつながるた

めのローカライズされたキャンペーンを組み合わせている。開店記念式典に日本から料理人を招き、

伝統的な調理法を披露して本物であることを印象づける一方、メニューには激辛ラーメンやサンバ

ル風味の丼物、インドネシアのデザートを組み合わせた抹茶飲料など、現地向けの期間限定メニュ

ーも取り入れられている。SNS キャンペーン、インフルエンサーとの連携、モールでのイベントを

通じたプロモーションも、新規開店時の話題作りに活用されている。この「本物志向」と「ローカ

ライズ」の絶妙なバランスこそが、インドネシアにおける日系資本チェーンの成功の証となってい

る。 

総じて、インドネシアにおける日系資本のレストランチェーン展開は、単なる新しい飲食の選択肢

以上のものを意味している。それは文化交流、ビジネス戦略、そして消費者の憧れが融合したもの

である。これらのチェーンは品質、運営効率、ブランド体験において高い基準を打ち立て、現地の

事業者やフランチャイジーにも基準の引き上げを促している。インドネシアの中間層が拡大し、消

費者の志向が高度化する中で、より多くの日系資本レストランの進出が期待される。 

 

3.3 現地資本 

3.3.1 現地資本による日本食レストランの台頭 

インドネシアの日本食レストラン産業における大きな特徴の一つとして、日系資本や日本人料理人

の支援を受けていない中で、自らを「日本式」としてブランド化する現地資本のチェーン店が台頭

していることが挙げられる。これは、日本料理がいかにインドネシア国内で深く受け入れられ、適

応してきたかを如実に示していると考えられる。つまり、現地の起業家が、国内の消費者に強く響

く形で日本食を再解釈するという段階にまで日本食の浸透のレベルが達している。日本食はもはや

「外国の食べ物」や「近寄りがたいもの」とはみなされておらず、その魅力を損なうことなく現地

化が可能な主流のカテゴリーになったともいえよう。 

顕著な例として、寿司ロールや弁当を専門とするインドネシア資本のチェーン店の急増が挙げられ

る。その多くは全国的なネットワークへと成長している。これらのブランドは、アクセスの良さと

手頃な価格設定を強調する傾向にあり、高級店の高い価格帯を避け、「日本的な体験」を求める中間
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層の消費者を的確にターゲットにしている。メニューには、マヨネーズを用いた寿司ロール、サン

バルを添えた鶏カツ、あるいはインドネシア風の副菜を添えた丼物といったフュージョン料理が並

ぶ。分量、風味、および価格設定はすべて、濃い味付けや家族でのシェアを好むといった現地の食

習慣に合わせて、慎重に設計されている。 

これらのチェーン店の成功は、日本料理を簡素化し、現地化したその能力によるところが大きいと

考えられる。食材の純粋さや調理の本物志向を強調する高級レストランとは異なり、現地資本のチ

ェーンは利便性、スピード、および多様性を重視している。多くは、カウンターで注文し、オープ

ンキッチンで迅速に料理が提供されるフードスタンド形式を採用している。ブランディングは通常、

活気にあふれ若々しく、マスコットや明るい色彩、SNS 映えするデザインを用いて若い層を惹きつ

けている。また、デリバリーやテイクアウトのサービスもビジネスモデルの中核を成しており、フ

ードデリバリープラットフォームとの提携が、モール内の店舗を超えてリーチを拡大する上で大き

な役割を果たしている。 

非日系チェーンのもう一つの強みは、現地の運営上の課題や消費者心理を深く理解している点にあ

る。日本の伝統的な調理法に厳格に縛られないため、食材を現地で入手可能な代替品に置き換える

ことに柔軟であり、輸入への依存度を下げて価格を安定させることができる。また、インドネシア

の不動産市場や規制環境にも精通しており、国際的な日本ブランドがまだ進出していない地方都市

や郊外のモールに戦略的に進出している。このように機敏かつ現地に即した運営を行うことで、こ

れらのチェーンは日系資本の競合他社よりも迅速に拡大することが多い。 

ただし、これらの成功は単に現地化だけに支えられているわけではない。インドネシア人主導のチ

ェーンの多くは、一貫性と信頼を確保するために、ブランディング、品質管理、およびサプライチ

ェーンの開発への多額の投資も行っている。ソース、カツ、あるいは冷凍寿司の具材を一括生産す

るためのセントラルキッチンや工場を建設し、多店舗展開においても効率的に規模を拡大している

例も見られる。消費者にとって、味、価格、および雰囲気が期待通りである限り、ブランドが現地

資本であるか日本発祥であるかは、往々にして意識されない。インドネシアの消費者は価格に敏感

でトレンドを追う傾向があるため、製品やブランドを市場に投入する際には、こうした点への配慮

が結局のところ重要となると言えるだろう。 

このようにインドネシアの日本食市場においては、本物志向とステータスを売りにする日系勢と、

手頃さと普及力に強みを持つ現地勢がそれぞれの役割を果たし、双方が刺激し合うことで市場全体

の拡大を牽引している。インドネシアの起業家が自国の消費者に響く形で日本食を再定義し、商業

的な成功を収めている事実は、同国における日本食の浸透が極めて高いレベルに達していることの

証左であるとも考えられる。あるいは、こうした現地資本による日本食チェーンの台頭は、日本食

が「輸入された贅沢品」という枠を超え、インドネシアの日常に深く根ざした食文化の一部へと進

化したことを象徴しているとも言えよう。また、これは起業家の独創性のみならず、ハイブリッド

な食文化を柔軟に受け入れるインドネシア人消費者の成熟度を反映したものでもあるだろう。 

 

3.3.2 事例研究：HokBen 

「Hoka Hoka Bento」から全国規模の日本式ファストフード業のリーダーへ 

創業とアイデンティティ  
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Hoka Hoka Bento は、1985 年に Hendra Arifin によって、PT Eka Bogainti の下でジャカルタ設立さ

れた。創業当初から、インドネシア人の好みに合わせた日本式のファストフードを提供しており、

一貫してインドネシア資本による運営が行われている。2013 年には、長年顧客の間で親しまれてい

た略称を正式に採用し、HokBen へとブランド名を変更した。 

 

成長、軌跡、マイルストーン 

1990 年代から 2000 年代にかけて、HokBen はジャカルタ首都圏およびジャワ島全域に緻密なネット

ワークを構築した。2008 年 4 月時点で 98 店舗、2010 年 4 月時点で約 120 店舗と拠点を増やし、そ

の後さらに拡大を加速させた。2018 年にはスマトラ島（バンダール・ランプン）、2022 年にはカリ

マンタン島（ポンティアナック）、2023 年にはスラウェシ島（マカッサル）へと進出し、ジャワ島

中心のチェーンから全国規模のプレーヤーへと進化した。 

2025 年時点で、インドネシア全土で 400 店舗以上を展開していると言われている。現、は新規出店

を継続しつつも、既存店舗の改装や新形態の導入に重点を置いているようである。2025 年 4 月の創

業 40周年に際しては、「量より質」の姿勢を強調し、既存店のアップグレードと「HokBen Plus」と

いうコンセプトの展開に注力しており、2023年から2024年にかけての急速な拡大後の定着を図って

いる21。 

店舗形態 

現、、HokBen は立地条件や需要動向に合わせ、以下のような複数の店舗形態を運営している。 

• スタンドアローン型およびドライブスルー：フルキッチンとイートインスペースを備え、デリ

バリー機能も強力である。 

• モール内店舗およびフードコート：客動員数の多い商業施設内に位置し、比較的小規模なイー

トインスペースを持つ。 

• ショップハウス（Ruko）：近隣住民の利便性を重視した、イートインとデリバリーの混合型形態。 

• HokBen Plus：2024 年から 2025 年にかけて導入された、顧客体験を重視した新しい店舗形態。 

• HokBen Kitchen：デリバリーおよび持ち帰り専門のサテライト型店舗。これらはコロナ禍に誕

生し、デリバリーアプリ上では「キッチン」と表記される。 

 

店舗面積と座席数 

HokBen は、標準的な座席数を公表していない。実際には店舗形態によって異なり、モール内の店舗

は数十席程度であるが、大規模なスタンドアローン型店舗ではより多くの席数を確保している。公

式な平均値は開示されていないため、一般的な市場分析では、モール内店舗で30席から60席程度、

スタンドアローン型店舗はそれ以上の規模と推定されている。 

HokBen の各店舗レベルにおける標準的な人員構成 

役割・機

能 
役職・職種 概要 

店舗形態別の標

準的な人員数 

 
21 https://jagatbisnis.com/2025/08/22/rayakan-usia-ke-40-hokben-fokus-perbarui-gerai-lama-dan-hadirkan-inovasi-menu-
baru/#gsc.tab=0  

https://jagatbisnis.com/2025/08/22/rayakan-usia-ke-40-hokben-fokus-perbarui-gerai-lama-dan-hadirkan-inovasi-menu-baru/#gsc.tab=0
https://jagatbisnis.com/2025/08/22/rayakan-usia-ke-40-hokben-fokus-perbarui-gerai-lama-dan-hadirkan-inovasi-menu-baru/#gsc.tab=0


36 
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載  

 

店舗管理 店長、副店長／スーパーバイ

ザー 

店舗運営、スタッフ管理、サービ

ス品質を統括し、エリアマネージ

ャーへの報告を行う。  

全形態共通：1〜

2名  

接客・フ

ロア部門  

レジ、注文受付、ダイニング

スタッフ、デリバリーコーデ

ィネーター 

レジ操作（POS）、店内客への接

客、テーブル清掃、デリバリーの

受け渡し管理を担当。  

モール内：4〜6

名 

スタンドアロー

ン型：8〜10 名 

キッチン店：1〜

2名  

厨房・キ

ッチン部

門  

キッチンスーパーバイザー、

調理スタッフ、盛り付け担

当、ユーティリティスタッフ 

仕込み、調理、弁当の盛り付け、

食器洗浄、衛生管理を担当。  

モール内：6〜8

名 

スタンドアロー

ン型：12〜15 名 

キッチン店：6〜

8名  

専門職 バリスタ／ドリンク担当、警

備員、メンテナンス／清掃 

大規模店舗では飲料担当スタッフ

を追加。警備員や清掃員は外部委

託されることが多い。  

スタンドアロー

ン型：2〜4名 

モール内・キッ

チン店：最小限

または施設共用  

 

店舗の営業時間は通常、モール内店舗では午前 10 時から午後 10 時までであり、スタンドアローン

型店舗ではそれ以上の長時間営業を行う場合もある。スタッフの配置は、仕込み、ピーク時、およ

び閉店作業をカバーするために 2、3 交代制がとられている。ランチやディナーのピーク時には全ス

タッフが配置され、アイドルタイム（空いている時間帯）には限られた人員で運営される。すべて

の労働者は、食品安全、ハラール手順、カスタマーサービス、および製品知識に関する標準化され

たトレーニングを受ける。また、レジ担当がフロア清掃を兼任したり、キッチンスタッフが複数の

調理ステーションを担当したりするなど、マルチタスク化が進んでいる。 

HokBen のスタッフ配置は大手ファストフード店の形式に似ているが、比較的低い賃金水準を背景と

した高い労働集約性、職能の柔軟性の重視、そして日々の業務における厳格なハラール遵守の管理

といった、インドネシアの慣習に適応している。 

 

メニュー戦略とローカライゼーション 

HokBen は、弁当セットや単品料理のほか、「エッグ・チキン・ロール」や「エッカド」といった独

自に開発した人気メニューを提供している。これらはセルフサービス形式（カフェテリアライン）

で提供される店舗も多い。味付けはインドネシアの嗜好に合わせて現地化されており、サンバルの
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提供や、子供向けの「キッズ・ベントー」、記念日の特別メニューなど、幅広い層に向けた商品展開

を行っている。 

 

ハラール、サプライチェーン、パートナーシップ 

HokBen はハラール認証を重視している。鮮度の維持と物流の効率化を目的として、各拠点近くのハ

ラール認証済み地元中小零細企業から、野菜、卵、豆腐などの生鮮品を調達している。HokBen は義

務化が進むインドネシアのハラール認証制度の枠組みの中で、長年にわたりハラール対応したマス

消費者向けの日本食レストランの地位を確立していると言えるだろう。 

 

ネットワーク開発と店舗展開 

ジャワ島・バリ島の中心部から、スマトラ島（2018 年）、カリマンタン島（2022 年）、スラウェシ島

（2023年）へ、というHokBen店舗拡大のステップは、典型的なハブ・アンド・スポーク戦略を反映

したものと言えよう。供給体制の整った地域で基盤を固め、コールドチェーン、セントラルキッチ

ン、および現地の調達先がハラールと鮮度の基準を満たせるようになった段階で、新しい島へと展

開を広げている。創業 40 年を迎えるにあたり、既存店の改装やブランド体験の向上に注力している

ことは、成熟したネットワークが既存店売上の向上とブランド維持を優先する段階に入ったことを

示している。 

 

HokBen の競争力の源泉 

1. 日本的な味わいを大衆価格で提供し、現地の文化に適合させたこと。 

2. 厳格なハラール管理と全国規模での調達体制を構築したこと。 

3. モール内からデリバリー専門まで、柔軟な店舗形態を使い分けていること。 

4. ジャワ、バリ、スマトラ、カリマンタン、スラウェシの各主要島に進出し、ブランドの認知

度とデリバリー網を確保していること。 

5. 既存店の改装や体験型店舗の導入により、競争が激化する中でシェアを維持していること。 

 

4. 現地進出に際しての実務的課題や情報 

4.1 ハラール認証への適応 

 

インドネシアにおける日系レストランチェーンの成功を左右する要因の一つは、同国の文化的・規

制的環境に深く組み込まれているハラール認証への適合である。人口の 85パーセント以上がイスラ

ム教徒である同国において、ハラール認証は単なる宗教的義務にとどまらず、消費者の信頼とブラ

ンドの信頼性を支える根幹であるとも言える。伝統的な調理技法においてみりん、酒、あるいは豚

ベースの出汁などを用いる日本料理にとって、ハラール要件への適応は挑戦であると同時に機会で

もある。認証取得に成功したことで、日系ブランドはそれまでの日本人駐、員中心のニッチな市場

を超え、何百万人ものインドネシア人が日常的に利用する主流の選択肢へと変貌を遂げることがで

きた。 
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インドネシアにおけるハラール認証の規制枠組みは、宗教省下のハラール製品保証実施機関（BPJPH）

が監督し、インドネシア・イスラム教指導者会議（MUI）などの機関と協力して監査やファトワ（宗

教見解）の決定が行われる。日本食レストランにとって、このプロセスは食材だけでなく、調理方

法、サプライチェーン、保管の実践にまで及ぶ包括的な評価を伴う。醤油、酢、ゼラチン、鰹節、

食用油に至るまで、あらゆる要素がハラール認証済みの供給元からのものでなければならない。調

理場、調理器具についても精査され、ハラール食品に使用する器具やフライヤーが非ハラールのも

のから隔離されていることが求められる。このため、多くの事業者は非ハラール食材をメニューか

ら完全に排除し、ハラール専用の厨房を構築することで、コンプライアンスの維持と消費者への安

心提供を確保している。 

このプロセスの象徴的な特徴の 1 つはメニューの適応である。酒やみりんを必要とする伝統的なレ

シピは、ハラール認証済みの代用品を用いたものに再構成され、豚ベースのスープは鶏、牛あるい

は海鮮ベースのものに置き換えられる。多くの高級店や焼肉店で提供される和牛も、ハラール認証

を受けた供給元から調達されている。かつては日本の外食文化の標準的な構成要素であったアルコ

ール飲料は、職人仕立てのお茶、フルーツインフュージョン、あるいはハラールに敏感な顧客のた

めに考案されたモクテル（ノンアルコールカクテル）などに取って代わられている。これらの適応

は、宗教的規範への尊重を示すと同時に、ムスリム人口全体という巨大な市場の可能性を視野に入

れることになる。 

ハラール認証の表示は、ブランド確立にとっての戦略的な要素ともなっている。レストランは店頭、

メニュー、包装などにハラールロゴを顕著に表示し、消費者の信頼を強化している。マーケティン

グキャンペーンにおいても、ハラール認証のプロセスを強調することが多く、中には調達や調理の

透明性を実証するために舞台裏の動画を制作するチェーンも存、する。こうした可視化は、豚肉を

主要な食材として使用する他のアジア料理と日本食を差別化する上で特に重要となっている。多く

のインドネシア人消費者にとって、ハラールの認証ロゴの存、は、特定の飲食店を利用するかどう

かの決定的な判断基準となっている。 

また、ハラール認証の取得は、消費者への安心提供に加え、ハラールへの対応は、その認証が参加

の前提条件となることが多い法人向けケータリング、企業提携、デリバリープラットフォームなど

への拡大機会も切り拓いている。これは、食品、医薬品、観光を含むあらゆる分野でハラール認証

を優先し、ハラール産業の世界的リーダーを目指すインドネシアの国家政策の方向性とも一致して

いる。 

総じて、ハラール認証の存、はインドネシアにおける日本料理を再定義し、メニュー開発、サプラ

イチェーン管理、ブランド戦略における変化を促してきた。こうしたプロセスは事業に対する単な

る制約でありつつ、同時にそれに適応することができる事業者に競争優位性を与えるものにもなっ

ている。ハラール認証の獲得は、日本食を都市部のニッチな存、から、大多数のインドネシア人消

費者に受け入れられる主流の食事の選択肢へと移行させるものであり、また長期的な持続性と成長

を支えるものでもあると言えるだろう。 
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4.2 主要地域の概要：特色、賃料、賃金 

インドネシアでは、依然としてジャワ島の中でも特にジャカルタ首都圏の人口が多く、飲食市場も

大きい。ただし、それ以外の地域も発展が著しい。地域ごとの特色、賃料、賃金を以下に記載する。 

 

図 14：インドネシアにおける主要地域の人口数、人口割合 
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図 16：インドネシア主要州における飲食業の事業所数 

 

出所: 中央統計局 

 

ジャカルタ首都圏（ジャボデタベック） 

3,000 万人以上の人口を抱えるこの巨大都市圏は、インドネシアの飲食産業における心臓部である。

国際的なチェーン店、ショッピングモール、およびデリバリー利用者が最も密集しており、高級カ

フェ、日本料理、ファストフードのドライブスルーなどが特に集中している。消費層は多岐にわた

り、南ジャカルタの富裕層から、近郊都市に住む価格感応度の高い通勤客まで層が厚い。 

ジャカルタ首都圏における主要な飲食エリア、モール、顧客層、およびその特徴は以下の通りであ

る。各エリアの顧客層はあくまでも飲食エリアおよびモールを基準としているため、実際の居住者

の階層はより幅広い。 

 

地域 主要エリア 顧客層 説明・特徴 

北ジャカ

ルタ 

Kelapa Gading, Pantai 

Indah Kapuk (PIK), PIK 

2, Ancol 
 

中〜高所得

層 

ケラパ・ガディンはモールや飲食店街が並

ぶ歴史あるグルメハブ。PIK はカフェ、バ

ー、アジア系フュージョン、デザート店が

集まるジャカルタで最もトレンディなエリ

ア。アンチョールは観光と海辺のダイニン

グが融合している。 

主要モールとしては以下のものがある。 

Mall Kelapa Gading, Emporium Pluit, 

Baywalk Mall, PIK Avenue 

1231
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南ジャカ

ルタ 

Kemang, Senopati, Blok 

M, SCBD, Pondok Indah 
 

中〜高所得

層 

プレミアムなダイニング、ナイトライフ、

外国人コミュニティの中心地。クマンはカ

ジュアルで国際的。セノパティと SCBD は高

級レストランやバー、日韓料理の激戦区。

ブロック Mはレトロな飲食店街と新しい居

酒屋が混、。ポンドック・インダは高級モ

ールと家族向けダイニングが中心。 

主要モールとしては以下のものがある。 

Pondok Indah Mall, Pacific Place, 

Senayan City, Plaza Senayan, Gandaria 

City 

西ジャカ

ルタ 

Puri Indah, Taman 

Anggrek, Green Lake 

City 

中〜中高所

得層 

プリ・インダ・モールやセントラル・パー

ク、タマン・アングレックといったモール

内ダイニングと、成長中の中間層向け住宅

街が混、。国際的なファストフード店やラ

イフスタイルカフェが主流。 

主要モールとしては以下のものがある。 

Central Park, Mall Taman Anggrek, Puri 

Indah Mall, Lippo Mall Puri 

東ジャカ

ルタ 

Cibubur, Rawamangun, 

Kalimalang 

中低〜中高

所得層 

主に住宅地であり、家族向けダイニングや

カフェが増加中。チブブールは郊外の家族

層向けのチェーン店が多く、ラワマングン

は学生主導の飲食シーンが成長している。 

主要モールとしては以下のものがある。 

AEON Mall Cakung, Cipinang Indah Mall, 

Cibubur Junction 

中央ジャ

カルタ 

Menteng, Thamrin, 

Senen, Cikini 

中〜高所得

層 

首都の歴史的・政治的中心地。メンテンに

は象徴的なファインダイニングがあり、タ

ムリン/スディルマンには 5つ星ホテルのレ

ストラン、スネンやチキニには伝統的なス

トリートフードがある。 

主要モールとしては以下のものがある。 

Grand Indonesia, Plaza Indonesia, 

Sarinah, Thamrin City 
 

タンゲラ

ン 

BSD City, Alam Sutera, 

Gading Serpong  

中〜中高所

得層 

計画都市、モール（イオン BSD、サマレコ

ン・モール・セルポン）、広大なカフェ・レ

ストランを擁する急成長中の衛星都市。若
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い中間層をターゲットにした韓国系、日本

系、デザート専門店が強い。 

主要モールとしては以下のものがある。 

AEON BSD, Summarecon Mall Serpong 

(SMS), Living World Alam Sutera, The 

Breeze BSD 
 

ボゴール Pajajaran, Sentul, 

Puncak 

低〜中所得

層 

週末のグルメ旅行先として知られ、スンダ

料理、プンチャックのカフェ、パジャジャ

ランやセントゥールの現代的なレストラン

がレジャー客を惹きつけている。 

主要モールとしては以下のものがある。 

Botani Square, AEON Sentul, Lippo Plaza 

Ekalokasari 
 

ベカシ Summarecon Bekasi, 

Grand Galaxy City 

低〜中所得

層 

急速に都市化が進んでおり、モール主導の

飲食ハブやチェーン店の浸透が進んでい

る。若い家族層やオフィスワーカーに人

気。 

主要モールとしては以下のものがある。 

Summarecon Mall Bekasi, Grand 

Metropolitan Mall, Mega Bekasi 
 

デポック Margonda, UI Area 低〜中所得

層 

インドネシア大学を中心とした学生市場。

マルゴンダ通りにはファストフード、手頃

なカフェ、バブルティー、深夜営業の飲食

店が並び、学生や若手オフィスワーカーに

利用されている。 

主要モールとしては以下のものがある。 

Margo City, Depok Town Square, ITC 

Depok 
 

 

 

地域 主要モール 階層 説明・特徴 

北ジャカ

ルタ 

モール・ケラパ・ガディ

ン、エンポリアム・プル

イット、ベイウォーク・

モール、PIK アベニュー 

中〜高所

得層 

ケラパ・ガディンはフードコートとレスト

ランで有名。PIK アベニューはトレンディな

PIK エリアの拠点であり、カフェ、デザート

店、グローバルブランドが集まる。 
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南ジャカ

ルタ 

ポンドック・インダ・モ

ール、パシフィック・プ

レイス、セナヤン・シテ

ィ、プラザ・セナヤン、

ガンダリア・シティ 

高所得層 ジャカルタの贅沢なダイニングとカフェ文

化の拠点。セノパティや SCBD はパシフィッ

ク・プレイスやセナヤンのモール群と繋が

っており、高級店や国際ブランドが入居。 

西ジャカ

ルタ 

セントラル・パーク、タ

マン・アングレック、プ

リ・インダ・モール、リ

ッポー・モール・プリ 

中〜高所

得層 

家族連れやライフスタイルを重視する層の

目的地。国際チェーン、韓国焼肉、カフ

ェ、デザート店が融合。セントラル・パー

クは特に若者に人気。 

東ジャカ

ルタ 

イオンモール・カクン、

チピナン・インダ・モー

ル、チブブール・ジャン

クション 

中〜中高

所得層 

中間層向けのダイニングに焦点を当ててお

り、ファストフード、インドネシア料理の

ファミリーレストラン、郊外世帯向けカフ

ェが混、。 

中央ジャ

カルタ 

グランド・インドネシ

ア、プラザ・インドネシ

ア、サリナ、タムリン・

シティ 

高所得層 グランド・インドネシアとプラザ・インド

ネシアは市内の飲食の震源地であり、ファ

インダイニング、プレミアムカフェ、国際

チェーンを提供。サリナは伝統と現代が融

合した飲食・小売ハブとして刷新。 

タンゲラ

ン 

イオン BSD、サマレコン・

モール・セルポン(SMS)、

リビングワールド・アラ

ムステラ、ザ・ブリーズ

BSD 

中〜中高

所得層 

モール主導のグルメスポット。特に SMS と

イオン BSD（日本料理やフードホールで有

名）が強力。ザ・ブリーズは屋外型のダイ

ニング・ライフスタイルを提案。 

ボゴール ボタニ・スクエア、イオ

ン・セントゥール、リッ

ポー・プラザ・エカロカ

サリ 

中低〜中

所得層 

週末の目的地としての性格が強く、レジャ

ー客や家族連れに人気のあるカジュアルダ

イニングが充実。 

ベカシ サマレコン・モール・ベ

カシ、グランド・メトロ

ポリタン・モール、メ

ガ・ベカシ 

中低〜中

所得層 

ベカシの成長中の中間層のための主要ハ

ブ。ファストフード店、韓国系カフェ、イ

ンドネシアのカジュアルダイニングが強

い。 

デポック マルゴ・シティ、デポッ

ク・タウン・スクエア、

ITC デポック 

中低〜中

所得層 

マルゴ・シティを核とした学生と若手オフ

ィスワーカーのハブ。ファストフード、手

頃なカフェ、バブルティー、日本料理など

が混、。 

 

ジャカルタ首都圏の賃料は以下の通りである。 
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1. Cushman and Wakefield による調査22 

ジャカルタ市内では、プライムエリアか、セカンダリエリアかという立地によって異なるが、おお

よそ IDR 687,700 ～ 1,018,600（約 42.39 ～ 62.79 米ドル相当）の範囲に収まる。一方、ボデタ

ベック圏では IDR 410,800 ～ 490,000（約 23.5 ～ 28.1 米ドル相当）である。 

2. Colliers による小売サービス予測レポートによるデータ（2024-2025 年）23 

 

表 1：ジャカルタ首都圏における賃料 

モールのグ

レード 

ジャカルタ ジャカルタ以外の首都圏 

2024 第二

四半期 

2025 第一

四半期 

2025 第二

四半期 

2024 第二

四半期 

2025 第一

四半期 

2025 第二

四半期 

最上 1,133,062 1,133,062 1,133,062 - - - 

中・上級 803,028 807,267 807,267 578,433 561,609 561,609 

中級 382,452 286,798 388,511 389,914 387,096 387,096 

中・下級 260,669 260,669 260,669 289,241 293,408 293,408 

（単位：月・平米当たりの金額（IDR）） 

なお、2026 年における最低賃金は、ジャカルタで 5,729,876 ルピア、ボゴール で 5,437,203 ルピ

ア、デポックで 5,522,662 ルピア、タンゲランで 5,399,405 ルピア、ベカシで 5,999,443 ルピアと

なっている。 

 

スラバヤ 

インドネシア第 2 の都市であるスラバヤでは、外食チェーンの浸透が進む一方で、依然として「地

元の味」が市場の主流を占めている。また同市は、東ジャワ地方の嗜好を測るテストマーケットと

しての側面も持ち、全国展開に先立つ試金石ともなっている。スラバヤの飲食シーンは、ショッピ

ングと食の目的地を兼ねるショッピングモールを核に構成されているのが特徴である。飲食店街が

各所に分散しているジャカルタとは異なり、スラバヤの中間層は、国際色豊かな料理から地元の味

までが揃う大型の複合商業施設に余暇を過ごす傾向にある。 

スラバヤ市における主要なショッピングモールは以下のとおりである。 

主要エリアおよび

モール 
概要 

トゥンジュンガ

ン・プラザ (TP) 

スラバヤ最大のモール（6つの建物が連結されている）。 市の飲食の心臓部

として知られ、国際的なチェーン店から高級な地元料理まであらゆるものを

提供している。 若手オフィスワーカーや家族連れに人気のスポット。 

パクウォン・モー

ル ＆ パクウォ

インドネシア最大級のモール複合施設の一つ。 広大な飲食フロア、国際的

なファストフード、カジュアルダイニング、デザートカフェ、高級レストラ

 
22 Marketbeat Report Retail H2 – 2024 for Jakarta and BODETABEK 
23 Colliers Quarterly Property Market Report Q4 2024 Jakarta Retail 
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ン・トレード・セ

ンター (PTC) 

ンを備えている。 スラバヤで増加している中間層および富裕層に人気があ

る。 

ギャラクシー・モ

ール 

東スラバヤに戦略的に位置し、若者向けのカフェ、バブルティー（タピオ

カ）、韓国焼肉、カジュアルダイニングで有名。 地元ブランドと国際ブラン

ドが強力に混、している。 

チプトラ・ワール

ド・スラバヤ 

高級ライフスタイルモールとして位置づけられている。 高級レストラン、

ブティックカフェ、国際料理が入居しており、スラバヤの富裕層を惹きつけ

ている。 

 

スラバヤの賃料は以下のとおりである。24 

Cushman and Wakefield によるデータによれば、プライムエリア（一等街区）かセカンダリエリア

（二等街区）かによって異なるが、スラバヤの 1㎡あたりの月額賃料は、IDR 220,000 から IDR 

406,000 の範囲である。 一方、スラバヤのその他地域について 1㎡あたりの月額賃料は、IDR 

125,000 から IDR 406,000 の範囲である。 

一方、Colliers のデータ上でのスラバヤの賃料は以下の通りである25。 

 

表 2：スラバヤ及び東ジャワにおける賃料 

エリア 2019 2023 2024 

中心部    587,807     573,180     573,180  

北部    345,313     345,313     345,313  

東部    412,367     412,367     405,806  

西部    522,257     460,237     460,237  

南部    386,147     333,893     333,893  

（単位：月・平米当たりの金額（IDR）） 

また、スラバヤの 2026 年の最低賃金は 5,288,796 ルピアである。 

 

バンドンと西ジャワ 

バンドンは、ジャカルタやスラバヤと比較しても独特な飲食市場が見られる。若い人口、クリエイ

ティブな文化、およびジャカルタからの週末の訪問客に支えられ、インドネシアの食とカフェの首

都として有名である。路面型のカフェやテーマ性のあるレストランが主流である一方、ショッピン

グモールも飲食の強力な拠点として機能している。 

バンドンにおける主要な飲食エリアおよびショッピングモールの一覧は以下の通り。 

 

 
24 PT Cushman and Wakefield Indonesia Internal Resources Reference – as of October 2025 
25 Colliers Quarterly Property Market Report H2 2024 Surabaya Retail 
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主要エリアおよび

モール 
説明 

パリ・ヴァン・ジ

ャワ (PVJ) 

強力なオープンエア（屋外型）のダイニングストリートのコンセプトを持

つ、バンドンのアイコニックなライフスタイルモール。国際的なチェーン店

（スターバックス、元気寿司、ペッパーランチ）やトレンディなローカルカ

フェが入居している。若者や週末の観光客に人気のスポット。 

トランス・スタジ

オ・モール (TSM) 

トランス・スタジオ・テーマパークおよびホテルと一体化しており、家族連

れや観光客を惹きつけている。主要なファストフード店、地元のカジュアル

ダイニング、テーマレストランが入居している。 

23 パスカル・シ

ョッピングセンタ

ー 

バンドン駅の近くに位置するモダンな中・上級クラス向けモール。フードコ

ートとレストランエリアは、都市部の専門職や若い食事客に人気がある。 

チハンペラス・エ

リアおよびチハン

ペラス・ウォーク 

(Ciwalk) 

旅行エリアとして、またオープンエアのコンセプトとカジュアルダイニング

の集積地であるモールとして知られる。手頃な価格のカフェ、ストリートフ

ード形式の飲食店、ファストフード店が強力に進出している。 

バンドン・イン

ダ・プラザ (BIP) 

バンドンで最も古いモールの一つ。手頃な価格のファストフード、カフェ、

カジュアルダイニングがあり、引き続き家族連れや学生を惹きつけている。 

ブラガ・エリアお

よびブラガ・シテ

ィウォーク 

歴史あるカフェ、ベーカリー、トレンディなバーが混、する歴史的な通り。

観光客と若手オフィスワーカーの両方を惹きつけている。ブラガ・シティウ

ォークは、ホテルと一体化した小規模なライフスタイルモールとして機能し

ている。歴史的なブラガ・エリア沿いで、コーヒーショップ、ベーカリー、

ブティックダイニングを観光客に提供している。 

フェスティバル・

シティリンク 

カジュアルレストラン、インドネシアのファミリーダイニング、チェーン系

カフェを備えたコミュニティおよびファミリー向けモールとして位置づけら

れている。地元住民に人気。 

ダゴ ＆ リアウ 

エリア (隣接する

飲食エリア) 

モールではないが、これらの通りはバンドンの象徴的な飲食クラスターとし

て機能しており、カフェ、ブティックレストラン、デザートショップが立ち

並び、市の食文化に不可欠な存、となっている。 

スティアブディ – 

レンバン コリド

ー 

レンバンの観光名所（ファームハウス、温泉など）への玄関口。スンダ料理

レストラン、フローティングマーケット（水上市場）、そしてバンドンの丘

陵地帯を見渡せるテーマ型カフェが点、している。 

 

バンドンおよび西ジャワの賃料は以下のとおりである。 
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Cushman and Wakefield のデータ26によれば、プライムエリアかセカンダリエリアかによって異なる

が、バンドンの 1㎡あたりの月額賃料は、IDR310,000 から IDR 380,000 の範囲である。一方、その

他の西ジャワ地域の 1㎡あたりの月額賃料は、IDR 280,000 から IDR 450,000 の範囲である。 

なお、バンドンの 2026 年の最低賃金は IDR 4,737,678 である。 

 

メダン（北スマトラ） 

メダンは文化的多様性に富み、歴史的に貿易が盛んな都市である。飲食産業はその背景を反映して

おり、中国、インド、および地元のバタック文化の影響が混、している。チェーン店の拡大は継続

中であるが、依然として独立系事業者が主流であるため、その速度は緩やかである。メダンの飲食

シーンは、歴史的なグルメ通り、近代的なモール内の飲食ハブ、およびエスニックな居住区を核と

している。 

主要な飲食エリアおよびショッピングモールの一覧は以下の通りである。 

主要エリアおよび

モール 
説明 

ケサワン (アフマ

ド・ヤニ通り / 

ヒンドゥ通り) 

植民地時代のカフェ、コピティアム、歴史あるレストランが並ぶ旧市街エリ

ア。メダンの古い食の象徴（チップ・トップ・レストラン、メルデカ・ウォ

ーク）として人気がある。 

メルデカ・ウォー

ク 

市内中心部、メルデカ広場近くにある象徴的な屋外フードコート。地元の

人々と観光客の両方に向けた、地元のストリートフード、インドネシアの人

気料理、カジュアルダイニングが混、している。 

パジャ・イカン・

ラマ ＆ ストリー

トフード路地 

屋台形式の食事、麺料理、サテ、中華系メダン料理などを提供する伝統的な

グルメ市場エリア。 

スマラン通り 夜のストリートフードで有名であり、中華系インドネシア料理、麺料理店、

点心、メダン風の揚げ物などが楽しめる。 

スラット・パンジ

ャン通り 

バクミー、クウェティアウ、ダンプリング（餃子）、豚肉料理など、中華系

メダン料理の専門店で知られる。夜に人気の飲食スポット。 

シシンガマンガラ

ジャ通り 

スンダ料理、パダン料理、バタック料理のレストランが並ぶ回廊。ボリュー

ムのある民族料理のハブとなっている。 

ポロニア ＆ メダ

ン・ジョホール・

エリア 

住宅地区の近くに位置する新興の高級飲食クラスター。モダンなカフェ、ベ

ーカリー、カジュアルレストランが特徴。 

サン・プラザ・モ

ール 

メダンの主要なライフスタイルモール。国際的なファストフード店、高級カ

フェ、日本・韓国料理レストラン、デザート店が入居している。 

 
26 PT Cushman and Wakefield Indonesia Internal Resources Reference – as of October 2025 
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センター・ポイン

ト・モール 

鉄道駅近くにある大規模な都市型モール。フードコートやチェーンの飲食店

があり、オフィスワーカーや家族連れを惹きつけている。 

ケンブリッジ・シ

ティ・スクエア 

若い消費者に人気がある。カフェ、デザート店、カジュアルな国際料理店が

数多く進出している。 

リッポ・プラザ・

メダン 

市の西側をカバーしており、カジュアルダイニングや家族向けの飲食店が入

居している。 

 

Cushman and Wakefield のデータ27によれば、メダンの月額賃料は、立地によって異なるが、1㎡あ

たり IDR 167,000 から IDR 394,400 の範囲である。 

また、メダンの 2026 年の最低賃金は IDR 4,335,198 である。 

 

バリ島 

バリの飲食市場は観光業による影響を大きく受けている。国際的なファインダイニング、ブティッ

クカフェ、およびフュージョンレストランが、地元のワルンと共存している。パンデミック後の回

復により、外国人富裕層の居住者や観光客をターゲットとする世界の飲食起業家にとっての重要拠

点となっている。 

主要な飲食エリアは以下の通りである。 

主要エリア 概要 

スミニャック バリで最もトレンディなダイニングとナイトライフのハブ。高級レストラ

ン、国際的なファインダイニング、ビーチクラブ（クデタ、ポテトヘッ

ド）、スタイリッシュなカフェで有名。西洋料理、地中海料理、フュージョ

ン料理が強く進出している。 

チャングー デジタルノマドや外国人に人気の、バリのカフェとライフスタイルの中心地

として急速に台頭している。職人によるコーヒーショップ、ヴィーガンカフ

ェ、スムージーボウル、カジュアルな国際料理で知られる。 

クタ ＆ レギャン バリで最も古い観光エリアの一つで、モール内の飲食店（ビーチウォーク・

モール）、バー、ファストフード、カジュアルな食堂が核となっている。マ

ス市場向けの観光、バックパッカー、海水浴客をターゲットにしている。 

ウブド バリの文化とウェルネスのハブであり、ベジタリアン、ヴィーガン、オーガ

ニック料理に重点を置いている。職人によるカフェ、ヨガを中心としたレス

トラン、歴史あるバリ料理店が特徴。 

ジンバラン 砂浜の上で直接提供される魚や貝のグリル料理など、ビーチフロントのシー

フードダイニングで有名。国内・国際的な観光客にとって必須のグルメ体験

となっている。 

 
27 PT Cushman and Wakefield Indonesia Internal Resources Reference – as of October 2025 
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サヌール 家族向けのレストラン、ベーカリー、ビーチフロントのカフェが混、する、

より穏やかな沿岸の町。比較的年齢層の高い外国人コミュニティに人気があ

る。 

ヌサドゥア 高級リゾートやホテルが核となっており、富裕層の観光客やビジネス旅行者

をターゲットとしたプレミアムなファインダイニング、国際的なビュッフ

ェ、プライベートなビーチレストランを提供している。 

デンパサール (市

内中心部) 

バリの地元料理シーンの中心であり、ワルン（屋台）、伝統市場、地元のチ

ェーン店がある。レノンやトゥク・ウマールは、カジュアルな家族での食事

スポットとして人気がある。 

ウルワツ ＆ ブキ

ット半島 

断崖絶壁のダイニングや、海を一望できるビーチクラブで知られる。サーフ

ァーや、高級レストランやバーを求める豪華な旅行者に人気。 

 

また、バリの主なショッピングモールの一覧を以下に示す。 

名称 概要 

ビーチウォーク・

ショッピングセン

ター (クタ) 

クタ・ビーチの真正面に位置する、バリで最も有名なモール。国際的なファ

ストフード店（KFC、マクドナルド）、カフェ、デザート店、プレミアムダ

イニングが混、している。スターバックス・リザーブなどのグローバルチェ

ーンも入居している。 

ディスカバリー・

ショッピングモー

ル (クタ) 

カジュアルダイニング、フードコート、国際ブランドを提供するビーチフロ

ントのモール。利便性の高い食事を求める観光客に人気。 

リッポ・モール・

クタ(クタ) 

家族向けの飲食店、カフェ、カジュアルなインドネシア料理店を備えた小規

模なライフスタイルモール。空港に近く、乗り継ぎ客をターゲットにしてい

る。 

モール・バリ・ガ

レリア (クタ / 

デンパサール境

界) 

広大なフードコート、日本・韓国料理レストラン、カフェ、カジュアルダイ

ニングを備えた主要なショッピングハブ。地元住民と国内観光客の両方に人

気がある。 

レベル 21・モール 

(デンパサール) 

デンパサールの都市型ライフスタイルモールとして位置づけられ、若手オフ

ィスワーカーや学生に人気のコーヒーショップ、ベーカリー、タピオカティ

ーチェーン、カジュアルレストランが特徴。 

トランス・スタジ

オ・モール・バリ 

(デンパサール / 

バドゥン) 

トランス・スタジオ・テーマパークと連結しており、家族連れや子供たちを

惹きつけている。飲食の選択肢には、ファストフード店、インドネシアのカ

ジュアル料理、デザート店などがある。 
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パーク 23・モール 

(トゥバン、空港

付近) 

近隣の住宅地や観光エリアにサービスを提供する、カジュアルな食堂や手頃

なフードコートを備えた、より小規模なコミュニティ向けモール。 

プラザ・レノン 

(デンパサール) 

カフェ、タピオカティー、家族向けの食事で人気の中規模な地元向けモー

ル。観光客中心のモールに比べ、地元の住民客が多い。 

スミニャック・ヴ

ィレッジ ＆ スミ

ニャック・スクエ

ア 

カフェ、パティスリー、国際的なダイニング・コンセプトに焦点を当てたブ

ティック・ライフスタイルモール。スミニャックの飲食クラスターに統合さ

れている。 

 

Cushman and Wakefield のデータ28によれば、バリの 1㎡あたりの月額賃料は、立地によって異なる

が、IDR 225,000 から IDR 420,000 の範囲に収まる。 

また、バリの 2026 年の最低賃金は IDR 3,207,459 である。 

  

 
28 PT Cushman and Wakefield Indonesia Internal Resources Reference – as of October 2025 
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5. 投資法制 

5.1 概要 

 

インドネシアの投資法上、外国投資家がインドネシアで「事業」を行う場合には、原則有限責任会

社（Perseroan Terbatas）を設立する必要がある（以下、外資の有限責任会社を「外資企業」とい

う。）。この Perseroan Terbatas は PT と略されインドネシア企業名の頭についていることがよくみ

られるものである。もっとも、インドネシアでの飲食及び食品小売事業の展開においては、フラン

チャイズによる展開、外国からインドネシアに対する製品の輸出のみとするなどなど事業拠点を設

けない形態での関わり方も存、する。本レポートでは有限責任会社での事業を中心に一部フランチ

ャイズの活用にも触れる。 

 

5.2 KBLI 番号 

 

インドネシアに会社設立を検討している日本企業にとって、「行おうとしている事業をインドネシア

で実施することができるのか。できるとして、どのような要件が課されるのか。」という点が肝要で

ある。インドネシアでは、その検討の出発点は、行おうとしている事業が、どのインドネシア標準

産業分類（KBLI： Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia）に該当するのかという点である。 

 

KBLI 番号とは、グループごとに事業を分類し、各事業につき 5 桁の番号（KBLI 番号）を付したも

のである。KBLI 番号は直近 2025 年 12 月に変更があり最新のものは中央統計局規則 2025 年 7 号に

定められるもの、いわゆる 2025 年版 KBLI 番号である29。 

 

例えば、レストラン業であれば KBLI 番号：56101、スーパーマーケットであれば KBLI 番号： 

47111 というように、事業ごとの KBLI 番号が振られている30。インドネシアの外資規制、許認可法

制は、KBLI 番号に紐づけされており、KBLI 番号が確定しないことには、外資規制や必要な許認可

を確定することはできない。このため、KBLI 番号の確定は、インドネシア投資を⾏う際の検討の出

発点となる重要なプロセスである。また、後述の通り、最低投資額にいても、会社が取得する KBLI

番号の数と紐づけられる形となっている。 

 

5.3 外資規制 

5.3.1 基本的な枠組み 

 

インドネシアの外資規制の大枠は投資法及び投資分野に関する大統領令により定められる。投資分

野に関する⼤統領令 2021 年 10 号により投資分野は以下のように分類されている。 

 
29 本レポート執筆時点（2026/3/24） 
30 2020 年版 KBLI 番号と 2025 年版 KBLI 番号では若干記述は異なるものの意図している事業内容は概ね同じと考えられる。 
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表 3：投資分野と規制 

 分野 内容 対応する別紙 

１ 禁止分野 投資が禁止される分野 ― 

２ 優先分野 税務上、関税上の優遇措置や、許認可手続きの簡素

化、支援インフラの提供、エネルギー、原材料、イ

ミグレーション、労働力の供給可能性の保証等の優

遇措置が与えられる分野 

別紙 I 

３ 中小零細企業留

保・協業分野 

コペラシ（協同組合）及び中小零細企業のために留

保されているか、コペラシ及び中小零細企業との協

業が必要となる分野 

別紙 II 

４ 条件付分野 外資規制（外資投資家の持分比率の上限等）が定め

られる分野（いわゆるネガティブリスト） 

別紙 III 

５ 上記いずれにも含

まれない分野 

 

全ての投資家が実施可能 ― 

 

以下では飲食・小売分野における外資企業の進出という観点から問題となる 3、中小零細企業留

保・協業分野と 4、条件分野について記述する。 

 

5.3.2 中⼩企業留保・協業分野 

 

中小零細企業留保分野には、①コペラシ及び中小零細企業のために留保されている分野（「中小零細

企業留保分野」」と、②コペラシ及び中小零細企業との協業が必要となる分野（「中小零細企業協業

分野」）とがある。 

インドネシアにおいて、外資企業は、大企業に分類される31。このため、中小零細企業留保分野に

ついては、外資企業は参入できない点に留意が必要である。 

中小零細企業協業分野については、外資の参入も可能であるが、中小零細企業・コペラシとの「協

業」が必要となる。 

中小零細企業留保分野及び中小零細企業協業分野に該当する事業の KBLI 番号については、「中小零

細企業留保・協業分野リスト」の形で、当該⼤統領令 2021 年 10 号別紙 IIとして定められている。 

 

5.3.3 条件付分野 

 

条件付分野に関する大統領令 2021 年 10 号別紙 III は、実務上、伝統的に「ネガティブリスト」と

呼ばれてきたものである。ネガティブリストでは、KBLI 番号ごとに、適用される外資規制の内容が

 
31 投資調整庁規則 2021 年 4 号 12 条 1 項 
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一覧表の形で示されている。このネガティブリストは、2020 年以前のものと比べると対象が 350 項

目から 46 項目へと大幅に縮減されている。また、飲食、食品小売事業については該当するものがな

い。 

 

5.4 最低資本金および投資額要件 

 

インドネシア特有の規制として、最低払込資本⾦・最低投資額に関する規制がある。これらの規制

は、外資企業の事業の実態と合致していない部分もあり、また改正も頻繁であることから、しばし

ば外国投資家の混乱を招く要因となっている。 

 

5.4.1 最低払込資本金 

 

インドネシアの外資企業の最低払込資本⾦は 25 億ルピア（約 2,400 万円）とされている32。 2021

年半ばから 2025 年前半ばまでは、外資企業の最低払込資本⾦は、100 億ルピア（約 9,500 万円）

とされていた33。 

 

5.4.2 最低投資額 

 

最低投資額とは、インドネシアの外資企業が、原則として、5 桁の KBLI 番号及び事業ロケーション

ごとに実施しなければならない土地・建物を除く 100 億ルピア（約 9,500 万円）の投資のことであ

る34。つまり、原則としては、KBLI 番号や事業ロケーションを 1 つ追加するごとに、追加で 100 億

ルピアの投資額が必要である。直近では飲食サービス業にかかる投資額についても規制緩和が実施

された35。 

 

従来、KBLI 番号の上 2 桁、1 事業ロケーションごとに土地・建物を除き 100 億ルピア（約 9,500 万

円）の最低投資が必要だったが、当該変更により事業ロケーションの定義が県（Kabupaten）または

市（Kota）ごとになった。この変更により、例えば従前は同じ県内に 3 店舗保有していれば店舗ご

とに 100 億ルピア（約 9,500 万円）の最低投資額が必要だったものが、同じ県内に複数の店舗を運

営した場合にも最低投資額 100 億ルピア（約 9,500 万円）のままとなり、小規模な事業者でも事業

展開が実施しやすくなった。なお、飲食サービス業においては KBLI 番号の上 2 桁が同じであれば最

低投資金額は増加しないことは従前通りである。例えば、レストラン業（KBLI 番号：56101）とカ

フェ業（KBLI 番号：56303）は上 2桁の KBLI 番号が同じである。 

 

 
32 投資省規則 2025 年 5 号 26 条 10 項 
33 投資調整庁規則 2021 年 4 号 12 条 7 項 
34 投資省規則 2025 年 5 号 26 条 2 項 
35 投資省規則 2025 年 5 号 26 条 3 項 b、4 項 
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なお、投資額とは、実態としては外資企業が支出をする金額のことを指す。また、財源は資本金に

限らず、負債、内部留保も活用することができる。 

 

当局が最低投資額について指摘をしてくる契機の一つは、四半期ごとに提出が義務付けられている

投資活動報告書（LKPM：Laporan Kegiatan Penanaman Modal）である。この投資活動報告書には投

資額について記載する箇所があり、投資省はこの数値を確認している36。初めて報告を行ってから 4

報告期間連続で投資実現額の増加がない場合、または準備段階において 4 報告期間連続で投資実現

額の増加がない報告を行った場合には、行政処分の対象となる可能性がある37。 

 

6. 会社設立と新規セットアップ 

 

6.1 有限会社の設立 

 

有限責任会社は、法務省から設立許可を取得することで完了する。会社設立までの流れは概ね以下

の通りである。 

 

会社設立証書（公正証書）の作成 

↓ 

公証人オフィスでの手続き（付属書類の作成を含む） 

↓ 

法務省への申請 

↓ 

設立許可証の発行 

 

 

6.1.1 会社設立証書の作成 

 

会社設立証書は、会社設立における最も重要な書類であり、設立時定款とそれ以外の部分で構成さ

れる。それ以外の部分は、発起⼈や設⽴時取締役、コミサリスに関する情報等が記載される38 。会

社設⽴証書は、インドネシアの公証⼈により、インドネシア語で作成される。 

 

 
36外資企業は、土地の取得・開発費用、建物・建設費用、機械・設備購入費用、その他の投資費用、運転資金という各構成要素に

応じた投資額を入力することとなる。 
37 投資省規則 2025 年 5 号 373 条 2 項。準備段階における投資活動報告とは、土地の取得・開発費用、建物・建設費用、機械・設

備費用、およびその他の投資費用に関する報告を指す。 

38 会社法 8 条 2 項において、会社設立証書には、設立証書に加えて、①発起人に関する情報（発起人 が⾃然人の場合には発起人の

正式な⽒名、生年⽉日、出生地、職業、住所、国籍、発起人が法人の場 合には名称、所在地、法務人権大臣の設立許可の番号及び

日付）、②設立時取締役、設立時コミサリ スの正式な⽒名、生年⽉日、出生地、職業、住所、国籍、③株主の名称、引受株式総

数、株式の額⾯ 価格を記載しなければならないとされている。 
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会社設⽴において、公証⼈が重要な役割を持つ。公証⼈は、定款の内容が会社法に合致しているか

を審査する権限を有する。各公証⼈は、会社法の内容をベースにした設⽴時定款のテンプレートを

作成していることが⼀般的である。発起⼈側で作成した設⽴時定款の内容が、公証⼈のテンプレー

トから逸脱している場合には、修正を求められることもある。⼀般的に、インドネシアの定款の⾃

由度はあまり⾼くなく、テンプレートを少し調整した程度のものに落ち着くことが多い。株主間の

特殊なアレンジ等については、株主間契約で規定しておき、定款には落とし込まないことが通常で

ある。 

 

6.1.2 公証⼈オフィスでの⼿続 

 

会社設⽴証書の内容が固まったら、公証⼈オフィスにおいて、発起⼈が、設⽴証書に署名する。た

だし、⽇本企業がインドネシアで会社を設⽴するにあたっては、通常は⾃らインドネシアに赴くこ

とはせず、代理⼈を選任することが⼀般的である。 

 

6.1.3 法務省への申請 

 

会社設⽴証書への署名が完了し、付属書類も揃ったら、公証⼈が法務省に対する設⽴申請を⾏う。

会社設⽴証書署名から法務省への設⽴申請までの期間は 60 ⽇以内でなければならない39が、一般的

には会社設立証書への署名当日から数日以内に完了する。 

 

6.1.4 設立許可証の発行 

 

公証⼈から法務⼈権省への設⽴申請後、早ければ即⽇設⽴許可証が発⾏される。設⽴許可証の発⾏

により、会社の設⽴が完了する40。 

 

 

6.2 会社設立後のセットアップ及び許認可の取得 

 

会社設⽴後に、事業を行う上では税務、⼈事労務、許認可等の観点から、様々なセットアップが必

要となる。 

 

 
39 会社法 10 条 1 項 
40 会社法 7 条 4 項 
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6.2.1 税務 

会社設立後、会社は納税者番号（NPWP）の取得が必要となる。納税者番号の取得が完了しなければ

許認可を取得するためのシステムである OSS システムへの登録ができない。納税者番号取得後に税

務システム（Coretax）への登録、VAT 課税業者（PKP）登録を行う。 

 

6.2.2 人事労務 

社会保険である健康保険（BPJS Kesehatan）及び労働保険（BPJS Ketenagakerjaan）の 2 つへの登

録を行う41。並行して就業規則、雇用契約を準備することになる。 

 

6.2.3 許認可 

許認可は OSS システム上で取得を進めることになる。「OSS システム」とは、「Online Single 

Submission システム」の略で、インドネシアの許認可を⼀元的に⾏うシステムである。インドネシ

アで事業を⾏うにあたり、OSS システムを使いこなすことが必須となっている。 OSS システムは、

当初、2018 年に導⼊後、システム上のマイナーチェンジが繰り返されながら運⽤されてきている。

許認可の取得は次の章を参照されたい。 

 

なお、銀行口座の開設は納税者番号と OSS システム内での事業者識別番号（NIB）を取得して初めて

可能となる。 

 

7. 許認可概要 

 

7.1. 概要 

 

原則として、OSS システムにて発行される。原則、許認可は KBLI 番号に紐づくとされており、2021

年以降「リスクベースの許認可」というコンセプトが導入されている。 

リスクベースの許認可とは、事業活動のリスクの高低に応じて、①事業者が取得する必要のある許

認可の種類及び、②監督の質・頻度を決定するというコンセプトである。リスクの度合いに応じて

事業を低リスク、中・低リスク、中・高リスク、高リスクに分類し、高リスクの事業についてのみ

ビジネスライセンスが必要とされている。低リスク、中・低リスク、中・高リスクについては、ビ

ジネスライセンスを取得する必要はなく、各分類に応じて、事業者識別番号（NIB：Nomor Induk 

Berusaha）やスタンダード証書を取得すれば足りることになった。許認可システムの簡易化・効率

化を企図したものであると説明されている42。これらは 2021 年導入時には政府規則 2021 年 5号に定

められていたが、直近では政府規則 2025 年 28 号にて変更に置き換えられている点に留意が必要で

ある。 

 

 
41 ジャカルタにおいては BPJS の他に JSHK（就労時間外保障）にも加入をする必要がある。 
42 政府規則 2021 年 5 号留意点冒頭書 
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7.2. リスク分類ごとに必要となる許認可 

 

全体像 

リスク分類ごとに必要な許認可は下表のとおりである43。細細は後述するが、低リスク事業と、

低・中リスク事業については、当局による事前の審査・確認は行われない。 

リスク分類 必要な許認可 

低リスク NIBのみ 

低・中リスク NIB及びスタンダード証書（事業者自身が作成） 

低・高リスク NIB及びスタンダード証書（政府が発行） 

高リスク ビジネスライセンス 

 

低リスク 

低リスク事業については、OSS システム上で必要情報を入力し、事業者識別番号（NIB：Nomor 

Induk Berusaha）を取得すれば足りる44。事業者識別番号（NIB）とは、事業者が事業を行うために

必要な識別番号である 。NIB を見れば、会社の基本情報（名称、住所、納税者番号、電話番号、e-

mail アドレス）に加え、会社が取得している KBLI 番号や、その会社が外資企業であるか否かを把

握することができる。 

 

中・低リスク 

中・低リスクの事業については、OSS システム上で、会社の基本情報を入力することに加えて、法

令に従って事業を行う旨の宣誓書を記入する。また、OSS システムと接続されている環境省システ

ム上で、環境承認を取得する。これらにより、OSS システム上、NIB とスタンダード証書が発行され

る。事業者は、これにより事業を行うことが可能になる。 

このように、中・低リスクの事業については、事業者の宣誓のみに基づきスタンダード証書が発行

され、事前に当局の審査・確認は介、しない。このため、中・低リスク事業については、許認可取

得が容易となっている。  

 

中・高リスク 

 
43 政府規則 2025 年 28 号 169 条 128、130～133 項 
44 政府規則 2025 年 28 号 220 条 1 項 
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中・高リスク事業については、スタンダード証書取得に際して、監督官庁による事前の「認証」

（Verification）が必要となる45。この点で、事業者の宣誓のみに基づきスタンダード証書が発行

される中・低リスク事業よりも監督が強化されている。 

中・高リスク事業についても、中・低リスク事業と同様に、OSS システム上でスタンダード証書が

発行されるが、この時点では、スタンダード証書は「未発効」である旨が記載される46。事業者

は、スタンダード証書を有効化するために、監督官庁による認証手続を行わなければならない47。 

 

高リスク 

高リスク事業については、事前にビジネスライセンスを取得しなければならない。事業者は、OSS

システムを通じて、各監督官庁が定めるビジネスライセンス取得のための要件を満たしている旨を

通知する48。各監督官庁は OSS システムによって転送された通知について49、事業者がビジネスライ

センス取得のための要件を満たしていることを認証した場合には、その旨を OSS システムに通知す

る50。これにより、OSS システム上、ビジネスライセンスが発行される51。 

 

7.3.  各事業がどのリスク分類に該当するかの判断 

ある事業がどのリスク分類に該当するかや、どのような許認可を取得する必要があるかについて

は、政府規則 2025 年 28 号の別紙に記載されている。これらの別紙では、KBLI 番号ごとに、リスク

分類や必要な許認可が一覧表の形で整理されている。このため、日本企業においては、実施してい

る事業・又は今後実施を検討している事業につき、これらの別紙に照らして、事業がどのリスク分

類に該当するか、どのような許認可を取得する必要があるのかにつき確認する必要がある。 

なお、現時点での最新 KBLI 番号は 2025 年版 KBLI 番号であることは上述の通りである。しかしなが

ら、OSS システム上は現時点でも 2020 年版 KBLI 番号が利用されている。よって、実務として現段

階で新しい KBLI 番号を取得する場合には、2020 年版 KBLI 番号及びそれに紐づく許認可を取得する

必要がある。また、許認可については 2025 年版 KBLI 番号が制定される半年ほど前に政府規則 2025

年 28 号として政府規則 2021 年 5 号を置き換えたばかりであり、現時点では 2025 年版 KBLI 番号に

紐づく許認可は制定されていない。もっとも、全ての KBLI 番号に変更があったわけではないが、以

下では 2020 年版 KBLI 番号と許認可を述べている点に留意されたい。 

 
45 政府規則 2025 年 28 号 132 条 2 項 
46 政府規則 2025 年 28 号 222 条 2 項、3 項 
47 
 政府規則 2025 年 28 号 222 条 4 項 
48 政府規則 2025 年 28 号 133 条 1 項、227 条 2 項 
49 政府規則 2025 年 28 号 227 条 5 項 
50 政府規則 2025 年 28 号 227 条 7 項 
51 政府規則 2025 年 28 号 228 条 
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8. 直接投資による事業展開において必要な許認可 

8.1 共通の許認可 

OSS システムで許認可を取得するにあたっては空間利用に関する計画と実施する活動が適合してい

ることを確定させた後、環境承認を取得する必要がある。 

 

空間利用適合 

空間利用適合（KKPR：Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang）には、各土地について許容される

土地の用途を定めた「空間利用計画」（Rencana Detail Tata Ruang）が OSS 上に入力された当該ロ

ケーションでの実施予定事業と適合しているかの確認を行う方法と、空間利用計画がシステム化さ

れていない場合に適合を確認する 2つの方法がある。適合が確認された際に発行される書類は、前

者は空間利用計画適合確認（KKKPR：Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ）と呼

ばれ、後者は空間利用計画適合承認（PKKPR：Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang）と呼ばれる。前者の場合はすぐに発行がされるが、後者の場合では発行に 1ヶ月以上かかる

場合もあるので注意が必要である。 

なお、各地方政府は、土地利用区分に関する細細な規制を定めた条例を有している。例えばジャカ

ルタでは、ディスコやホテルは、モスクなどの宗教施設、病院、および居住地域から離れた場所に

位置していなければならない。また、バー、ナイトクラブ、ディスコには、日曜から木曜は午後 8

時から午前 2時まで、金曜と土曜は午後 8時から午前 3時までといった特定の営業時間が定められ

ている52。 

現、、一部の地域の細細空間計画は、地方政府から提供されたデータの可用性に応じて、OSS シス

テム（https://OSS.go.id/rdtr-interaktif）から確認することが可能である。 

事業地と空間利用計画が適合していない場合には NIB が発行されないため、特に地方都市や路面店

などでの事業を検討している場合には事業実施前に空間利用計画を確認することが重要である。 

 

環境承認 

 

全ての事業活動はその内容に応じて適切な環境承認を得ることが義務付けられている53。環境承認

の種類は以下の通りである。 

 
52ジャカルタ首都特別州知事規則 2018 年 18 号 39 条 

53 投資調整庁規則 2025 年 5 号 147 条 3 項、および環境保護および管理に関する政府規則 2021 年 22 号 4 条。 

No. 環境承認の種類 概要 
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原則環境承認は実施される事業の内容、事業地のサイズによって規定される54。 

飲食サービスおよび小売店に関する敷地面積と延床面積ごとの取得すべき環境承認は以下の通りで

ある55。 

i. AMDAL：敷地面積 5ha以上、かつ／または延床面積 10,000㎡以上 

ii. UKL-UPL：敷地面積 1ha以上 5ha未満、かつ／または延床面積 5,000㎡以上 10,000㎡未満。  

iii. SPPL：敷地面積 1ha未満、かつ／または延床面積 5,000㎡未満。  

 

事業活動がモールやオフィスビルなど他者と共有する建物や商業・サービス複合施設内で行われる

場合、建物管理者または所有者がすでに空間利用適合、環境承認、建設許可、および機能適合証明

書を保持していれば、事業者は、当該建物または複合施設の管理組織・所有者の名義によるそれら

の書類を使用して、OSS システムを通じて許認可や後述するサポートライセンスの申請を進めるこ

とができる。 

 
54 厳密には地下水利用量、あるいは地表水（河川、湖沼、湧水等）の取水量といった特定の規定因子においても取得すべき環境承

認は変わる点に留意されたい 
55環境林業大臣規則 2021 年 4 号別紙 II 

1.  AMDAL (環境影響

分析) 

以下を含むがこれらに限定されない環境に重大な影響を及ぼす事業活

動に義務付けられる。 

(a) 地形や景観の変更 

(b) 再生可能または非再生天然資源の開発 

(c) 環境汚染、環境劣化、または天然資源の過剰利用・枯渇を招く可

能性のあるプロセスや活動 

2.  UKL-UPL (環境管

理・モニタリン

グプログラム) 

以下の事業活動に義務付けられる。 

(a) 環境に重大な影響を及ぼさないもの 

(b) 保護区域の外側、かつ隣接していない場所で行われるもの 

(c) AMDAL の取得義務の対象外であるもの 

3.  SPPL (環 境 管

理・モニタリン

グ誓約書) 

以下の事業活動に義務付けられる。 

(a) 環境に重大な影響を及ぼさないもの 

(b) マイクロまたは小規模事業に分類されるもの 

(c) UKL-UPL の取得義務の対象外であるもの 
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8.2 飲食サービス業 

8.2.1 KBLI 番号及び許認可 

 

KBLI：56101 (レストラン) 

この KBLI 番号には、常設の建物の一部または全部にて、敷地内で消費される飲食物を顧客の注文に

応じて調理・提供する活動が含まれる。 

 

項目 内容 

リスクレベル 中・高 

許認可 NIB 及びスタンダード証書（政府が発行） 

発行期間 14 日 

要件 スタンダード適用の準備に関するセルフアセスメント（Penilaian Mandiri 

Kesiapan Penerapan Standar）を保有 

義務 • 観光事業認証機関（LSPr）が発行するスタンダード証書の保有 

• 衛生管理適合証明書（SLHS）の保有 

• 外国人労働者を雇用する場合、外国人労働者利用計画（RPTKA）の保有 

サポートライセン

ス (PB-UMKU) 

• 衛生管理適合証明書（SLHS）【注：SLHS はサポートライセンスとされな

がらも取得が義務付けられていると考えられる。】 

• アルコール飲料直接販売宣誓書（SKPL）タイプ A、B、C 

• 獣医検問番号（NKV）。 

外資規制 なし 

2025 年版 KBLI の

規定  

56101（固定の建物内での食事提供） 

この KBLI 番号には、固定され、解体・移動・取り外しが不可能な建物の一

部または全部において、注文に応じた事前調理によるテーブルサービスの提

供、または顧客が事前に用意された展示（ビュッフェ）から料理を受け取る

形式で、顧客に食事サービスを提供する活動が含まれる。消費は、敷地内で

の食事、持ち帰り、または顧客の自宅への配送が可能である。 

この KBLI 番号には、以下の運営が含まれる。 

• レストラン  

• 食堂（Eateries）  

• カンティーン／カフェテリア  

• ファストフードレストラン  
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• テイクアウトレストラン  

また、この KBLI 番号には以下も含まれる。 

• 輸送機関（列車、巡航船、航空機など）内および輸送施設（空港、駅な

ど）内でのレストラン運営。ただし、レストランが輸送サービス提供者

の一部ではなく、独立したユニットである場合に限る。 

• ホテル内でのレストラン運営。ただし、レストランがホテルの機能の一

部ではなく、独立したユニットである場合に限る。 

• スーパーマーケット内のテイクアウトレストラン。ただし、スーパーマ

ーケットの独立したユニットによって運営されている場合に限る。 

• グルメレストランの運営。 

• アイスクリーム／ヨーグルト店の運営。 
 

 

2025年 5月以前は、政府規則2021年 5号によって、席数ごとにリスク分類と許認可が規定されてい

た。大企業（外資企業を含む）は 50 席以上の店舗しか許認可上の対象になっておらず、席数が 50

未満の小規模店舗には外資企業は参入できなかったと考えられる。また、席数によってリスクレベ

ルが中・高、高と分かれており必要な許認可が異なっていた。2025 年 6 月以降は、席数による分類

がなくなり、どの規模でもリスクレベルが中・高となり、中小零細が小規模レストランを開業する

にあたっての許認可取得のハードルが上がった（以前は低、中・低リスクも存、した）一方、外資

企業にとっては規制が緩和されたと言える。 

 

56303 (喫茶店・カフェ)  

この KBLI 番号には、主として敷地内で消費するための温かい飲み物や冷たい飲み物を提供する事業

活動が含まれる。事業は、常設の建物の一部または全部で運営され、準備や保管のための設備や施

設の有無、あるいは監督当局から喫茶店としての正式な指定を受けているかどうかにかかわらず行

われる。なお、この分類は飲み物のみを販売する施設にのみ適用される。実務上、食事も提供する

喫茶店やカフェはレストラン（56101）のカテゴリーに分類される。 

項目 内容 

リスクレベル 中・低 

許認可 NIB およびスタンダード証書 

発行期間 自動的に発行  

要件 - 

義務 ・LSPr（特に外資企業）が発行するスタンダード証書を保有すること 

・施設、組織構造および人材、サービス、事業製品、事業管理システムを

含む、喫茶店・カフェの事業スタンダード適用の準備に関するセルフアセ
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スメント文書（Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar 

Usaha Rumah Minum/Kafe）を保有すること 

・衛生管理適合証明書（SLHS）を保有すること 

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

・衛生管理適合証明書（SLHS） 

・アルコール飲料直接販売声明書（SKPL）タイプ A、または Bおよび C 

・および/または、獣医検問番号（NKV） 

外資規制 - 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

56303 (喫茶店・カフェ)  

この KBLI 番号には、主として敷地内で消費するための温かい飲み物や冷

たい飲み物を提供する事業活動が含まれる。 

事業は、準備や保管のための設備や施設の有無にかかわらず、常設の建物

の一部または全部で運営される。 
 

 

レストランとカフェについて、 

 

 

56301 (バー) 

この KBLI 番号には、事業所において一般向けにアルコール飲料、非アルコール飲料、および軽食を

提供し、関連政府機関から許可を得ている事業が含まれる。 

項目 内容 

リスクレベル 中・高  

許認可 NIB およびスタンダード証書（政府が発行） 

発行期間（許認

可） 

14 日間  

要件 スタンダード適用の準備に関するセルフアセスメント文書（Dokumen 

Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar）を保有すること。 

義務 ・LSPr が発行するスタンダード証書を保有すること。 

・健康適格証明書（Sertifikat Laik Sehat、「SLS」）を保有すること。 

サポートライセン

ス (PB-UMKU) 

・健康適格証明書（SLS）。 

・および/または、SKPL タイプ A、または Bおよび C。 

外資規制 - 
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2025 年度 KBLI 番

号の規定 

56301 (バー)  

この KBLI 番号には、主にアルコール飲料（スピリッツ、ビール、ワイン、ウ

ィスキーなど）および非アルコール飲料を提供する活動が含まれる。 

この KBLI 番号には以下も含まれる： 

• 主に飲料を提供するビーチクラブ。 

• 列車や船舶などの輸送機関内で、別個のユニットとして運営されるバ

ー活動。 
 

 

56302 (主に飲料を提供するナイトクラブまたはディスコ) 

この KBLI 番号には、主な活動として飲料の提供を行う取り組みが含まれ、ダンスのための場所や設

備、ライブミュージック、追加サービスとしてのライトショーのアトラクション、およびホステス

も提供される。 

項目 内容 

リスクレベル 中・高  

許認可 NIB およびスタンダード証書（政府が発行） 

発行期間 14 日間  

要件 スタンダード適用の準備に関するセルフアセスメント文書（Dokumen 

Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar）を保有すること 

義務 ・LSPr が発行するスタンダード証書を保有すること 

・健康適格証明書（SLS）を保有すること 

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

・健康適格証明書（SLS） 

・および/または、SKPL タイプ A、または Bおよび C 

外資規制 - 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

56302 (主に飲料を提供するナイトクラブまたはディスコ)  

この KBLI 番号には、主な活動として飲料の提供を行う取り組みが含ま

れ、ダンスのための場所や設備、ライブミュージック、追加サービスとし

てのライトショーのアトラクション、およびホステスも提供される。 

 

56210 (イベントケータリング) 

この KBLI 番号には、顧客との契約に基づいて食品サービスを提供する活動が含まれ、場所は特定の

イベントのために顧客によって決定される。この KBLI 番号は、事務所、祝典、パーティー、セミナ

ー、会議、および同様のイベントのための注文を通じて手配される調理済み（Ready-to-Consume：
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そのまま食べられる）食事を提供する事業を対象としている。通常、食事は職場やイベント会場な

どに届けられ、イベント中はゲストや参加者に給仕するウェイターが同行する。 

項目 内容 

リスクレベル 中・高  

許認可 NIB およびスタンダード証書（政府が発行） 

発行期間 14 日間  

要件 スタンダード適用の準備に関するセルフアセスメント（Penilaian 

Mandiri Kesiapan Penerapan Standar）を保有すること。 

義務 ・観光事業認証機関（LSPr）が発行するスタンダード証書を保有するこ

と。 

・衛生管理適合証明書（SLHS）を保有すること。 

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

衛生管理適合証明書（SLHS）  

外資規制 - 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

56210 (イベントケータリング)  

この KBLI 番号には、顧客との契約に基づいて食品サービスを提供する活

動が含まれ、場所は特定のイベントのために顧客によって決定される。 

この KBLI 番号は、事務所、祝典、パーティー、セミナー、会議、および

同様のイベントのための注文を通じて手配される調理済み（そのまま食べ

られる）食事を提供する事業を対象としている。 

通常、食事は職場やイベント会場などに届けられ、イベント中はゲストや

参加者に給仕するウェイターが同行する。 

この KBLI 番号には以下は含まれない： 

• 再販を目的とした腐敗しやすい食品の製造（グループ 10750 を参

照）。 

• 腐敗しやすい食品の小売（グループ 472 を参照）  
 

 

56290 (期間限定のケータリング) 

この KBLI 番号には、一定期間の顧客との契約に基づいて食品サービスを提供するケータリング活動

が含まれる。具体的には、輸送会社向けの食品サービス請負、譲渡契約に基づくスポーツ施設や同

様の施設（工場、事務所、病院、学校の食堂など）でのケータリング、および家庭向けのケータリ
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ングサービスを対象としている。この KBLI 番号には、石油掘削現場や鉱山、病院、輸送サービスに

おいて長期的なサービスを提供する産業用ケータリングサービスが含まれる。 

項目 内容 

リスクレベル 中・高  

許認可 NIB およびスタンダード証書（政府が発行） 

発行期間 14 日間  

要件 スタンダード適用の準備に関するセルフアセスメント（Penilaian 

Mandiri Kesiapan Penerapan Standar）を保有すること。 

義務 ・LSPr が発行するスタンダード証書を保有すること。 

・衛生管理適合証明書（SLHS）を保有すること。 

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

衛生管理適合証明書（SLHS）  

外資規制 - 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

56290 (Other Catering その他のケータリング)  

この KBLI 番号には、特定の期間、顧客との契約に基づいてその他の食品

サービスを提供する活動が含まれ、スポーツ施設やその他の同様の会場に

おける契約ケータリングサービスが含まれる。 

食事はクライアントの敷地内で直接準備されるか、または集中ユニットで

準備される。 

この KBLI 番号には以下も含まれる： 

• 食品サービス請負業者の活動（例：輸送会社向け）。 

• 石油リグ、鉱山現場、病院、輸送サービスにおいて長期的な食料

供給を行うケータリングサービス。 

• スポーツ施設および同様の施設における契約に基づいたケータリ

ングサービス。 

• 譲渡ベースでの食堂（カンティーン）またはカフェテリア活動

（例：工場、事務所、病院、または学校向け）。 

• 家庭に奉仕するケータリングサービス。 

• 栄養価の高い食品を提供し、対象グループに配布するサービス。 

• レストラン／クラウドキッチン向けの食品サービス請負業者。 
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この KBLI 番号には以下は含まれない： 

• 再販を目的とした腐敗しやすい食品の生産（グループ 10750 を参

照）。 

• 腐敗しやすい食品の小売（グループ 472 を参照）  
 

 

8.2.2 観光事業スタンダード証書 

 

KBLI 番号 56101（レストラン）、56303（喫茶店・カフェ）、56301（バー）、56302（主に飲料を提供

するナイトクラブまたはディスコ）、56210（イベントケータリング）、および 56290（期間限定のケ

ータリング）に適用される。 

観光大臣規則 2025 年 6号に基づき、対象となる事業活動は、それぞれの事業リスクに応じて、観光

事業標準認証機関が発行する観光事業スタンダード証書を取得することが義務付けられている。観

光事業スタンダード証書の充足は、遅くとも許認可が有効化されてから 1年以内に行う必要がある
56。 

当該証明書は、事業者が事業を継続する限り有効である57。観光省が認定した認証機関の一覧は、

専用のウェブサイト（https://sisupar.kemenparekraf.go.id/daftar-lsup）から確認することがで

きる。 

 

8.2.3 食品衛生関連のライセンス 

 

KBLI番号56101（レストラン）、56303（喫茶店・カフェ）、56301（バー）、56302（主に飲料を提供す

るナイトクラブまたはディスコ）、56210（イベントケータリング）および56290（期間限定のケータ

リング）に適用される。保健大臣規則2025年11号6条3項に基づき、環境衛生サービスの運営・商業

支援を対象とする補助許認可には、衛生管理適合証明書（SLHS）および衛生適格証明書（SLS）が含

まれる。 

保健サブセクターにおける環境衛生サービスの運営および商業支援を目的としたサポートライセン

ス（PB-UMKU）には、以下の証明書が含まれる。 

 

a. 衛生管理適合証明書（SLHS：Sertifikat Laik Higiene Sanitasi） 

b. 衛生適格証明書（SLS：Sertifikat Laik Sehat） 

 

同大臣規則において、衛生管理適合証明書は、調理済み即席食品の品質基準および衛生要件に対す

る食品安全基準への適合を証明する文書として位置づけられている。レストラン、ケータリングサ

ービス、屋台、カフェ（観光地内の店舗を含む）など、食品加工施設（TPP：Tempat Pengolahan 

Pangan）を運営するすべての事業者は、この衛生管理適合証明書を取得する義務がある。 

 
56 2025 年観光大臣規則 6 号 5 条 2 項 

57観光・創造経済大臣／観光創造経済局長規則 2021 年 18 号 10 条 1 項。 

https://sisupar.kemenparekraf.go.id/daftar-lsup
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SLHSの申請に必要な書類には、一般的に以下のものが含まれる。 

1. 事業基本番号、スタンダード証書、および／または現行の法規制に準じた事業許可証。 

2. 環境衛生検査を用いた、調理済み即席食品の健康要件充足に関する表明書（自己評価）。 

3. 食品加工施設の管理者・責任者および食品取扱者のための、食品衛生講習証明書または職業

能力証明書。 

4. 必要な人数の食品取扱者またはダム・オペレーターの訓練証明書、または認可された認証機

関が発行した能力証明書。 

5. 医療施設が発行した食品取扱者またはダム・オペレーターの健康証明書。 

6. 保健省が定める様式を用いて実施され、最低スコア80点以上で健康要件を満たしていること

を示す環境衛生検査の結果。 

7. 認定試験所または地方政府が指定した試験所が発行した、調理済み即席食品の検査結果。 

8. 政府試験所または認定試験所が発行した、調理済み即席食品の糖分、塩分、および総脂肪含

有量の検査結果。 

 

一方、衛生適格証明書は、環境衛生検査および環境媒体の品質に関する試験所検査に基づく、環境

衛生品質基準および要件への適合性の証明として機能する。SLSは、宿泊施設、娯楽施設、レクリエ

ーション施設、およびスポーツ施設など、訪問者に調理済み即席食品を提供する食品加工施設に適

用される。 

 

衛生適格証明書の申請に必要な書類には、一般的に以下のものが含まれる。 

1. 宿泊、レクリエーション（スパや公衆浴場を含む）、娯楽、およびスポーツ施設に関する許

認可。これには、現行の法規制に準じた事業基本番号（NIB）、スタンダード証書、および／

または事業許可証が含まれる。 

2. SLHSの技術要件に適合した、調理済み即席食品の安全講習証明書。 

3. 認定機関が発行した、清掃責任者（クリーニング・オフィサー）の講習証明書。 

4. 宿泊、レクリエーション（スパや公衆浴場を含む）、娯楽、およびプールを含むスポーツ施

設の管理外にある食品加工施設（TPP）を対象とした、SLHSおよび調理済み即席食品の安全

講習証明書。 

5. 環境衛生検査（IKL）フォームを用いた、宿泊・娯楽・レクリエーション・スポーツ施設の

各要件への適合証明。 

6. 現行の法規制に基づき、認定試験所または地方政府が指定した試験所が発行した、環境衛生

品質基準に関する検査結果。 

7. 現行の法規制に基づき、認定試験所または地方政府が指定した試験所が発行した、環境衛生

品質基準に準拠したプール、スパ、および公衆浴場の水質検査結果。 

 

衛生管理適合証明書および衛生適格証明書は、いずれも保健省の情報システムと統合された OSS シ

ステムを通じて電子的に処理され、30営業日以内に発行される。すでに SLS を保持している事業体

は、食品加工施設が同じ管理下かつ同じ事業場所で運営されている場合に限り、SLHS の取得義務を

免除される。 
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8.2.4 レストランにおけるアルコールに関する規制 

 

KBLI 番号 56101（レストラン）、56303（喫茶店・カフェ）、56301（バー）および 56302（主に飲料

を提供するナイトクラブまたはディスコ）に適用される。 

 

アルコール飲料は以下の 3つのグループに分類される：58 

a. グループA：エチルアルコールまたはエタノール含有量が5%までの飲料。 

b. グループB：エチルアルコールまたはエタノール含有量が20%までの飲料。 

c. グループC：エチルアルコールまたはエタノール含有量が55%までの飲料。 

 

直接消費を目的とした販売は、ホテル、レストラン、バー、および市長または知事によって決定さ

れた指定エリアにおいてのみ許可される。販売は身分証明書を提示した 21 歳以上の消費者に限定さ

れる59。 

グループ A のみを直接販売する場合には、アルコール飲料直接販売説明書（SKPL-A）が必要であり、

グループ B および C を販売する場合には SKPL B&C が必要となる60。各説明書は 1 店舗につき 1 件有

効で61、有効期間は最大 3年間である62。 

 

ア ル コ ー ル 飲 料 直 接 販 売 説 明 書 は 、 商 業 省 の 情 報 シ ス テ ム （INATRADE、

https://inatrade.kemendag.go.id/）と統合された OSS システムを通じて電子的に処理されるが、

SKPL B&C は、地方自治体のワンストップ投資・統合サービス機関（Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu、略称「DPMPTSP」）を通じて処理される。 

 

8.2.5 ハラール認証 

KBLI 番号 56101（レストラン）、56303（喫茶店・カフェ）、56210（イベントケータリング）および

56290（期間限定のケータリング）に適用される。 

インドネシアの領土内に流入、流通、および取引される製品は、ハラーム（禁止）な成分や工程を

含む製品を除き、ハラール証明書を取得することが義務付けられている63 。その結果、ハラームな

成分を含む製品は、非ハラールである旨の表示を行うことが義務付けられている。 

中規模および大規模事業者にとって、食品、飲料、殺製品、およびと畜サービスに関するハラール

認証要件の段階的な実施は、2019 年 10 月 17 日から 2024 年 10 月 17 日まで適用される。これは、

 
58 アルコール飲料の調達、流通、および販売の管理・監督に関する 2014 年商業大臣規則 20/M-DAG/PER/4/2014 号（2021 年商業

大臣規則 20 号により最終改正、「2014 年商業大臣規則 20 号」）2 条。 

59 2014 年商業大臣規則 20 号 15 条。 

60 2014 年商業大臣規則 20 号 18 条、および商業分野におけるリスクベース許認可の実施における事業活動基準および／または製

品・サービス基準に関する 2025 年商]業大臣規則 33 号（「2025 年商業大臣規則 33 号」）との併読に基づく。 

61 2014 年商業大臣規則 20 号 19 条 

62 2014 年商業大臣規則 20 号 24 条 

63 ハラール製品保証の実施に関する 2024 年政府規則 42 号（「2024 年政府規則 42 号」）2 条 1 項および 2 項。 
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2024 年 10 月 17 日以降、レストランを含む食品および飲料製品は、ハラール要件を満たす（すなわ

ち、ハラール証明書を取得する）必要があることを意味する。 

製品に対してハラール証明書が発行される前に、その製品はまずハラール検査機関（LPH）による検

査を受け、ハラール製品保証実施機関（BPJPH）が定めた基準への適合性を確認しなければならない。

ハラール証明書は、ハラール製品保証実施機関による発行日から有効であり、製品の原料、ハラー

ル生産工程に変更がない限り、引き続き有効である。そのような変更が生じた場合、事業者はハラ

ール証明書を更新しなければならない。 

レストラン、カフェ、およびケータリングサービスを含む飲食サービスは、ハラール認証を必要と

する製品に関する宗教大臣決定 2021 年 748 号に基づき、ハラール認証が必要な食品製品として分類

されている。 

認証に関するガイドラインは、ハラール製品保証実施機関局長決定2023年78号で規定されている。

例えば、この決定に基づき、認証を受けるためには、ハラール認証を受けた施設は、ハラール製品

と非ハラール製品の場所、工程、および器具を分離することが義務付けられている。具体的には、

厨房、保管場所、提供場所などが対象となる。 

 

8.2.6 火災安全に関する規制 

 

建物には、建築および構造コンポーネントの規定、給水へのアクセス、煙制御システム、消火シス

テム、および火災検知システムを含むがこれらに限定されない、火災防護システムを設置すること

が義務付けられている64。 

建物の所有者は、受動的防火システム（建築コンポーネントおよび構造、消火のための水のアクセ

スと供給、避難施設など）、能動的防火システム（消火システム、検知システム、火災報知および通

信システム、煙制御、および火災制御センターなど）、および火災管理に関する技術的要件を遵守す

ることが義務付けられている65 。さらに、落雷の危険から保護するために、建物には避雷システム

を計画、設置、および管理することが義務付けられている。これには、外部避雷システム（受雷部、

引下げ導線、接地、および監視システムなど）および内部避雷システム（雷電流の影響に対する電

子機器の保護を構成するもの）が含まれる66。 

火災安全のより技術的な側面は、建物および環境における火災防護に関する技術的要件に関する

2008年公共事業大臣規則26/PRT/M/2008号で規定されている。例えば厨房については、ホテル、レス

トラン、またはカフェの調理エリアの機械排気システムは、建物の他の部分に供するシステムから

独立していなければならないと規定されている。また、システムは以下の要件も満たさなければな

らない67：  

a. フードおよび排気筒は、保護されていない可燃物から最低500mmの離隔距離を確保しなけれ

ばならない。 

b. 排気ガスは外部に放出されなければならず、空気取り入れ口から少なくとも5メートル離れ

 
64 建築物に関する 2002 年法律 28 号の実施に関する政府規則 2021 年 16 号（「政府規則 2021 年 16 号」）30 条。 

65 政府規則 2021 年 16 号 31 条。 

66 政府規則 2021 年 16 号 33 条。 

67 建物および環境における火災防護に関する技術的要件に関する 2008 年公共事業大臣規則 26/PRT/M/2008 号の別表 5.8.1.7 項。 
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ていなければならない。 

c. 排気筒が厨房の外部に設置される場合、排気筒は構造的に保護されるか、または通過する部

屋の耐火定格と同等以上の耐火定格を提供するように建設されなければならない。耐火定格

が高い方の基準が適用される。その定格は、排気筒および構造物の内部と外部の両方の火災

曝露に適用されなければならない。上昇気流筒をレンガ造りのピット内で保護する必要があ

る場合、排気筒は、排気筒またはその他のサービス設備を含むピット内の独立した区画に設

置されなければならない。 

d. 厨房の排気筒への防火ダンパーの設置は許可されない。 

e. 厨房の機械排気システムに火災防護システムを設置する必要がある場合、その型式、設置、

追加設備などは、適用される規制を遵守しなければならない。 

 

8.3 飲食品小売（オフライン） 

8.3.1 KBLI 番号及び許認可 

 

47111 (主に食品、飲料、またはタバコを中心とした、ミニマーケット/スーパーマーケット/ハイパ

ーマーケットにおける各種商品の小売業) 

この KBLI 番号には、主に食料品/食品、飲料、またはタバコなど、さまざまな種類の商品を固定価

格で販売する小売業が含まれる。顧客は自分たちで商品を選択し、レジ（セルフサービス/スーパー

マーケット）で支払いを行う。加えて、家庭用品、子供用玩具、衣類などの特定の非食品項目を販

売することもある。例として、ミニマーケット、スーパーマーケット、またはハイパーマーケット

が含まれる。 

項目 内容 

リスクレベル 低 

許認可 NIB  

発行期間 自動的に発行  

要件 - 

義務（ミニマーケッ

ト） 

1. 小売店分野の法規制の規定に従って設立すること。  

2. 小売店分野の法規制の規定に従い、小売店店舗の所有制限を遵守する

こと。  

3. マイクロ企業または小企業とパートナーシップを結ぶこと。  

4. 法規制の規定に従い、商業大臣へ報告書を提出すること。  

5. 法規制の規定に従って定められた営業時間を遵守すること。  
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6. 商品供給のための協力において、マイクロ・小・中堅企業（中小零細

企業）を関与させること。  

7. 国内産商品を提供すること。  

8. 自社の小売店ブランドを使用する場合、当該小売店は以下を行うもの

とする： 

  a. 商品が知的財産分野の法規制の規定を遵守していることを保証する

責任を負う。  

  b. 中小零細企業によって製造された商品の、自社製品およびブランド

の開発を育成する。 

義務（スーパーマー

ケット） 

1. 小売店分野の法規制の規定に従って設立すること。  

2. マイクロ企業または小企業とパートナーシップを結ぶこと。  

3. 法規制の規定に従い、商業大臣へ報告書を提出すること。  

4. 法規制の規定に従って定められた営業時間を遵守すること。  

5. 商品供給のための協力において、中小零細企業を関与させること。  

6. 国内産商品を提供すること。  

7. 自社の小売店ブランドを使用する場合、当該小売店は以下を行うもの

とする： 

  a. 商品が法規制の規定（知的財産分野）を遵守していることを保証す

る責任を負う。  

  b. 中小零細企業によって製造された商品の、自社製品およびブランド

の開発を育成する。 

義務（ハイパーマー

ケット） 

1. 小売店分野の法規制の規定に従って設立すること。  

2. マイクロ企業または小企業とパートナーシップを結ぶこと。  

3. 法規制の規定に従い、商業大臣へ報告書を提出すること。  

4. 法規制の規定に従って定められた営業時間を遵守すること。  

5. 商品供給のための協力において、中小零細企業を関与させること。  

6. 国内産商品を提供すること。  

7. 自社の小売店ブランドを使用する場合、当該小売店は以下を行うもの

とする： 
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  a. 商品が法規制の規定（知的財産分野）を遵守していることを保証す

る責任を負う。  

  b. 中小零細企業によって製造された商品の自社製品およびブランドの

開発を育成する。 

サポートライセンス

（PB-UMKU） 

1. 原材料および/または補助材料の供給センターとしての指定。  

2. 化粧品の流通許可（Izin Edar）。  

3. 化粧品通知申請者としての推奨。  

4. 流通経路における加工食品安全管理へのコミットメント充足証明書。  

5. 流通経路における加工食品安全管理の充足証明書。  

6. 化粧品の非臨床試験実施の承認。  

7. 化粧品の臨床試験実施の承認。  

8. 植物性生鮮食品の適正な取り扱い実施証明書（SPPB-PSAT）。  

9. 海外生産生鮮食品の流通許可（PSAT-PL）。  

10. 国内生産生鮮食品の流通許可（PSAT-PD）。  

11. 小規模国内生産生鮮食品の登録（PSAT-PDUK）。  

12. 動物性製品の登録。  

13. NKV（獣医検問番号）。 

外資規制 ミニマーケット（中小零細企業および協同組合のために留保される）。  

2021 年政府規則 29号 87 条に基づき、ミニマーケットは売場面積 400 ㎡ま

で、スーパーマーケットは 400 ㎡超 5000 ㎡まで、ハイパーマーケットは

5000 ㎡超と分類される。 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

47111（セルフサービスシステムによる、主に食品、飲料、またはタバコ

を中心とした各種商品の小売業）  

 

この KBLI 番号には、あらかじめ定められた価格での、主に食料品、食

品、飲料、またはタバコの小売販売が含まれる。顧客は自身で商品を選

び、レジ（セルフサービス）で支払いを行う。加えて、家庭用家具、子供

用玩具、医薬品、医療機器、衣類などの非食品項目の小売販売も含む場合

がある。しかし、小売販売は依然として食品、飲料、またはタバコが主流

である。例として、ミニマーケット、スーパーマーケット、またはハイパ

ーマーケットがある。 
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留意点 サポートライセンスに関して、番号 1、2、3、6、7、8、9、10、11、およ

び 12に記載された許可は、製造者が取得すべき義務である。しかし、小

売店主は、製品の供給者がこれらの許可を遵守していることを確認する必

要がある。 

 

 

47112 (ミニマーケット/スーパーマーケット/ハイパーマーケット以外での、主に食品、飲料、また

はタバコを中心とした各種商品の小売業（伝統的店舗）) 

この KBLI 番号には、セルフサービス店、スーパーマーケット、ミニマーケット、またはハイパーマ

ーケット以外の建物内で行われる、主に食料品、食品、飲料、またはタバコといった各種日用品の

小売業が含まれる。衣類、家庭用品、子供用玩具などの非食品項目を販売することもある。典型的

な例としては、主要な商品を販売する伝統的な食料品店（ワルン）がある。 

項目 内容 

リスクレベル 低  

許認可 NIB  

発行期間 自動的に発行  

要件 該当なし  

義務 商業大臣に事業活動報告書を提出すること  

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

1. 原材料および補助材料の供給センターとしての指定。  

2. 化粧品の非臨床試験実施の承認。  

3. 化粧品の臨床試験実施の承認。  

4. 化粧品の流通許可。  

5. NKV（獣医検問番号）。  

6. 化粧品通知申請者としての推奨。  

7. 流通経路における加工食品安全管理へのコミットメント充足証明書。 

外資規制 なし  

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

47112（セルフサービスシステム以外での、主に食品、飲料、またはタバ

コを中心とした各種商品の小売業）  

この KBLI 番号には、セルフサービス/ミニマーケット/スーパーマーケッ

ト/ハイパーマーケットシステムを通さない、主に食料品、食品、飲料、

またはタバコといった各種日用品の小売販売が含まれる。さらに、衣類、

家庭用品、子供用玩具などのいくつかの非食品項目の販売を伴うこともあ
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り、例として伝統的な食料品店（warung）や主要商品を販売する店舗を通

じて行われる。 

留意点 サポートライセンスに関して、番号 5および 7に記載された許可を除き、

他の許可は製造者が取得すべき義務であるが、小売店主は製品の供給者が

これらの許可を遵守していることを確認する必要がある。 

 

上に記載した通り、KBLI 47112 に関しては、大規模事業体や外資企業がこの活動を行うことを禁止

する規制はないが、より伝統的な小規模店舗向けに留保されている。したがって、セルフサービス

店を運営する大規模事業体には、本来 KBLI 47111 の方が適している。 

 

47221 (アルコール飲料の小売業) 

 

この KBLI 番号には、蒸留酒（ウィスキー、ジェネヴァ、ブランデー、ジン、アラック、ラム、サケ、

トゥアック）、ワイン、および麦芽ベースの飲料（ビール、エール、スタウト、テムラワック）など、

建物内で販売され、敷地外で消費されるアルコール飲料を専門に扱う小売業が含まれる。 

項目 内容 

リスクレベル 高  

許認可 NIB およびライセンス（アルコール飲料小売業者説明書、または「SKP-

A」）  

発行期間（許認可） 5 日間  

要件 1. スーパーマーケット/ハイパーマーケットとしての許認可、または地方

自治体の長（Bupati または市長、ジャカルタ特別州においては州知事）

によってグループ Aアルコール飲料を販売する小売施設として規定された

その他の指定場所であること。  

2. 登録済みのディストリビューターまたはサブディストリビューターか

らのアルコール飲料小売業者任命書。  

3. 事業所、地の郡/市事務所による実地検査の議事録。 

義務 1. 少なくとも 21 歳以上の消費者に販売し、スタッフまたは販売員が接客

すること。  

2. 販売地点での消費を禁止すること。  

3. アルコール飲料を他の製品と一緒にせず、指定されたエリアまたは個

別のエリアに配置すること。  

4. SKP-A のデータまたは情報に変更がある場合は、SKP-A の変更届を提出

すること。 
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サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

1. 原材料および補助材料の供給センターとしての指定。  

2. 流通経路における加工食品安全管理の充足証明書。 

外資規制 なし  

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

47221 (アルコール飲料の小売業)  

この KBLI 番号には、敷地内で直接消費されない建物内でのアルコール飲

料の小売販売が含まれる。具体的には、蒸留酒（ウィスキー、ジェネヴ

ァ、ブランデー、ジン、アラック、ラム、サケ、ヤシ酒）、ワイン、麦芽

ベースの飲料（ビール、エール、スタウト、ジャワジンジャー）などであ

る。これらの活動は、建物内、または歩道、店舗のポーチ、移動可能で柔

軟な市場の屋台、およびインターネットを含むその他のメディアなどの場

所で行うことができる。 

留意点 サポートライセンスの 1は、製造者のみに義務付けられる。 

商業大臣規則 2025 年 33 号に基づき、セルフサービス店がアルコールを販売するためには KBLI 番号 

47221 を取得することが義務付けられている。 

 

8.3.2 獣医検問番号 

生の動物性製品を商業的に販売するセルフサービス店（例：精肉コーナー）は、当該製品の品質基

準を確保するために獣医検問番号（NKV：Nomor Kontrol Veteriner）を取得することが義務付けら

れている。さらに、セルフサービス店は、獣医検問番号を保有する施設から動物性製品を調達しな

ければならない68。 

 

8.3.3 流通経路における加工食品安全管理システム 

 

流通経路における加工食品安全管理システム（SMKPO：Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan 

di Sarana Peredaran）は、食品サプライチェーン全体を通じたリスクベースの自主的な監視により、

加工食品の安全と品質を確保するために設計・開発されたシステムである69 。事業者は、加工食品

の流通活動を行う際に流通経路における加工食品安全管理システムを実施しなければならない70。 

ミニマーケットを運営する事業者は流通経路における加工食品安全管理システムコミットメント充

足証明書を取得し、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットを運営する事業者は流通経路に

おける加工食品安全管理システム標準充足証明書を取得するものとする71。 

流通経路における加工食品安全管理システムコミットメント充足証明書および流通経路における加

 
68 動物性製品事業ユニットの獣医検問番号認証に関する農業大臣規則 2020 年 11 号 

69 流通経路における食品安全管理システムの実施に関する 2021 年食品医薬品監督庁（BPOM）規則 21 号 1 条 3 号 

70 BPOM 規則 2021 年 21 号 2 条 

71 BPOM 規則 2021 年 21 号 4 条および 10 条 
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工食品安全管理システム標準充足証明書の有効期間は5年間である72。 

 

8.3.4 小売店の流通製品に関する責任 

製造ライセンスおよび流通許可（Izin Edar）は、製造業者や輸入業者、あるいは卸売業者が取得す

る必要がある。小売店の事業主自身は、これらを取得する義務はないが、例えば流通許可が付帯し

ていない製品などを流通させ、その結果として消費者に危害を及ぼした場合には、刑事責任を問わ

れる可能性がある73。 

 

8.3.5 セルフサービス店としての要件 

 

営業時間 

一般的に、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、平日は午前10時〜午後10時、週末は

午前10時〜午後11時の営業時間を遵守する必要がある74 。祝日やその他の特別な状況については、

地方政府が別途営業時間を定めることができる75。 

 

供給業者（ディストリビューター）との書面による合意 

セルフサービス店を運営する事業者は、商品の供給業者とインドネシア語による書面での合意を締

結することが義務付けられている76。 商品供給業者との合意には、少なくとも以下の取引条件を含

める必要がある77：  

• 供給業者に対して課すことができる手数料は、商品の販売に直接関連するものに限定される。 

• 課される手数料の額は、通常の割引を除いた取引条件コスト全体の最大15%（15パーセント）

とする。 

• 供給業者とセルフサービス店は、新規および既存の商品について、合意された期間のプロモ

ーション計画を共同で策定するものとする。 

• 独自の商品の配送が可能な供給業者に対し、両者が合意した基準（時間、品質、価格、数量）

を満たしている限り、セルフサービス店の配送サービスの使用を強制してはならない。 

• 供給業者が数量や納期を守れなかった場合、制裁の対象となる可能性がある。 

• セルフサービス店が支払期限を守れなかった場合、制裁の対象となる可能性がある。 

• 上記の制裁は、当事者間の合意に従って課されるものとする。 

• 新たに市場に投入された商品について、3カ月以内の評価の結果、相互に合意した販売目標

を達成できなかった場合、セルフサービス店は供給業者に制裁なしで商品を返品することが

 
72 BPOM 規則 2021 年 21 号 21 条 

73 食品に関する 2012 年法律 18 号 140 条、および消費者保護に関する 1999 年法律 8 号 8 条 1 項 

74 商業の組織化に関する政府規則 2021 年 29 号（以下「政府規則 2021 年 29 号」）91 条、および 2022 年商業大臣規則 18 号により

改正された、ショッピングセンターおよびセルフサービス店の開発・管理・指導に関する 2021 年商業大臣規則 23 号（以下「2021

年商業大臣規則 23 号」）6 条。 

75 2021 年商業大臣規則 23 号 6 条 2 項。 

76 政府規則 2021 年 29 号 94 条 1 項。 

77 2021 年商業大臣規則 23 号 11 条 1 項。 
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できる。 

• セルフサービス店が注文の停止、リストからの削除、または供給業者の商品タイプやSKU

（、庫管理単位）の削減を意図する場合、少なくとも3カ月前までに供給業者に書面で通知

しなければならない 

 

中小零細企業の関与 

セルフサービス店は、商品の調達において中小零細企業を関与させる義務を負う78。 セルフサービ

ス店は、中小零細企業に対して店舗への商品登録のための事務手数料を課してはならず、支払いは

全額、または請求から遅くとも15日以内に行わなければならない 79。  

 

その他 

▪ 事業主が自ら運営できるセルフサービス店（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット）

は150店舗までである。151店舗目以降については、事業主はフランチャイズ化するか、中小零

細企業をパートナーとして（ジョイントベンチャー形式またはパートナーシップ形式で）追加

店舗の運営に関与させなければならない80。 

▪ ショッピングセンター内に位置する場合を除き、セルフサービス店の事業主は駐車場を提供す

ることが義務付けられている81。 

 

8.3.6 アルコールの小売に関する規制 

 

アルコール飲料の小売販売は、免税店および市長（郡や市の場合）または知事（ジャカルタの場合）

によって決定されたその他の指定エリアにおいてのみ許可される。ただし、グループ A のアルコー

ル飲料については例外であり、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット内の個別の区画にお

いて販売することが許可されている82 。アルコール飲料の小売販売は、販売員に身分証明書を提示

した 21 歳以上の消費者にのみ行うことができる83。 

グループ Aのアルコール飲料を小売販売する事業者には、「グループ A アルコール飲料小売業者説明

書（Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A、以下『SKP-A』）」が必要である
84。各 SKP-A は 1店舗につき 1件有効であり85、有効期間は最大 3年間である86。 

 

 
78 政府規則 2021 年 29 号 93 条。 

79 政府規則 2021 年 29 号 95 条 1 項。 

80 2021 年商業大臣規則 23 号 10 条。 

81 政府規則 2021 年 29 号 86 条。 

82 2014 年商業大臣規則 20 号 14 条。 

83 2014 年商業大臣規則 20 号 15 条。 

84 2014 年商業大臣規則 20 号 18 条。 

85 2014 年商業大臣規則 20 号 19 条。 

86 2014 年商業大臣規則 20 号 24 条。 
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8.3.7 ハラール認証 

中規模および大規模事業者にとって、食品、飲料、と畜製品、およびと畜サービスに関するハラー

ル認証要件の段階的な実施期間が、2019年 10月 17日から 2024年 10月 17日まで設けられた。これ

はつまり、この期間の終了後、すなわち 2024 年 10 月 17 日以降、小売業者を含む食品および飲料製

品を販売する者は、ハラール要件を満たす（すなわち、ハラール証明書を取得する）必要があるこ

とを意味している。 

食品、飲料、医薬品、および化粧品の小売店が、2021 年宗教大臣決定 748 号（以下「2021 年宗教大

臣決定 748 号」）によって、ハラール認証を必要とするサービス施設として分類されている。アルコ

ールや、豚肉もしくは豚肉由来の製品を含む原材料など、非ハラール製品を販売するハラール認証

済みの施設は、ハラール製品と非ハラール製品の場所および工程を分離することが義務付けられて

いる。具体的には、保管場所、パッキング、提供場所、販売用の非ハラール製品の配置などが分離

の対象となる87 。食品製造業や飲食業に対するハラール認証取得期限については、ジェトロビジネ

ス短信「インドネシア BPJPH、輸入食料品に対するハラール認証取得の義務化を延期（2024 年 10 月

25 日）88」も参照のこと。 

 

8.4 飲食品小売（オンライン） 

8.4.1 KBLI 番号及び許認可 

 

47914 (KBLI 47911から47913に言及されるメディアを通じた混合商品の小売業) 

 

このKBLI番号には、KBLI 47911から47913の分類に言及される、さまざまな種類の混合商品の小売

業が含まれる。注文（郵便、電話、またはインターネット）を通じて行われ、カタログ、広告、

サンプル、電話、ラジオ、テレビ、インターネット、マスメディア、および同様のチャネルを介

した購入者の選択に基づいて商品が配送される。 

 

なお、47911、47912、47913の分類は以下の通り。 

47911 (食品、飲料、タバコ、化学品、医薬品、化粧品、および実験器具のメディアを通じた小売

業) 

47912 (繊維製品、衣類、履物、および日用品のメディアを通じた小売業) 

47913 (家庭用品および厨房機器のメディアを通じた小売業) 

 

項目 内容 

リスクレベル 低  

 
87 2024 年政府規則 42 号 6 条。 

88 インドネシア BPJPH、輸入食料品に対するハラール認証取得の義務化を延期(インドネシア) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュ

ース - ジェトロ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/73db3fa2cf2c0711.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/73db3fa2cf2c0711.html
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許認可 NIB  

発行期間 自動的に発行  

要件 -  

義務 商業大臣に事業活動報告書を提出すること  

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

1. 原材料および補助材料の供給センターとしての指定。 

2. 化粧品の流通許可（Izin Edar）。 

3. 化粧品通知申請者としての推奨。 

4. 流通経路における加工食品安全管理へのコミットメント充足証明書。 

5. 化粧品の臨床試験実施の承認。 

6. 化粧品の非臨床試験実施の承認。  

外資規制 - 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

47914 に相当する 2025 年 KBLI 規定は存、しない。オンライン小売販売

は、最初の 2桁が「47」である KBLI に含まれる。  

留意点 サポートライセンスについては、4番を除き、記載されているすべては、

製造者または供給者の義務である。 

 

なお、オンラインでの小売を実施する際に、TokopediaやShopeeのような既存Eコマースサイトを利

用する場合には上記のKBLI番号を取得すれば販売活動を実施できるものの、自社のEコマースサイト

で販売する際には他社が当該Eコマース上で販売をするかどうかに関わらずKBLI番号：63122（商業

目的のウェブポータルおよび/またはデジタルプラットフォーム)に紐づくEコマースライセンスを取

得する必要があると考えられる。 

 

63122 (商業目的のウェブポータルおよび/またはデジタルプラットフォーム) 

このKBLI番号には、検 エンジンを使用してインターネットアドレスやコンテンツの大規模なデー

タベースを検 可能な形式で生成・維持する商用ウェブサイトの運営、定期的に更新されるコンテ

ンツを提供するメディアサイトなどのインターネットポータルとしてのウェブサイトの運営が含ま

れる。また、注文、支払い、配送などの電子商取引活動を促進または仲介するデジタルプラットフ

ォームやウェブサイトの運営も含まれる。 

マーチャント・アグリゲーター（マーケットプレイス）、デジタル広告、オンデマンドのオンライン

サービスなどのモバイルアプリも本グループに含まれる。 

フィナンシャル・テクノロジー（Fintech）は含まれない（P2Pレンディングは6495、決済サービス

は6641に分類される）。 
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項目 内容 

リスクレベル 高  

許認可 NIB およびライセンス（Surat Izin Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik）  

発行期間 自動的に発行  

要件 1. 通信・デジタル分野の政府事務を担当する省庁が発行する電子事業者

登録証（Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik）」 

2. ウェブサイトのアドレスおよび／またはアプリケーション名 

3. 連絡先番号および／またはメールアドレスの形式による消費者苦情サ

ービス 

4. 消費者保護および取引コンプライアンスを担当する商業省内の消費者

苦情ユニットの連絡先情報を含む消費者苦情サービス 

5. モバイルアプリケーションの形態をとる電子システムの場合、それと

同一の（ミラーリングされた）ウェブベースの電子システムを提供しなけ

ればならない 

義務 1. 統計分野の政府事務を担当する政府機関に対し、定期的にデータおよ

び／または情報を提出すること。また、以下の状況において、指導お

よび監督を目的として、随時、企業および事業活動に関するデータ／

情報を提出すること ： 

a. 最新かつ正確、および迅速なデータが必要とされる場合。 

b. 要求されたデータが、統計分野の政府事務を担当する政府機関に提

出済みのデータおよび／または情報に含まれていない場合。 

2. 電子システムを通じた商取引（perdagangan melalui sistem 

electronik、以下「PMSE」）のデータおよび情報を保存すること。財務

取引に関連するデータおよび情報は、当該データおよび情報を取得し

た日から最低 10 年間保存し、財務取引に関連しない PMSE のデータお

よび情報は、取得した日から最低 5年間保存すること。 

3. 関連機関が定める技術的要件を遵守し、法規則に従って信頼性証明書

（Sertifikat Keandalan）を取得すること。 

4. 自身が管理する電子システム上の違法な電子情報コンテンツの存、、

または空間の悪用に関して、法規則に従い、技術的な制御施設、およ

び／または報告や公的な苦情を受理するための施設を提供すること。 
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5. 消費者による購入キャンセルの場合に、消費者への返金を保証するメ

カニズムを有し、または提供すること。 

6. 法規則に従った利用のために、利用規約またはライセンス契約をユー

ザーに提示すること。 

7. 消費者がダウンロードおよび／または保存できる電子契約を提供する

こと。 

8. 消費者が商品および／またはサービスを受領した時点から起算して、

商品および／またはサービスの交換、あるいは購入のキャンセルのた

めに、最低 2日間の期間を提供すること。 

9. ウェブサイト形式の電子システムにおいて、インドネシアのトップレ

ベルドメイン名の使用を優先すること。 

10. 独力で、または国内の機関もしくは事業体と協力して、国内開発セン

ターまたはユニットを提供すること。 
 

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

1. 医薬品電子システム主催者登録（PSEF）。 

2. 医薬品流通電子システム主催者登録（PSEF Distribusi）。 

3. 医薬品の適正流通基準証明書（CDOB）。 

4. 流通経路における加工食品安全管理の標準充足証明書。  

外資規制 外資企業は、商業目的でウェブポータルまたはデジタルプラットフォーム

を運営することが可能である。ただし、そのビジネスモデルが電子システ

ムを通じた商取引における事業者の許可、広告、開発および監督に関する

商業大臣規則 2023 年 31 号 21 条(3)に基づくソーシャルコマースの制限カ

テゴリーに該当しないことが条件となる。以下の特徴を持つソーシャルコ

マースモデルは、外資への開放が明示的に禁じられている：(i) 自社の電

子システムをプラットフォーム外のシステムと相互接続していること。

(ii) 支払い取引を促進していること。 

したがって、この KBLI に基づいて事業を行う外国の電子商取引投資家

は、制限されたソーシャルコマース主体として規制上の分類をされること

を避けるため、プラットフォームモデルを慎重に構築しなければならな

い。 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

63900 (ウェブ検 およびその他の情報ポータルサービス) 

この KBLI 番号には以下の活動が含まれる。 
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• 検 エンジンを使用して、インターネットアドレスやコンテンツ

の大規模なデータベースを検 可能な形式で生成および維持する

ウェブサイトの運営。 

• 価格比較ウェブサイト、製品仕様、および同様のサービスの運

営。ならびに、他サイトへのリンクを提供することで定期的に更

新されるコンテンツを提供するメディアサイトの運営。 

• 組織、機関、または企業に関連し、内部および外部の目的で定期

的に情報を提供するウェブサイトまたは情報ポータルの運営

（例：学校、病院、企業情報システムなどのウェブサイト）。 

この KBLI 番号には、電話ベースの情報サービス、契約ベースまたは料金

ベースの情報検 サービス、ニュースクリッピングまたはプレスクリッピ

ングサービス、および契約ベースまたは料金ベースでの情報やディレクト

リの編集といった、その他の情報サービスも含まれる。 

この KBLI 番号には以下の活動は含まれない： 

• 商品および／またはサービスの所有権の移転をもたらす電子取引

を促進するウェブサイト、アプリケーション、またはその他のデ

ジタルプラットフォームの運営（例：マーケットプレイス活動、

デジタル広告、およびオンデマンドのオンラインサービス）。これ

らの活動範囲は、提供される主要な業種に応じて、それぞれのグ

ループに分類される。具体的な例は以下の通り： 

o 物理的商品の小売に関連する仲介サービス：グループ 47 を

参照。 

o 宿泊に関連する仲介サービス：グループ 55を参照。 

o 郵便およびクーリエサービスに関連する仲介サービス：グ

ループ 53を参照。 

o 電気通信に関連する仲介サービス：グループ 61などを参

照。 

o 出版活動（新聞など）：グループ 58を参照。 

o 放送活動：グループ 60を参照。 

o ニュースシンジケートおよび通信社の活動：サブグループ

6031 を参照。 

o コールセンター活動：サブグループ 8220 を参照。 
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留意点 サポートライセンスについては、4番を除き、記載されているすべてが製

造者または供給者への要件である。 

 

 

8.5 フランチャイズ 

8.5.1 KBLI 番号及び許認可 

 

77400 (著作権作品を除く、知的財産権のオペレーショナル・リース) 

このKBLI番号には、資産保有者に対してロイヤリティまたはライセンス料が支払われる、他者によ

る非金融資産の使用を可能にする事業活動が含まれる。 当該資産の使用は、複製権、その後の工程

または製造における使用、フランチャイズ・システムの下での事業運営など、さまざまな形態をと

る場合がある。 知的財産の所有者は、必ずしもその資産の作成者である必要はない。 このKBLI番

号に含まれる活動は、無形知的財産（書籍やソフトウェアなどの著作権作品を除く）のオペレーシ

ョナル・リース、および特許エンティティ、商標およびサービスマーク、商号（ブランド名）、鉱物

探 権、フランチャイズ契約、その他の無形知的財産といった資産の使用に対するロイヤリティま

たはライセンス料の受領である。  

このKBLI番号には以下は含まれない：(i) 権利からの収入ならびに書籍、ソフトウェア、映画、お

よび音楽の出版、(ii) 著作物／著作権（書籍、ソフトウェア、映画）の制作、複製、および配布。 

項目 内容 

リスクレベル 低  

許認可 NIB  

発行期間（許認可） 自動的に発行  

要件 -  

義務 商業大臣に事業活動報告書を提出すること  

サポートライセンス 

(PB-UMKU) 

- 

外資規制 - 

2025 年度 KBLI 番号

の規定 

77400（著作権作品を除く、知的財産および類似製品のオペレーショナ

ル・リース）  

この KBLI 番号には、製品の所有者または資産保有者へのロイヤリティ支

払いまたはライセンス料と引き換えに、他者が知的財産または類似の製

品を使用することを可能にする活動が含まれる。 この資産の使用は、複

製のライセンス供与、その後の工程や製造における使用、およびフラン

チャイズ・システムの下での事業運営など、さまざまな形態をとる場合
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がある。現、の所有者は、必ずしもその資産の作成者である必要はな

い。 

この KBLI 番号に含まれるもの：  

• 知的財産製品（書籍やソフトウェアなどの非著作権作品）のオペ

レーショナル・リース  

• 特許エンティティ、商標およびサービスマーク、商号、鉱物探 

権、フランチャイズ契約、インターネットドメイン、および設

計・開発されたボードゲームの権利などの製品の使用に対するロ

イヤリティまたはライセンス料の受領  

• 科学的研究結果に対するロイヤリティまたはライセンス料の受領

も含まれる。  

この KBLI 番号には以下は含まれない：  

• 権利からの収入ならびに書籍、ソフトウェア、映画、および音楽

の出版（グループ 58、59 を参照）  

• 著作権作品（書籍、ソフトウェア、映画）の制作、複製、および

配布（グループ 58、59 を参照）  

• コンテンツ発行者によるソフトウェアや書籍などのコンテンツの

ストリーミング（グループ 58 を参照）  

• その出版に関連しないオーディオブックのストリーミング（グル

ープ 6010 を参照）  

• 不動産の賃貸（グループ 681 を参照）  

• 有形商品（資産）の賃貸（グループ 771、772、および 773 を参

照） 

 

 

 

9. インドネシアで事業を行う上で留意すべき点 

9.1 会社機関：株主総会、取締役会、コミサリス会 

会社法上、会社は、取締役会、コミサリス会、および株主総会という 3つの機関で構成される89。 

 

 
89 会社法 1 条 2 号 
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9.1.1 株主総会 

権限及び種類 

株主総会は、会社法又は定款 で定められた範囲で、取締役会又はコミサリス会に与えられていない

権限を有する90 。株主総会には、毎年開催される年次株主総会と必要なときに開催される臨時株主

総会の 2種類がある。 

株主総会は、コミサリス会（監査役会※細細は 9.1.3）および取締役会メンバーの選任、年次報告

書および財務諸表の承認、配当金の分配、資本構成の変更、定款の変更、清算の承認などを行う権

限を有する。また、株主は会社法で規定されていない事項についても、定款において株主総会の決

議事項として追加することができる。 

 

招集手続き及び開催方法 

株主総会を開催するためには、取締役会が原則開催日の 14 日前までに株主に招集通知を出さなけれ

ばならない91。議決権の 10%以上を保有数株主またはコミサリス会によって開催の要請を受けた場合

にも開催の義務がある。 

株主総会は、原則定款記載の会社の本店所、地又は会社が主な事業を行う場所において開催される

が、オンラインでの開催や書面決議92 も可能である。実際に、日系企業の場合、書面決議で完了さ

せることも多々見られる。 

 

定足数及び決議要件 

会社法上、株主総会決議は、普通決議、特別決議及び特殊決議に分けられる。それぞれ議決権株式

の過半数以上、3 分の 2 以上、4 分の 3 以上を有する株主の出席及び出席株主の過半数、3 分の 2 以

上、4 分の 3 以上を有する株主の賛成により可決される93。ジョイントベンチャーの場合などは定足

数や決議要件について、より高い割合を定款にて規定していることも見られる。 

 

9.1.2 取締役会 

取締役会は、会社の目的に従い、会社の利益のために会社を経営する権利と責任を有し、裁判所内

外の会社を代表する機関である94。取締役会は 1名以上の取締役で構成される。取締役会のメンバー

は、株主総会によって特定の任期で選任され、再任も可能性である95 。実務上、取締役の任期は、

定款に規定された 1 年から 5 年の間で設定されることが多い。取締役が 2 名以上いる場合、定款に

別段の定めがない限り、取締役会の各メンバーが有限責任会社を代表する権限を有する96。 

取締役会は、会社の全純資産の 50％超を構成する資産を 1 事業年度の間に処分、または、かかる資

産を担保に供する場合には、株主総会の承認を得なければならないとされている97。 

 
90 会社法 75 条 1 項 
91 会社法 81 条 1 項 

92 会社法 91 条 

93 会社法 86 条 1 項、87 条、88 条、89 条 3 項 

94 会社法 98 条 1 項および 92 条 1 項 

95 会社法 94 条 1 項 

96 会社法 98 条 2 項 

97 会社法 102 条 1～3 項 
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なお、会社法上、取締役会の開催要件、定足数・決議要件等については規定が設けられていないた

め、これらの事項は定款に定められることが通常ある。 

 

9.1.3 コミサリス会 

コミサリス会は、会社の管理方針や経営全般のパフォーマンスを監督し、取締役会に対して助言を

行う役割を担う98。コミサリス会は1名以上のメンバーで構成される。複数のメンバーがいる場合、

コミサリス会は合議制に基づいて行動し、各メンバーが個別に権限を行使することはない。これは、

コミサリス会によるいかなる行動も、コミサリス会の決議に基づかなければならないことを意味す

る99 。取締役会と同様に、コミサリス会のメンバーは株主総会によって特定の任期で選任され、再

任も可能である100。 

コミサリス会は会社の日常業務には関与しない。監督機能を有するコミサリス会は、会社法や定款

によって付与された権限に基づき、取締役会の業務遂行における権限を制限することができる。例

えば定款において、借入れの実行や新会社の設立など、取締役会の特定の行為に対してコミサリス

会の承認を必要とするよう規定できる。また、一定の理由がある場合は、取締役の職務権限の一時

停止等の権限も保有している。 

 

 

 

  

 
98 会社法 108 条 1 項 

99 会社法 4 条 

100 会社法 111 条 1 項および 3 項 
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9.2  雇用関係 

9.2.1 雇用に関する一般事項 

雇用形態 

雇用形態には、有期雇用契約（PKWT）と、無期雇用契約（PKWTT）の 2 種類がある101。有期雇用契約

は、期間、または特定の仕事の完了に基づき締結される。有期雇用契約は、最長 5 年間まで作成す

ることができ、さらに最大 5年間までの延長が可能である。 

 

インドネシアでは、パートタイム雇用は 1 日の労働時間が 7 時間未満、1 週間の労働時間が 35 時間

未満に分類される102 。しかし、パートタイム労働者は個別の契約カテゴリーとして明示されておら

ず、むしろ一般的に PKWT の取り決めの下で構成されている。さらに、賃金に関して、時間給で支払

われるパートタイム労働者には、最低賃金要件103  を満たす月給を、「時間当たり賃金＝月額賃金

÷126 」の計算式104 に基づいて支払わなければならない。 

 

労働時間 

原則として、労働時間は以下の通り規定されている105。 

労働時間制度 1 日の労働時間 1 週間の労働日数 1 週間の労働時間 

週休 1日制 7 時間以内 6 日 40 時間以内 

週休 2日制 8 時間以内 5 日 40 時間以内 

 

雇用者は労働者に対し、週 6日勤務の場合は週に 1日、週 5日勤務の場合は週に 2日の休日を与え

る義務がある。 

 

ただし、観光業（飲食サービス業など）および小売業（スーパーマーケット、ショッピングセンタ

ー、その他類似の業種）の労働者は、「継続的な業務」に従事する労働者（エッセンシャルワーカ

ー）とみなされるため、雇用者は、労働者に残業手当を支払うことを条件として祝日に勤務を命じ

ることができる106。 

 

社会保障 

雇用者は、段階的に、自らおよび労働者（有期雇用契約か否かを問わない）を社会保障運営機関

（BPJS）のプログラムに加入させる必要がある。社会保障には、労働社会保障（BPJS 

Ketenagakerjaan）と健康社会保険（BPJS Kesehatan）の 2種類がある。労働社会保障は、労災保険

 
101 有期雇用契約、アウトソーシング、労働時間および休憩時間、ならびに労働関係の終了に関する政府規則 2021 年 35 号 2 条 4 項 

102政府規則 2021 年 36 号 16 条 1 項注釈（政府規則 2025 年 49 号により改正） 
103政府規則 2021 年 36 号 23 条 1 項 
104政府規則 2021 年 36 号 16 条 4 項 
105政府規則 2021 年 35 号 21 条 2 項、22 条 

106 労働・移住大臣決定 2003 年 233 号 2、3、5 条 
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（JKK）107 、亡 保険（JK）108 、老齢保険（JHT）109 、年金保険（JP）110 、および失業保険（JKP）111

の 5 つのプログラムで構成される。インドネシアで少なくとも 6 ヶ月間就労する外国人を含むすべ

ての者は、社会保障プログラムへの加入が義務付けられている112 。また、ジャカルタにおいては就

労時間外保障（JSHK）への加入が義務付けられていることは上述の通りである。 

 

雇用終了の手続き 

雇用を終了する場合、雇用者は雇用終了日の 14 営業日前までに、書面による通知を労働者に行わな

ければならない113 。労働者が通知を受け取り、異議を唱えない場合、雇用者は労働大臣に雇用終了

を報告する必要がある114 。しかし、労働者が雇用終了に異議を唱える場合は、まず雇用者と労働者

の間で二者間協議を通じて解決を図らなければならない115。30 日以内に合意に至らない場合、紛争

当事者は現地の労働局に紛争を登録する116 。登録後、紛争は調停または仲裁を通じて解決される117 。

それでも解決しない場合、紛争当事者は労働裁判所に訴えを提起することができる118。  

 

退職給付金 

 

雇用者が無期雇用契約に基づく労働者を解雇する場合には、退職給付を支払わなければならない
119。解雇の事由に応じて、「ベース退職金・勤続慰労金×●倍」という形で、実際に支払うべき退職

金・勤続功労金の額が計算される。「●倍」は、解雇事由により、割増退職金（1.75～2 倍）、通常

退職金（1倍）、減額退職金（0.5～0.75 倍）に分かれる。 

退職給付には、以下の要素が含まれる。 

種類 支払い額の算出方法 

退職金（Uang Pesangon） 勤続年数に応じた（1年未満〜8年以上）ベース退職金（月給 1〜

9か月）に解雇事由による倍率をかける。 

勤続慰労金（Uang 

Penghargaan Masa Kerja） 

勤続年数に応じた（1年未満〜8年以上）ベース退職金（月給 1〜

9か月）に解雇事由による倍率をかける。 

 
107政府規則 2021 年 49 号により直近の改正がなされた、労災補償および死亡補償プログラムの実施に関する政府規則 2015 年 44 号

4 条 1 項  
108 Ibid.  
109 2 政府規則 2015 年 60 号により改正された、老齢保障プログラムの実施に関する 2015 年政府規則 46 号 2 条 1 項 

110 年金保障プログラムの実施に関する政府規則 2015 年 45 号  

111政府規則 2025 年 6 号により改正された、失業保障プログラムの実施に関する政府規則 2021 年 37 号 2 条 1 項 

112法律 2011 年 24 号 14 条（法律代行政令 2022 年 2 号により改正） 
113 政府規則 2021 年 35 号 37 条 3 項 

114 政府規則 2021 年 35 号 38 条 3 項 

115 2005 年代行政令 1 号により改正された、労働関係紛争の解決に関する 2004 年法律 2 号（以下「2004 年法律 2 号」）3 条 1 項 

116 2004 年法律 2 号 4 条 1 項 

117 2004 年法律 2 号 4 条 3 項、4 項、および 5 項 

118 2004 年法律 2 号 5 条 

119 労働法 156 条、政府期規則 2021 年 35 号 49 条 
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権利補償金（Uang 

Penggantian Hak） 

• 未消化の年休  

• 労働者及びその家族が採用地に帰るための費用 

• 労働契約、就業規則、労働協約に定めるその他の事項 

送別金（Uang Pisah） • 労働契約、就業規則、労働協約等に定めがある場合 

 

解雇事由による倍率は事由ごとに細かく規定があるが、ここでは代表的な事由を記載する。 

 

割増退職金 

事由 
根拠条文（政府規

則2021年35号） 

退職給付金 

退職金 
勤続慰

労金 

権利補

償金 
送別金 

労働者が長期疾病・労災により12

か月を超えて就業できない場合

（雇用者側からの解雇） 

41条 2倍 1倍  ○  - 

 

通常の退職金 

事由 
根拠条文（政府規

則2021年35号） 

退職給付金 

退職金 
勤続慰

労金 

権利補

償金 
送別金 

整理解雇（会社に損失が発生する

ことを防ぐために行われるもの） 
43条2 項 1倍 1倍  ○  - 

 

減額退職金 

事由 
根拠条文（政府規

則2021年35号） 

退職給付金 

退職金 
勤続慰

労金 

権利補

償金 
送別金 

労働者が雇用契約、就業規則、労

働協約に違反する行為を行い、3回

連続で警告状を受け取った場合 

52条1項 0.5倍 1倍  ○ ○ 

 

一方、有期雇用契約に基づく労働者との雇用終了については、雇用主は以下の補償金を支払わなけ

ればならない。 
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1. 雇用契約期間終了による場合、労働者は以下の補償を受ける権利を有する120。  

(i) 連続 12 カ月間の契約の場合、賃金 1カ月分 

(ii) 連続 1カ月以上 12カ月未満の契約の場合、労働期間×1カ月分の賃金÷12 

(iii) 12 カ月を超える契約の場合、勤務期間×1カ月分の賃金÷12 

 

2. 有期雇用契約期間満了前に解雇された場合、労働者は以下の補償を受ける権利を有する 

(i) 雇用契約期間終了による場合と同様の契約期間に応じた補償121 

(ii) 契約期間満了までの賃金の残額122 

 

9.2.2 外国人の雇用 

 

外国人の就ける職務 

原則、事業主はインドネシア人労働者の雇用を優先することが義務付けられている123 。ただし、外

国人は業種ごとの特定の職種であれば就労が可能である。例えば、労働大臣決定 2019 年 228 号では、

飲食サービス業および小売業において、外国人が就労できる職種として、料理人、マーケティング

マネージャー、ゲストリレーションマネージャー、オペレーションマネージャー、財務マネージャ

ー、製品マネージャー、販売マネージャー、地域マネージャーを規定している。なお、人事管理に

関連する職種を除き、外国人を取締役会のメンバーに任命し、就労許可を得ることに原則として制

限はない124。 

 

ビザ・就労許可 

インドネシアに入国するすべての外国人は、訪問の目的や必要性に応じてビザまたは滞、許可を保

有しなければならない。 

 

一般に、インドネシアへの入国・滞、に関して、主要な書類は以下の 2 つである。（i）ビザ外国人

がインドネシアへ渡航・入国することを認める許可（ii）、留許可：インドネシアの領土に入国し

た後、外国人が、留することを認める許可。法律上、ビザには訪問ビザと一時滞、ビザの 2 種類が

ある。ビザは、留許可付与の根拠となるため、入国目的によって、外国人が当該目的に応じた、留

許可を取得できるかどうかが決まる。 

 

(i) 訪問ビザおよび訪問、留許可 

 
120政府規則 2021 年 35 号 16 条 1 項 
121政府規則 2021 年 35 号 17 条 
1222022 年法律 2 号に代わる政令による改正後の 2003 年労働力に関する法律 13 号 62 条 
123  例えば飲食サービス業において、現地労働力の優先順位付けは、観光事業証明書発行の評価基準の一つとなっている。2025 年

観光大臣規則 6 号付録 I を参照 

124 政府規則 2021 年 34 号、労働大臣決定 2019 年 349 号 
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訪問ビザは、一次（シングル）訪問ビザまたは数次（マルチ）訪問ビザとして発行される。一次訪

問ビザは最長 90 日間付与され、数次訪問ビザは適用されるビザカテゴリーに応じて、60 日、180 日、

1年、2年、5年、または最長 10 年といったより長い有効期間で付与される場合がある。 

規制によれば、一次または数次訪問ビザを保有する外国人は、商用業務への従事など就労目的での

入国が認められる。具体的には、就労関連の訪問目的として以下の活動が含まれる場合がある。（i）

オフィス、工場、または商品製造場所での商品確認を含むがこれらに限定されない、商用関連の事

務、会議または商品購入；（ii）ビジネス上の合意に関する協議、交渉、および／または署名。 

ただし、一次または数次訪問ビザを保有する外国人は就労目的での入国が認められるものの、これ

は訪問目的の、留許可によって付与される、留期間、すなわち、投資準備およびインターンシップ

活動を除く就労関連目的については最長 60 日間（投資準備およびインターンシップについては最長

180 日間が付与され、延長も可能）に限定される。したがって、外国人従業員は、訪問ビザおよび

訪問、留許可ではなく、一時滞、ビザおよび一時滞、許可の申請を希望する場合がある。 

 

(ii) 就労ビザおよび就労、留許可（一時滞、ビザ（VITAS）および一時滞、許可（ITAS）） 

インドネシアにおける外国人従業員は、VITAS を申請することができる。VITAS の申請は ITAS およ

び再入国許可の申請も兼ねている。ITAS は、VITAS を保有してインドネシアに入国した外国人に付

与され、、留許可として機能する。また、一時滞、ビザを保有する外国人の入国印は、一時滞、許

可としても有効である。ITASは外国人従業員に対して、180日、1年、または2年の、留期間で付与

される場合がある。外国人従業員向けの ITAS の保有者は、以下の活動を行うことが認められる。（i）

雇用関係における就労関連活動の遂行；（ii）入管分野の法規制の規定を満たす範囲内での、家族の

インドネシア、留；（iii）再入国許可が有効である期間内における、インドネシアへの出入国；（iv）

投資に関連する活動の遂行；（v）観光活動および友人・家族の訪問。 

さらに、VITAS／ITAS は外国人投資家に対しても利用可能であり、1年、2年、5年、または 10 年の

、留期間が認められる。ただし、VITAS／ITAS を保有する外国人投資家には追加要件が適用される。

これらの要件は主に、規定された最低額を満たすインドネシアへの投資貢献を行うというコミット

メントに関連するものである。 

 

なお、取締役、コミサリスを除く外国人従業員に関しては、特定の雇用規制が適用される点に留意

が必要である。政府規則 2021 年 34 号に従い、外国人を雇用する企業は、外国人従業員ごとに外国

人労働者活用計画（rencana penggunaan tenaga kerja asing、以下「RPTKA」）を取得し、インドネ

シア労働大臣の承認を得なければならない。ただし、以下に該当する外国人従業員については、承

認済み RPTKA の取得義務が免除される。 

 

RPTKA の申請は、次のウェブサイト（https://tka-online.kemnaker.go.id/）を通じて行うことが

できる。RPTKA の通知を受け取った後、ビザおよび、留許可の申請は、電子ビザ申請サイト

（https://evisa.imigrasi.go.id/）を通じて行われる。 
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9.3 業地・物件の選定 

外資企業が飲食サービス、小売業で進出する際には不動産については賃貸を選択することが一般的

である。ただし、不動産に関する権利を取得することも可能であり、その場合通常建設権を取得す

ることとなる。建築権は当初 30 年間付与され、その後 20 年間の延長、さらに 30 年間の更新が可能

となっている125。以下では、不動産の権利について簡潔に説明する。 

 

9.3.1 不動産に関する権利 

インドネシア法上認められている土地の権利には、所有権 (Hak Milik)、建築権 (Hak Guna 

Bangunan)、事業権 (Hak Guna Usaha)、使用権 (Hak Pakai )、管理権 (Hak Pengelolaan)等がある

が、飲食サービス、小売業に関係する主な権利としては以下の通りである。 

権利 概要 期間 

権利保有者 

インドネシ

ア国民 
外国人 会社 

所有権 (Hak 

Milik) 

土地に関して保持

し得る、最も強力

かつ完全な世襲的

権利126 

無制限 可127 不可128 不可129 

建築権 (Hak 

Guna 

Bangunan) 

土地の上に建物を

建設する権利130 

初回：最長 30

年131 

延長：最長 20

年132 

更新：最長 30

年133 

可134 不可135 可136 

 
125政府規則 2021 年 18 号 40 条 1 項 

126 法律 1960 年 5 号 20 条 1 項 

127 法律 1960 年 5 号 21 条 1 項 

128 法律 1960 年 5 号 21 条 3 項 

129 法律 1960 年 5 号 一般説明 II 5 項および 21 条 2 項 

130  法律 1960 年 5 号 31 条 1 項. 
131 法律 1960 年 5 号 35 条 1 項. 

132 法律 1960 年 5 号 35 条 2 項 

133 政府規則 2021 年 18 号 37 条 1 項。 

134 法律 1960 年 5 号 36 条 1 項。 

135 法律 1960 年 5 号 36 条 1 項。 

136 法律 1960 年 5 号 36 条 1 項。 
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使用権 (Hak 

Pakai ) 

ある一定の目的の

ためまたは作物の

収穫をする権利137 

 

 
 

一定期間の使

用権： 

初回：最長 30

年138 

延長：最長 20

年139 

更新：最長 30

年140 

 

利用期間の使

用権： 

土地が利用さ

れている限り

有効141 

一定期間の

使用権：可
142 

 

利用期間の

使用権：不

可143 

一定期間の

使用：可所

有目的が居

住用である

場合、イミ

グレーショ

ン書類が必

要となる144 

 

利用期間の

使用権：不

可145 

一定期間の

使用権：可
146 

 

利用期間の

使用権：不

可147 

延長とは、土地権利が最初に付与された際に適用された諸条件を変更することなく、有効期間を

延ばすことを指す148 。土地局が権利証書に延長の注釈を記入する。延長の申請は、遅くとも有効

期間が終了する前に行わなければならない149。 

 

更新とは、当初の期間の満了後、または延長期間が満了する前に、同じ保有者に対して同種の土

地権利を再度付与することを指す150 。これは延長とは異なり、更新によって権利書に新しい諸条

件が提供されることを意味する。土地局は、新しい土地権利の付与と同様、土地権利証書の発行

 
137 法律 1960 年 5 号 41 条 1 項。 

138 政府規則 2021 年 18 号 52 条 1 項。 

139 政府規則 2021 年 18 号 52 条 1 項。 

140 政府規則 2021 年 18 号 52 条 1 項。 

141 政府規則 2021 年 18 号 52 条 2 項。 

142 政府規則 2021 年 18 号 49 条 2 項。 

143 政府規則 2021 年 18 号 49 条 3 項。 

144 政府規則 2021 年 18 号 49 条 2 項および 69 条 1 項。. 

145 政府規則 2021 年 18 号 49 条 3 項。 

146 政府規則 2021 年 18 号 49 条 2 項。 

147 政府規則 2021 年 18 号 49 条 3 項。 

148 政府規則 2021 年 18 号 1 条 7 号。 

149 2021 年大臣規則 18 号 70 条 2 項および 94 条 2 項。 

150 政府規則 2021 年 18 号 1 条 8 号。 
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をする。更新の申請は、遅くとも当初の期間またはその延長期間の満了から 2 年以内に行わなけ

ればならない151。法令上、権利書の更新回数に制限はない。 

 

インドネシア人個人が保有している土地については所有権 (Hak Milik)であることが多い。会社と

して権利を取得するには所有権を建設権に格下げを行う必要があることに留意されたい。また、通

常使用権の移転は当局からの事前承認が必要なことから建設権を取得することが一般的である152。 

 

9.3.2 権利の取得 

 

譲渡手続き 

土地の権利移転は、土地公証人の作成する土地譲渡証書（AJB：Akta Jual Beli）の形式で行われる

必要がある153 。土地公証人による土地譲渡証書には全額支払いの証明が求められるため、通常、売

買証書に署名する前に、条件付売買契約書（PPJB：Penrjanjian Pengikatan Jual Beli）を締結す

る。PPJB の締結から土地譲渡証書締結までの間に、当事者は土地の測量、担保権の有無の確認、関

連規制への適合確認、および条件付売買契約書に規定された前提条件の充足を行う。条件付売買契

約書には、土地に担保権が設定されていないこと、紛争の対象となっていないこと、および買主へ

の移転と登記が可能であることを売主の表明保証及び違反時の補償条項を含めることが推奨される。 

 

譲渡にかかる税 

インドネシアにおける土地および建物の譲渡においては、買い手は不動産取得税（BPHTB）としてジ

ャカルタでは5%、売り手は不動産譲渡税（PPHTB）2.5%が課せられる。また、売り手がVAT課税事業

者の場合には VAT が課税される154。 

 

9.3.3 建物に関する事項 

 

会社が自ら建物を建設する場合、建設許可（PBG）および機能適合証明書（SLF）を取得する必要が

ある。建設済みの物件を取得する場合には、建物にこれらの許可が付帯していることを確認する必

要がある。なお、特定の文化遺産地区にある建物については、地方政府が設定した文化遺産建築物

の建築要件を遵守する必要がある場合がある155。 

 

建設許可（PBG） 

 
151 2021 年大臣規則 18 号 71 条 2 項、95 条 2 項、および 122 条 2 項。 

152法律 1960 年 5 号 43 条 1 項。 

153 土地登録に関する 1997 年政府規則 24 号（政府規則 2021 年 18 号により一部廃止）37 条 1 項 

154 法律代行政令 2022 年 2 号により改正された、物品・サービス付加価値税および奢侈品販売税に関する 1983 年法律 8 号 1A 条 1

項(a)、3A 条 1 項、および 7 条 1 項 

155 建物に関する政府規則 2021 年 16 号 16 条 
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建設許可は、建物の建設前に取得しなければならない156。申請は、OSSシステムを介して専用ウェブ

サイトから行い157 、建物所有者または申請者の情報、建物の情報、および技術計画書類を提出する

必要がある158。 

 

機能適合証明書（SLF） 

機能適合証明書は、建物を利用開始する前に取得しなければならない159 。建設許可の発行後に申請

を行い、同じく専用ウェブサイトを通じて提出する160。機能適合証明書の有効期間は 5 年間である
161。 

 

建物所有権証明書（SBKBG） 

建物所有権証明書は、政府規則 2021 年 16 号によって取得が義務付けられているが、現時点では政

府による運用は開始されていない。 

2021 年以前に建設された建物を取得する場合の建設許可は PBG ではなく、従前の IMB であることが

ある。また、機能適合証明書も 2021 年から導入されたため付帯されていないことがあり、実務とし

ては PBG と機能適合証明書を買い手の名義で取得することが多々ある。 

なお、インドネシアでは基本的に土地所有者と建物所有者は同じであることから、建物のみを取得

するという事例は見られない。 

 

  

 
156 2025 年投資調整庁規則 5 号 171 条 1 項 

157 2025 年投資調整庁規則 5 号 173 条 2 項 

158 2025 年投資調整庁規則 5 号 172 条 3 項 

159 建物に関する 2002 年法律 28 号の実施に関する政府規則 2021 年 16 号 274 条 

160 2025 年投資調整庁規則 5 号 182 条 5 項 

161 政府規則 2021 年 16 号 297 条 2 項 
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9.4 知的財産権（IP） 

インドネシア法上認められている知的財産権（著作権、特許権、商標権、意匠権など）のうち、飲

食サービス業および飲食品の小売においては、商標権及び著作権の利用が関係すると考えられる。 

9.4.1 ブランド保護に関わる商標権 

商標は、図形、ロゴ、名称、単語、文字、数字、色彩の構成、2次元または3次元の形状、音、ホロ

グラム、あるいはこれらの組み合わせなど、視覚的に表現可能な標識であって、ある当事者の商品

やサービスを他者のものと区別するものを指す162。 

 

インドネシアの商標法は先願主義を採用している。これは、知的財産権総局に対して最初に商標出

願を行った者に、商標を登録する権利が認められることを意味する163 。ただし、出願者がパリ条約

または世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の加盟国において、インドネシアでの出願の 6 ヶ月

前までに同様の商標を出願している場合には、優先権を主張することが可能である164。 

 

登録の手続きは、専用のウェブサイト（https://merek.dgip.go.id/）にログインしてオンライン申

請を選択し、以下の手順で行う。 

1. 申請の種類を選択する 

2. 申請者のデータを入力する 

3. 代理人を通じた申請であるかを入力する 

4. 優先権を主張する場合はその旨を入力する 

5. 商標のデータを入力する 

6. 区分データを追加する 

7. 必要な裏付け書類をアップロードする 

8. 請求コードを作成して支払いを行い、情報を保存する 

9. 入力データと書類が正確かつ全て揃っていることを確認し、申請を完了させる 

10. 受領書をダウンロードする 

 

9.4.2 音楽著作権使用料に関する最新の動向 

レストラン、カフェ、バー、ナイトクラブ、および小売店を含む営利施設において、営業時間中に

音楽を流す場合は、国家著作権管理団体（LMKN）に対して著作権使用料を支払うことが義務付けら

れている165。 

各営利施設における著作権使用料の料率は、施設の種類に応じて以下の通り規定されている166。 

(i) レストランおよびカフェ：支払うべき著作権使用料は、1席あたり年間 12万ルピア 

(ii) バー：支払うべき著作権使用料は、1㎡あたり年間 36万ルピア 

 
162 法律 2016 年 20 号（法律代行政令 2022 年 2 号により改正。以下「商標法」という。）1 条 1 項 

163 商標法 3 条 

164 商標法 9 条 

165 歌および／または音楽の著作権使用料の管理に関する政府規則 2021 年 56 号の実施に関する 2025 年法務大臣規則 27 号 19 条 

166 歌および／または音楽の著作権に関連する創作物および／または製品を営利目的で利用する利用者に対する著作権使用料率の批

准に関する 2016 年法務人権大臣決定 HKI.2.OT.03.01-02 号 

https://merek.dgip.go.id/?utm_source=chatgpt.com
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(iii) ナイトクラブおよびディスコ：支払うべき著作権使用料は、1 ㎡あたり年間 43 万ル

ピア 

(iv) 小売店：支払うべき著作権使用料の総額は、以下の通り面積に応じて算出される 

a. 最初の 500 ㎡まで：1㎡あたり年間 8,000 ルピア 

b. 次の 500 ㎡（累計 1,000 ㎡まで）：1㎡あたり年間 7,000 ルピア 

c. 次の 1,000 ㎡（累計 2,000 ㎡まで）：1㎡あたり年間 6,000 ルピア 

d. 次の 3,000 ㎡（累計 5,000 ㎡まで）：1㎡あたり年間 5,000 ルピア 

e. 次の 5,000 ㎡（累計 10,000 ㎡まで）：1㎡あたり年間 4,000 ルピア 

f. 次の 5,000 ㎡（累計 15,000 ㎡まで）：1㎡あたり年間 3,000 ルピア 

g. 15,000 ㎡を超える超過面積分：1㎡あたり年間 2,000 ルピア 

 

9.5 その他の留意点 

9.5.1 広告規制 

あらゆる形態のアルコール広告は禁止されている167。提供される物やサービスの利点、条件、危険性、

またはリスクなどに関する虚偽の広告は、消費者保護法に基づき禁止されており、刑事罰の対象とな

る可能性がある。 

 

9.5.2 広告税 

公道沿いの拠点に看板を掲示する場合、広告税が課される可能性がある。例えばジャカルタでは、

特定のエリアにおける広告に対して広告税が課される168 。ただし、店舗の看板については、地方政

府の規制で定められた免税の技術的要件を満たしていれば、広告税が免除される。例えばジャカル

タでは、サイズが 1㎡以下であり、掲示板または自立看板の形式である場合に税が免除される169。 

 

9.5.3 飲食税 

飲食サービスの利用者は、特定物品サービス税（PBJT）の課税対象となる170。食品サービスに対する

特定物品サービス税の税率は最大 10パーセントに設定されている一方、ナイトクラブやバーなどの夜

間の娯楽施設に対しては、最低 40 パーセントから最大 75 パーセントの範囲で設定されている171。特

定物品サービス税の具体的な税率は、地方政府ごとに規定される。 

なお、インドネシアでは、飲食店がサービス料を課すことが多いため、チップの授受は一般的な慣習

ではない。ただし、ホテル以外ではこうしたサービス料の分配を義務付ける規定が存、しないため、

レストラン運営者らはサービス料の一部を労働者に分配する義務を負わない。 

 

 
167 商業大臣規則 2014 年 20 号 30 条 

168 広告の組織化に関するガイドラインに関するジャカルタ特別州知事規則 2017 年 148 号 51 条。 

169 広告税を免除される事業名または専門職名看板の形式の広告に関するジャカルタ特別州知事規則 2024 年 29 号 4 条。 

170 中央政府と地方政府の間の財政関係に関する 2022 年法律 1 号 50 条 

171 同法律 58 条 
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9.5.4 駐車場 

ショッピングセンター内に位置する場合を除き、セルフサービス形態の店舗の事業主は駐車場を提

供することが義務付けられている172 。また、駐車場の規制は地方政府ごとに規定される。例えばジ

ャカルタでは、屋外駐車場において、駐車スペース 3 台分に対して高木 1 本の割合で植樹すること

が求められている173。 

 

9.5.5 イスラム法やその他への準拠 

一部の地方政府は、ラマダン（断食月）期間中における料理の展示やレストランのインテリアに関す

る規制を設けている。ジャカルタでは、バーおよびナイトクラブは、ラマダン開始の前日および期間

中、営業を停止しなければならない174。 

 

9.5.6    使い捨てプラスチック袋、ストロー、食器の禁止 

地方によっては使い捨てプラスチック袋、ストロー、食器の禁止に関する規制が定められている。

例えば、バリ州知事はバリ・ゴミゼロ運動に関する回状を発行し、飲食サービス業者および小売業

者に対し、プラスチック袋、ストロー、発泡スチロール、ペットボトル入り飲料水などの使い捨て

プラスチック製品の提供を禁止した。ジャカルタにおいても、ショッピングモール、ミニマーケッ

ト、スーパーマーケット、ハイパーマーケット内の小売業者は、包装のない食品を除き、使い捨て

プラスチック袋の提供が禁じられている175。 

なお、2030 年 1 月 1 日からは、飲食サービス業および小売業におけるスプーン、フォーク、ストロ

ーを含む使い捨てプラスチック袋および使い捨て食器の全国的な禁止が計画されている。 

 

10. 拠点を作らない事業展開： フランチャイズによる事業展開 

 

10.1 概要 

 

フランチャイズは、フランチャイズに関する2024年政府規則35号（以下「政府規則2024年35号」）に

よって規定されている。 

 

10.2 フランチャイズ実施における留意点 

 

10.2.1 フランチャイズ登録書 

 

 
172 貿易の組織化に関する政府規則 2021 年 29 号 86 条 

173 建物計画に関する規定に関するジャカルタ特別州知事規則 2024 年 20 号 46 条 2 項。 

174 観光事業の組織化に関するジャカルタ特別州知事規則 2018 年 18 号 40 条 

175ジャカルタ首都特別州知事規則 2019 年 142 号 
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フランチャイザー（本部）とフランチャイジー（加盟店）の両者は、OSSシステムを通じてフラン

チャイズ登録証（STPW）を登録することが義務付けられている176。 フランチャイズ登録証を登録す

るためには、フランチャイザーおよびフランチャイジーはフランチャイズ事業計画書（FDD：

Prospektus Penawaran Waralaba）を提示しなければならない177。 

フランチャイズ登録登録の要件を遵守しないフランチャイザーおよびフランチャイジーは、リスク

ベースの許認可に関連する行政処分の対象となる可能性があるため留意が必要である178。 

 

10.2.2 フランチャイズ事業計画書 

 

フランチャイザーは、フランチャイズ契約締結の少なくとも 14日前までに、フランチャイジー候補

者に対してインドネシア語のフランチャイズ事業計画書事業計画書を提供することが義務付けられ

ている。 フランチャイズ事業計画書は以下の内容で構成される179。 

(i) フランチャイザーの基本情報 

(ii) フランチャイザーの登記情報 

(iii) 事業沿革 

(iv) フランチャイザーの組織体制 

(v) ビジネスモデル 

(vi) 直近2年間の財務諸表  

(vii) 店舗数  

(viii) フランチャイジーのリスト  

(ix) フランチャイザーおよびフランチャイジーの権利と義務  

(x) 知的財産権（証明書） 

 

なお、フランチャイズを始めたばかりのフランチャイザーについては、フランチャイズＤ事業計画

書の要件が免除される。 

 

10.2.3 商標ライセンス契約 

 

商標ライセンスは、商標法、および政府規則2018年36号によって規定されている。 

著作権や商標を含む知的財産のライセンスは、書面によるライセンス契約に基づいて行われなけれ

ばならない180 。ライセンス契約には、法令によって定められた最低限の条項が含まれている必要が

あり、その最低限の条項は知的財産の種類によって異なる。 

 

ライセンス契約に外国当事者が関与する場合、以下の追加要件が適用される。 

 
176 2024 年政府規則 35 号 12 条、およびフランチャイズの組織化に関する 2019 年商業大臣規則 71 号 11 条 1 項の併読に基づく。 

177 2024 年政府規則 35 号 13 条 1 項 

178 2024 年政府規則 35 号（GR 35/2024）17 条。 

179 2024 年政府規則 35 号 5 条。 

180 政府規則 2018 年 36 号 5 条 1 項。 
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a) ライセンス契約が外国語で作成されている場合、インドネシア語に翻訳されなければな

らない181 

b) ライセンサー、ライセンシーが、(1) インドネシア外に居住または設立された場合、ま

たは (2) 外国籍である場合、ライセンス契約の登録申請は、代理人を通じて提出され

なければならない182  

 

各ライセンス契約には、少なくとも以下の主要な条項を含める必要がある183。 

a) 締結の日付および場所  

b) ライセンサーおよびライセンシーの氏名と住所  

c) ライセンスの対象となる知的財産  

d) ライセンスが独占的か非独占的か（サブライセンス権の有無を含む） 

e) ライセンスの期間  

f) ライセンスの地理的範囲  

g) 年次の登録維持手数料の支払い責任を負う当事者 

 

その上で、第三者に対抗するためには、ライセンス契約は知的財産総局（DGIP）に記録されなけれ

ばならない184。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 政府規則 2018 年 36 号 5 条。 

182 政府規則 2018 年 36 号 8 条。 

183 政府規則 2018 年 36 号 7 条 2 項。 

184 商標法 42 条 5 項。 
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